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            ことについて（その６） 

日程３５．同意第 ８号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求める 

ことについて（その７） 

日程３６．報告第 ２号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２ 

０年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について） 

日程３７．報告第 ３号 議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠 

償の額の決定について） 

日程３８．報告第 ４号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２ 

０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）について） 

日程３９．報告第 ５号 平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告につい 

て 

日程４０．報告第 ６号 平成２１年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告につい 

て 

 

 １，本日の会議に付した事件 

    議事日程に同じ 
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          （午前９時４５分 開会） 

○議長（中川靖広君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１５名で全員出席であります。 

 これより、平成２１年第１回斑鳩町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 初めに、町長より議会招集のあいさつをお受けいたします。小城町長。 

○町長（小城利重君） おはようございます。 

 平成２１年第１回町議会定例会の開会に当たり、一言あいさつを申し上げます。 

 本日は、当町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様には公私何かとお忙し

い中、お繰り合わせの上ご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。また、平素は、町政

諸般にわたり、格別のご支援とご高配を賜り、心から感謝を申し上げます。 

 新年早々の１月３日、興留６丁目地内において、午後９時１４分、民家の建物から出

火し、隣接する民家へも延焼し、斑鳩町消防団をはじめ消防機関と連携し、迅速に対応

していただき、午後１０時５５分に鎮火いたしましたが、残念ながら住居の男性の方が

亡くなられました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、延焼した高齢者のご夫

婦の方は、東公民館で一夜を過ごしていただき、翌日には町営住宅に入居をしていただ

いたところでございます。今後におきましても、安全で安心なまちづくりを推進してま

いりたいと考えております。 

 さて、本定例会は、斑鳩町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてをはじめ３

３議案を本定例会に提出させていただいており、それぞれの議案につきまして、いずれ

も温かいご審議を賜りまして、原案どおりご承認いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 去る１月２８日から２月３日までの５日間、 巳、中西両監査委員には、平成２０年

度の定期監査等を実施していただき、その結果をご報告いただくことになっております

が、熱心かつ厳正に監査を賜り、ここに深く感謝を申し上げますと共に、講評の中でお

受けいたしましたご意見や指摘事項につきましては、今後の行政運営を進めてまいりま

す中で十分に配慮し、さらに合理的、効果的な行政運営に反映させてまいる所存であり

ます。 

 また、私の政策目標であります「夢と希望にあふれた人にやさしいまち いかるが」

の実現に向け町政運営に邁進してまいりますので、一層のご理解、ご協力をよろしくお
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願い申し上げます。 

 なお、平成２１年度の施政方針及び提出議案の説明は後刻とさせていただきまして、

簡単ではございますが招集のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（中川靖広君）  ただいまから議事に入ります。 

 本定例会の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりでありま

す。よってこれに従い議事を進めてまいります。 

 まず、日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。

本定例会の会議録署名議員には、１２番、辻議員、１３番、里川議員を指名いたします。

両議員には、会期中よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、日程２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期を、本日から本月２４日までの２３日間と定める

ことについて、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日から本月２ 

４日までの２３日間と決定をいたしました。 

 続きまして、日程３、建設水道常任委員長報告についてを議題といたします。 

 平成２０年第４回斑鳩町議会定例会において、建設水道常任委員会の閉会中における 

継続審査とされましたことについての審査結果報告を求めます。１１番、飯髙委員長。 

○建設水道常任委員長（飯髙昭二君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、これより建設水道常任委員長報告をさせていただきます。 

 １２月定例会後、閉会中の２月１８日に建設水道常任委員会を開会し、継続審査事案

をはじめその他の所管事務に関する調査を行いました。その審査の概要についてご報告

を申し上げます。 

 初めに、継続審査案件であります都市基盤整備事業に関することについてを議題とし、

理事者側より報告を求めました。 

 まず１番目に、公共下水道事業について。 

 本年度の工事進捗状況ですが、龍田西汚水幹線工事は、平成２１年１月末に完了して

おります。また、神南３丁目から５丁目地内の工事については、現在、シールド機械の
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掘進作業が進められており、進捗率が４０％となっている。平成１９年度の繰り越し事

業として進められている興留１丁目地内１４工区－７工事、服部１丁目地内１１工区－

６工事に加え、平成２０年度事業の神南３丁目地内２工区の２工事及び龍田２丁目地内

４工区－３工事、阿波２丁目地内１６工区－３工事、小吉田１丁目地内３工区－３工事

については、すべて完了しています。 

 次に、興留１丁目地内１４工区－８工事、龍田西６丁目地内１工区－１０工事につい

ては、それぞれ管渠埋設工事を進めており、進捗率約８０％から９０％となっている。

なお、龍田３丁目地内４工区－２工事及び興留９丁目地内１９工区－５工事については、

それぞれ進捗率５０％となっています。 

 以上が本年度発注しております面整備工事の進捗状況ですが、すべて年度末には完了

出来るよう作業が進められております。 

 続いて、平成２１年１月３１日現在の接続に関する状況ですが、申請受け付け件数が

１，６７４件、検査済み件数が１，６４５件、融資あっせん利用件数が３０件、浄化槽

雨水貯留施設転用総数が２０件となっている。なお、利用戸数については、１，９０４

戸との報告がありました。 

 次に、平成２１年度に整備を計画している区域について報告がありました。 

 その内容は、神南３丁目から５丁目地内にある２工区－１工事については、平成２１

年度までの継続事業として取り組んでいる路線で、平成２１年１２月中旬に完成する予

定となっている。 

 次に、面整備については、平成２０年度に引き続き、龍田２丁目、龍田西６丁目、神

南３丁目、神南４丁目、神南５丁目、興留９丁目区域の整備を進めると共に、興留１丁

目、龍田南２丁目区域の整備に着手していきたいとの報告がありました。 

 委員より、事業の遅れている区域についてどのように考えているのかとの質疑があり、

理事者より、事業認可区域においては、年度ごとに順次整備を進めている。また、認可

区域に入っていない区域については、今後、効果的に整備が出来る区域を選定し、順次

に整備拡大を進めていくとの答弁がありました。 

 また、他の委員より、合併浄化槽の事業が見直される中、公共下水道事業と比較した

場合の検討はされているのかとの質疑があり、理事者より、全国的に手法の一つの考え

方が提示されておりますが、投資効果、事業効果の得られる区域を公共下水道事業で行

うことが必要と考えているとの答弁があり、委員より、公共下水道事業と合併浄化槽の
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設置による事業比較表を提示するよう要望がありました。 

 本件については、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わりました。 

 次に、２番目の都市計画道路の整備促進について。 

 まず、いかるがパークウェイについては、現在、稲葉車瀬区間の岩瀬橋下部工事につ

いては、順調に進められている。迂回路の確保、橋台付近の一部追加工事等で、３月末

まで工期を延長して工事を進める予定。また、稲葉車瀬区間の東側約半分で概ね道路の

形をつくる稲葉車瀬地区改良工事、延長３３１メーターについては、国の方で入札が行

われる予定となっている。 

 次に、竜田川から三室交差点間の道路構造については、現在、警察と交差点協議や紅

葉ケ丘の自治会の方々との協議も進めている。また、沿道の三室自治会に対して、道路

構造の説明を行い住民の方のご意見を賜りたいということで協議の申し入れを行ってい

るとのことです。 

 次に、五百井興留区間については、道路構造の検討案がまとまりつつあり、今後、地

元の皆様と具体的に協議をお願いしていく予定との報告がありました。 

 また、第２１回のいかるがパークウェイ推進協議会を昨年の１２月２５日に開催され、

国から工事の進捗状況や今後の工事予定、岩瀬橋の景観検討について議論し、取りまと

めをしていただき、その結果をいかるがパークウェイ推進協議会広報に掲載し、町内各

戸に配布したとの報告がありました。 

 次に、稲葉車瀬区間の文化財の発掘調査については、このたび、発掘調査の結果につ

いて説明会を開催されることになり、説明会は、橿原考古学研究所の主催で、生き生き

プラザ斑鳩において、３月１４日、土曜日、午前１０時から１２時の間で予定されてい

る。 

 次に、国道２５号の交通安全対策について。 

 住民の皆様や議会の方々から、歩道の設置など現在の国道における歩行者等の通行に

対する安全対策についてご意見やご要望がある中、今回、国の方でより積極的に危険箇

所の対策に取り組むようになり、斑鳩町内３区間について調査に入るとの報告がありま

した。 

 まず、１つ目の区間として、竜田大橋の西側、東側の前後、２つ目は、龍田神社前の

信号付近から斑鳩中央公民館の間、３つ目は、法隆寺観光駐車場から県道大和高田斑鳩

線との交差点の間の３区間で調査を行うとのことで、２月４日から現地の調査が行われ、
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今後、交通安全対策の具体的な方策について国と十分調整を図り進めていくとの報告が

ありました。 

 以上がパークウェイについての進捗状況です。 

 続いて、都市計画道路法隆寺線については、現在進められている法隆寺線整備工事２

件については、順調に工事が進んでおり、小吉田側の工事については、進捗率約８０％、

龍田南側の工事については、進捗率約４０％との報告がありました。 

 委員より、文化財の発掘調査等について質疑があり、理事者より一定の答弁がありま

した。詳細は、割愛させていただきます。 

 ３番目に、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについて。 

 初めに、駅南口の１号線整備工事については、現在、公共下水道工事あるいは上水道

工事と並行して道路北側歩道設置等の整備工事を進めており、進捗率約７５％程度とな

っている。 

 続いて、２号線では、新家地区において道路計画と並行しながら計画が進められてい

る土地区画整理事業については、県で線引きによる市街化区域編入に伴うヒアリングも

予定されていることから、地元協議の日程調整を行っている。 

 次に、駅北口の５号線については、駅北口広場整備工事を年明けより本格的に着手し

ており、現在まで主に排水施設等の埋設工事が完了し、現在、東側歩道の工事等を行っ

ており、進捗率は約６５％となっている。また、施工範囲となっている付近は、歩行者

や車両の通行が多いことから、今後、必要に応じて夜間工事での対応も行いながら、安

全対策に努めるとの報告がありました。 

 以上がＪＲ法隆寺駅周辺整備事業の進捗状況です。 

 委員より、駅前の防護柵の鎖についての質疑があり、理事者より一定の答弁がありま

した。詳細は割愛させていただきます。 

 以上、継続審査案件については、一定の審査を行ったということで終わりました。 

 続いて、３月定例議会に提出が予定されている案件について。 

 （１）町道認定及び路線変更について、定例会に提出が予定されているということで、

あらかじめ説明を受けたところであります。委員からは、道路幅員についての質疑があ

り、理事者より一定の答弁がありました。詳細は割愛させていただきます。 

 次に、各課報告事項として、（１）平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）

について、（２）平成２０年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ
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いて、（３）斑鳩町町営住宅入居申し込みの状況について、（４）土砂災害警戒区域の

指定について報告がありました。 

 その内容は、土砂災害防止法、正式名称は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律が平成１３年４月に施行されたことにより、全国の約５２万カ

所あるとされている土砂災害が発生する可能性がある危険な区域を明らかにし、日ごろ

からの備えと、いざという時に避難場所に速やかに避難することを目的とした法律であ

ります。 

 奈良県では、平成１９年度から、危険と避難の必要性から、土砂災害防止法に基づい

て土砂災害警戒区域を指定されている。当町においては、土石流の危険箇所は１６カ所、

急傾斜地の危険箇所は１０カ所として区域指定される見込みであり、今後の町の取り組

みとして、土砂災害警戒区域の指定をされましたら、土砂災害のおそれのある区域をさ

らに明確にして、地域防災計画の警戒避難体制の整備や各家庭に既に配布している洪水

ハザードマップを改訂し、より詳細な危険区域を記載し、住民の皆さんに危険箇所や避 

難場所の周知を図ることにより、防災意識の向上に努めるとの報告がありました。 

 以上、４件の報告がされている。 

 次に、その他について質疑をお受けしたところ、１つ目に、昭和町、笠町の大雨の対

応について、２つ目に、昭和団地前の大和川緑地公園の草刈り処分について質疑があり

ました。詳細は割愛させていただきます。 

 以上が、閉会中におけます審査の概要と結果であります。詳細につきましては、会議 

録に整理させていただいておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 以上で、建設水道常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがと

うございました。 

○議長（中川靖広君）  次に、日程４、厚生常任委員長報告についてを議題といたします。 

 同じく閉会中における厚生常任委員会の継続審査とされましたことについての審査結

果の報告を求めます。１３番、里川委員長。 

○厚生常任委員長（里川宜志子君） それでは、厚生常任委員会の報告をさせていただき 

ます。 

 去る２月２０日、金曜日に、全委員出席のもと委員会を開催いたしましたので、ご報

告をさせていただきます。 

 まず初めに、１、継続審査案件、総合保健福祉会館の運営に関することについてを議
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題とし、まず１２月、１月の利用状況についての報告がされました。 

 １２月の来館者数は４，１３４人、１月は３，４３０人で、それぞれの施設の利用状

況は、会議室等で、１２月７３８、１月４５０、子育てサロンでは、１２月が４８０、

１月６１２、歩行浴では、１２月８１、１月で９７、保健事業では、１２月に１，７６

３、１月では１，０７８、足湯では、１２月に１，１５３、１月では１，１９３である

との報告がされました。 

 それとあわせまして、施設整備については、利用者の皆さんなどの要望により、足湯

の囲いを１２月に設置、また芝生の広場に安全面を考慮し生け垣の設置を行ってきた。

また、道路の安全性を確保するため、施設内から道路へ出る停止線に止まれの文字を書

き、駐車場内には２カ所に徐行の文字を書いている。また、館内のわかりやすい利用の

ため、トイレなど案内サインの設置などを進めているところであるという報告を受けま

した。 

 委員より質疑をお受けいたしましたところ、１つとして、会議室などの貸し館として

の稼働率についての質疑と、今後の休日利用の意見があり、一定の答弁がされています。 

 また、２つとして、狭い歩行浴室の利用は盛況に行われているが、介助浴室の利用状

況はどうなっているのかという質疑に対して、１２月に１組の方が７回使用されました

が、その方たちが施設に入所をされ、１月以降一度も利用がないという答弁がされてお

ります。 

 これらにつきましては、今後の対応について、また新年度から訪問入浴サービスが廃

止されることによる利用の要件についてなどの質疑があり、これらにつきましても一定

の答弁がされております。 

 また、３つ目として、正面の木が、５本のうち１本枯れていたものの対応について、

４つとして、社会福祉協議会の窓口対応についてなどの質疑があり、これらについても

一定の答弁がなされております。 

 以上、継続審査案件につきましては、報告を受け、一定の審査をしたということで終

わりました。 

 次に、２番目といたしまして、３月定例会の付議予定議案について、あらかじめ説明

を受けました。 

 １として、斑鳩町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例について一定の説明がされま

したが、これについては特段の質疑はありませんでした。 
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 ２つとして、斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例について。第４期の保険料と、

段階設定と保険料率についてなど主に説明がされ、新段階のそれぞれの被保険者の人口 

分布についての質疑がされ、それぞれの段階の人数について答弁がされております。 

 ３つ目といたしまして、斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例の一部を

改正する条例について。これについては、入浴をしない方が長時間大広間で過ごされ、

入浴をした方がくつろげないなどの意見があり、特に混雑した時など問題が起こってい

ることなどを解消するために、施設の利用については、入館料として入浴しない方から

も料金を徴収し、それにあわせて小広間の利用についても料金をいただくようにすると

いうものでした。 

 これらにつきまして、委員より、１つとして、趣旨はよくわかるが、当初から色々こ

の問題は言われていたのに、なぜ、今、社会情勢が厳しい時なのに改正するのか。２つ

として、町外の利用者もいらっしゃる中で、町内外の利用者への周知方法はどうするの

か。３つとして、カラオケルームは入館料を取らないということで、小広間の利用との

整合性や、また喫茶コーナーの対応について。４つとして、施設の位置から、入浴以外

の目的で利用をされるケースも多いが、それらの対応について。５つとして、地元から

の要望があったのか。また、これは行政主導で行おうとしているのかなど色々な質疑が

され、町の考え方が明らかにされましたが、まだ検討の余地があるのではないかという

意見があり、終わりました。 

 ４つ目といたしましては、斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

ですが、減免に関するところで、介護保険条例の減免条項に合わせた改正をするという

ものでしたが、母子家庭や障害者の方の減免についての質疑もあり、一定の答弁がされ

ております。 

 以上が、付議予定議案についての説明でございましたが、説明を受けたということで

終わらせていただいております。 

 次に、３番目の各課報告事項についてを議題とし、たくさんございましたので、順次

報告を受けていくことといたしました。 

 １つとして、斑鳩町要保護児童対策地域協議会設置要綱については、現在の子育てネ

ットワーク斑鳩を充実させて、市町村の努力義務とされておりますが、新年度では委員

の枠を広げて充実させるため要綱を設置するものであるという説明がありました。 

 委員より、斑鳩町では、虐待などで協議を必要とする件数がどの程度あるのかという
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質疑があり、これについても一定の答弁がされております。 

 ２つ目といたしまして、議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年

度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について）につきましては、定額給付金給付事業

に伴い、子育て応援特別手当支給事業が行われるので、福祉課所管となることから報告

がされております。該当する児童は４００人程度で、給付は申請から６カ月以内に行う

ことになっており、臨時職員を２名採用して、近隣市町村からおくれをとらないように

確実な事務の執行に当たるということなどが報告をされております。 

 ３つ目といたしましては、平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）について

を議題とし、資料である歳入歳出総括表に基づき住民生活部所管について説明を受けま

したが、委員より特段の質疑はありませんでした。 

 ４つ目といたしまして、平成２０年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について。これについても、歳入歳出総括表に基づいて報告を受けました。そして、

特に、これまでにない介護従事者処遇改善臨時特例交付金の取り扱いについてという顕

著なものがありましたので報告がされましたが、委員より特段の質疑はありませんでし

た。 

 ５つ目といたしまして、議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の

額の決定について）、及び６つ目として、議会の委任による町長専決処分の報告につい

て（平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について）の２

件につきましては、同一事故に係る損害賠償の額の決定とその予算措置なので、一括議

題の取り扱いをして報告を受けました。 

 委員より、事故の過失割合とその処置の仕方について、またいかるがホールでバイク

を盗まれたという事件があったが、その時の職員と同一人物なのかなどの質疑があり、

これらについても一定の答弁がされています。 

 ７つ目といたしまして、平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５号）について。これにつきましては、高額療養費などのこれまでの給付状況などにつ

いて主に整理をされてきておりますが、特に７０歳から７４歳の自己負担割合の２割と

いうものをこれまでの１割に凍結した結果、療養費等指定公費立替金という新しい項目

を立てまして処理をしていくということなどが主に説明がなされておりましたけれども、

これについても特段の質疑はございませんでした。 

 ８つ目といたしまして、平成２０年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
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号）については、広域連合への納付金が増となり、一般会計から繰り入れるというもの

でしたが、これについても特段の質疑はありませんでした。 

 また、その他の報告として、各課から３つほど報告がございました。 

 その１つといたしましては、災害時の要援護者に係る民生児童委員さんによる聞き取

り調査について。これは、災害時に備えた実態調査が行われてきましたが、このアンケ

ート調査だけでも不足する項目があるというようなことを、結果をまとめていく中で出

てきて、きめ細かい個別の状況をさらに把握しようということから今後進めていくとい

うことで、住民皆さんにもご協力をいただく問題であるので、議会へ報告がされたとこ

ろです。 

 また、２つ目といたしましては、国民健康保険税条例の改正についてなんですが、現

行の条例改正には間に合わない点について報告がされております。国保の介護分の限度

額が９万円から１０万円に引き上げられることについては、保険料として設定されてい

るところには３月議会で間に合うんですが、斑鳩町では保険税ですので、地方税法関連

の整備がされるまで政省令などがおりてこないということで、現在ではまだ、３月議会

では間に合わないのではないかということもあり、報告がされました。 

 それとあわせて、２割軽減の除外規定の削除、これについても保険料の方ではもう既

に整備はされておるんですが、これも保険税の方では、現行ではまだ間に合っていない

ということになって、説明、報告がされました。 

 これらにつきまして、委員より特に質疑もなく終わっております。 

 また、３点目についてですが、ＩＳＯ１４００１の更新審査についての報告がされま

した。２月５日、６日の２日間で、３年ごとに更新となる審査が行われ、２月２３日に、

判定機関において無事審査をクリアしたことの報告がされましたが、これについても特

段の質疑はありませんでした。 

 以上で各課報告事項を終わり、次に４番目のその他について、各委員より質疑をお受

けいたしました。 

 １つとしては、２月１０日に議会が自治会連合会との懇談会を行いましたけれども、

その時に、自治会連合会の方から、環境問題について、特に斑鳩町は文化遺産のまち、

観光の都市でもあり、もっともっときれいなまちを目指すために、何か罰則規定を設け 

たような条例などをつくることは出来ないのかというようなご意見もいただきました。 

 これにつきまして、その時、私も厚生委員長として色々発言もさせていただいた経過
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があり、そのことについて、今後、当委員会としてどうしていくのかという委員よりの

質疑がございましたが、当委員会としては、今後も他の市町村にあるこれらに関する条

例などの学習会などを、担当課にも協力をしていただき勉強会などもしながら、今後、

改正をしていけるものなら実現をしたいということで、今後の当委員会の課題というこ

とで位置づけをさせていただきました。 

 また、２つ目といたしましては、「好きやねん斑鳩」のビラにございました生き生き

プラザ斑鳩の村本建設の請負金額について、書き方が、総事業費と請負金額では別なの

ではないか、これは数字が違うのではないかなどの意見があり、これについては、請負

金額は９億９，０００万円、また事業費としては１３億６，０００万円であるというよ

うに答弁がされております。 

 以上、委員からのその他の質疑などもお受けし終わらせていただいたところでござい

ます。 

 以上が、厚生常任委員会の委員長報告でございますが、案件がたくさんございました。

細かい点につきましては、会議録に整理をさせていただきますので、議員皆様には、ま

たご覧いただければ幸いかと存じます。どうもご清聴ありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  次に、日程５、総務常任委員長報告についてを議題といたします。 

 同じく閉会中における総務常任委員会の継続審査とされましたことについての審査結

果の報告を求めます。９番、中西委員長。 

○総務常任委員長（中西和夫君） それでは、総務常任委員会の審査結果についてのご報 

告をいたします。 

 去る２月２３日、全委員出席のもと総務常任委員会を開会し、閉会中における継続審

査案件及び当委員会所管に係る事案について審査を行いましたので、その概要について

ご報告をいたします。 

 初めに、継続審査案件の斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に関する

ことについてであります。 

 まず、文化財活用センター整備工事について、現在、旧法務局建物内部等の撤去工事

を進めており、来月には管理棟の基礎工事や展示工事等に取りかかっていきたいとの報

告を受けました。 

 次に、史跡中宮寺跡の整備について、史跡整備のデータをさらに得る目的から、県教

育委員会や史跡中宮寺跡整備検討委員会の現地指導を得、調査区の拡張や新たに設定す
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るなどして、金堂基壇の発掘調査を進めているとの報告を受けました。 

 委員より、文化財活用センターについて、ハコモノ行政といって無駄だと批判をされ

ている方がいるが、活用センターの必要性をアピールするようなことは考えているのか

との質疑があり、理事者より、工事の進捗状況を見ながら広報をしていく必要があると

思っている。また、機会があれば、町民の宝物を設置する施設であるということの説明

をしていきたいと考えているので、議員皆様方よろしくお願いしたいと答弁がなされて

おります。 

 次に、安田家の古文書について質疑があり、理事者より、昨年度で完了した調査票を

基礎として、今年度は、古文書目録や重要な古文書について、現在の字体に釈文する作

業を行い、また、昨年撮影出来なかった古文書や絵図の撮影が完成している。現在、調

査報告書の原稿を印刷会社に入稿しており、校正後、調査報告書３００部について、３

月末の納品を予定している。一般向けのパンフレットについては、調査報告書のエッセ

ンスを抜粋した形で新年度に作成していきたいとの答弁がありました。 

 次に、史跡中宮寺跡の発掘調査について、調査区を拡張することによる調査期間につ

いての質問があり、理事者より一定の答弁がなされております。 

 次に、各課報告事項についてであります。 

 まず初めに、議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町一

般会計補正予算（第６号）について）、理事者より、国の第２次補正に計上された定額

給付金及び子育て応援特別手当の交付について、国の関連法案が可決になれば、近隣の

市町と時期を大きくおくれることなく定額給付金等の支給事務を行うため、去る２月１

９日付で、事務経費及び給付金は全額国庫補助金により執行することから、町長専決処

分を行ったとの報告がありました。 

 定額給付金給付事業の事業内容については、給付対象者は、平成２１年２月１日にお

いて、住民基本台帳に記録されている者及び外国人登録原票に登録されている者。給付

額は、給付対象者１人につき１万２，０００円となっている。ただし、基準日において、

６５歳以上及び１８歳以下の者については、１人につき２万円となっている。給付申請

の受け付け開始日については、国の関連法案が成立後３月末から４月にかけて申請書を

発送し、４月末までには第１回目の振り込みをするという目標にしているが、定額給付

金に係る関連法案が成立しておらず、不確定要素が多いため、何月何日と言えない状況

である。給付申請の期限については、受け付け開始日から６カ月となっている。事業費
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については、給付金が４億３，５７８万円、事務費が２，２８５万５，０００円、合計

で４億５，８０６万５，０００円で、全額国庫補助金との報告がありました。 

 次に、平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）について、理事者より、当委

員会の所管に係る歳入歳出の補正予算として、歳入では、世界的な金融危機による経済

状況の悪化により、県において減収すると見込みが示されたことから、利子割交付金で

３００万円、配当割交付金で３００万円、株式等譲渡所得割交付金で１，５００万円の

減額補正。 

 次に、国庫支出金では、教育費国庫補助金で、個人住宅建物等に伴う発掘調査費が発

生する見込みがないことから、文化財発掘事業費補助金１２８万円の減額補正、総務費

国庫補助金では、国の第２次補正予算において、地域活性化・生活対策臨時交付金が創

設されたことから、その交付限度見込み額５，３２０万円の追加補正。 

 次に、県支出金では、総務費県負担金で、税源移譲による個人住民税の減税措置に係

る県民税分の償還相当分６６０万円の減額補正。 

 次に、教育費県補助金では、教育費国庫補助金と同様の理由により、６４万円の減額

補正。 

 次に、財産収入では、土地賃借料５，０００円、基金利子２３８万３，０００円の増

額補正。 

 次に、寄附金では、福祉費寄附金で１５万円、教育費寄附金で２６万１，０００円の

増額補正と、都市計画費寄附金で１１万円の追加補正。 

 次に、町債では、教育債で５３０万円の減額補正と総務債で２億６，４４０万円の追

加補正になっている。 

 歳出予算の補正では、総務費で、職員退職予定者特別負担金３，１５３万２，０００

円、財政調整基金等積立金２５５万３，０００円の増額補正と、町土地開発公社保有地

の買い戻し費用２億６，４６９万４，０００円の追加補正、税源移譲による個人住民税

の減税措置に係る償還金１，８００万円の減額補正。 

 次に、民生費では、福祉基金への積立金２万円の増額補正。 

 次に、教育費では、幼稚園園舎の２次耐震診断を前倒しして実施するため、その所要

額４３０万円の追加補正、個人住宅建物等に伴う緊急発掘調査費２５６万円の減額補正

と、斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金への積立金２５万１，０００円の補正。 

 次に、公債費では、平成２０年度定時償還に係る利子額が確定したことから、２，７
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６４万６，０００円の減額補正。 

 次に、予備費では、今回の予算補正に要する財源２，９１３万３，０００円を充当す

る補正。 

 次に、継続費の補正では、文化財活用センター整備事業費に係る継続費について、事

業費の総額及び平成２１年度の年割額の変更。 

 次に、繰越明許費では、幼稚園園舎耐震補強事業４３０万円の予算措置となっている。 

 最後に、地方債の補正では、土地開発公社の保有地の買い戻しに活用する地域活性

化・緊急安心実現総合対策の追加と、学校教育施設等の整備事業の限度額の変更となっ

ているとの報告がありました。 

 次に、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について、

理事者より、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が平成２１年５月２１日から施行

されることに伴い、人事院規則の一部を改正する人事院規則が平成２０年５月３０日公

布、平成２１年５月２１日から施行されることに伴い所要の改正を行うものとの説明が

ありました。 

 次に、放課後子ども教室について、理事者より、放課後子ども教室を小学４年生から

６年生を対象に平成２０年９月から１１月の３カ月間試行として実施し、アンケートを

とったところ、児童からは、学年の違う子どもや地域の人、またお年寄りの人との交流

が出来てよかった、色々なことが体験出来てよかった、昔の遊びがとても楽しかった。

また、保護者からは、子どもにやさしく接してくださり、安心して参加させられたなど

の意見があり、子どもたちには好評であった。 

 そして、協力団体においては、いい経験をさせてもらったなどの好印象を受けた反面、

参加児童の少なさや、他の協力者や団体の参加についても検討をしてほしいとの意見が

あり、またＰＴＡからは、低学年からの実施要望もあり、運営委員会で協議をした結果、

平成２１年度は、募集対象を全学年対象にし、再度試行的に実施をしていくことになっ

たとの報告がありました。 

 委員より、今年度試行的に実施し、来年度もまた試行的に実施するのかとの質疑があ

り、理事者より、運営委員会の話の中では、４年生から６年生の保護者の場合だと、フ

ルタイムで働いておられる方が多いが、１年生など低学年の保護者の場合、パートタイ

ムで３時か４時には帰っておられるので、迎えに行けるのではないか。また、学校支援

地域本部の出前講座を行った中で、ボランティアで家まで送るという方もおられること
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から、再度、全学年で試行していきたいとの答弁がありました。 

 また、委員より、前回の説明では、１年生から６年生までを対象にすると体力の差が

あるということで４年生から６年生に絞ったのではないか。また、学校支援と放課後子

ども教室は別の考え方ではないかとの質疑があり、理事者より、学童保育の問題と体力

差があることから４年生から６年生で実施をしたが、運営委員会では、協議をした結果、

指導内容の吟味、グループ分け等工夫していく必要があるが、高学年の児童がリーダー

シップや思いやりの心を育てていくことも社会教育に重要な要素であることから、対象

を広げて実施したい。また、放課後子ども教室は、学校外活動に対する支援で、放課後

の居場所づくりのための事業であり、学校支援地域本部は、地域の人材を活用した学校

への支援事業で、厳密に言えば両者は異なるものであるが、類似した点も多くあり、協

力していただくということでまとまったとの答弁がありました。 

 委員より、学校支援地域本部と放課後子ども教室の類似点は理解出来るが、放課後子

ども教室の参加者が少ないのであれば、シャットアウトして学校支援地域本部の方に重

きを置いていただければいいのではないか。そうすることで子どもたちも全体が対象に

なるので、学校支援地域本部の方に力を入れていただきたいとの意見がありました。 

 次に、その他の報告事項について、理事者より、龍田ネオポリス防火水槽設置工事に

ついて、幼稚園教諭採用試験の実施結果について報告がありました。 

 次に、その他について、委員より、ふるさと納税について、斑鳩町の現状はどのよう

になっているのかとの質疑があり、理事者より、本年度の寄附金は９１万９，３１３円

となっている。このうち、個人からの寄附は３６名で６２万４，０００円で、町外から

いただいた寄附は３３名で５６万１，０００円となっているとの答弁がありました。ま

た、委員より、本来なら斑鳩に入る税金が他の市町村に行ったというのはわからないの

か、ふるさと納税のＰＲについての質疑があり、理事者より一定の答弁がなされており

ます。 

 以上が、閉会中における総務常任委員会の審査事項についての概要報告であります。

詳細につきましては、会議録に整理をさせていただいておりますので、ご覧いただきま

すようお願いをいたします。 

 以上で、総務常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

○議長（中川靖広君）  次に、日程６、予算常任委員長報告についてを議題といたします。 
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 同じく、閉会中における予算常任委員会の継続審査とされましたことについての審査

結果の報告を求めます。１４番、木澤委員長。 

○予算常任委員長（木澤正男君） それでは、予算常任委員長報告をさせていただきます。 

 閉会中の２月２４日、全委員出席のもと予算常任委員会を開催いたしましたので、そ

の審査の概要について報告いたします。 

 初めに、各課報告事項として２件の報告がありました。 

 まず最初に、１、議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩

町一般会計補正予算（第６号）について）は、国の第２次補正予算に計上された定額給

付金事業及び子育て応援特別手当支給事業について、国会で関連法案が可決されれば、

近隣の自治体と時期を大きくおくれることなく支給事務を行うため、議会の委任による

町長専決処分事項として、２月１９日付で専決処分をした。 

 このうち、定額給付金事業について、給付対象者は、平成２１年２月１日において住

民基本台帳に記録されている者及び外国人登録原票に登録されている者である。給付額

については、給付対象者１人につき１万２，０００円であるが、基準日において６５歳

以上１８歳以下の者については、１人につき２万円である。また、事業費総額は、４億

５，８０６万５，０００円であるとの説明がありました。 

 次に、子育て応援特別手当支給事業については、支給対象者となる子どもは、世帯に

属する３歳以上１８歳未満の子どもが２人以上おり、かつ平成２０年度において小学校

就学前３年間に該当する第２子以降の子どもが対象となる。手当の額は、対象となる子

ども１人当たり３万６，０００円である。事業費総額は、１，５４６万円である。 

 なお、どちらの事業も、財源は事務費も込みで１００％国庫負担であるとの説明があ

りました。 

 さらに、これらの事業に対応するための臨時職員については、昨年からの雇用環境の

悪化に対応するため、緊急雇用対策としてハローワークで募集をしているなど担当課長

より説明を受け質疑をお受けしたところ、委員より、基準日以降に当町に引っ越して来

られた方への対応はどうなるのかとの質疑があり、理事者より、２月２日以降に引っ越

して来られた方については、２月１日に住民登録がある自治体から申請書が送られてく

るが、申請書が届かないなどのトラブルなどが発生した場合には、相談に応じて対応す

るとの答弁がなされました。 

 また、委員より、臨時職員の募集について質疑があり、理事者より、臨時職員につい
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ては、派遣切りなどで職を失った方については優先的に採用するということで募集をし

ている。時給は７５０円である。臨時職員の採用期間については、定額給付金事業では

３月１６日から６カ月間を、子育て応援特別手当支給事業では４月１日から２カ月間を

予定しているとの答弁がなされました。 

 また、委員より、申請から受け取るまでの事務的な流れについて、定額給付金の対象

者数について質疑があり、理事者より、まず町が対象となる世帯の各世帯主に申請書を

郵送し、それを世帯主が記入し、返送または直接役場に持ってきてもらう。その後、内

容を審査し、給付の決定をした後、本人が指定した口座に振り込むが、どうしても振り

込みがだめな方は、役場まで来てもらい直接手渡しするという流れである。 

 また、対象者数については、６５歳以上の方が６，５９３人、１８歳以下の方が４，

９４８人、１９歳から６４歳の方が１万７，０８０人で、合計２万８，６２１人である

との答弁がなされました。 

 次に、２点目として、議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度

斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について）は、平成２０年７月２

２日、国保医療課所属の徴収員が徴収業務中に原付自転車同士の交通事故を起こしたこ

とに係る損害賠償である。その後、相手方に３３万１，９７７円を支払い、平成２０年

１２月１８日に示談が成立し、損害賠償の額が決定したので補正予算として計上したな

ど担当課長より説明を受け質疑をお受けしたところ、委員より、相手方の怪我の具合や

損害賠償金額の内訳について質疑があり、理事者より一定の答弁がなされました。 

 以上、各課報告事項の２件については、あらかじめ報告を受けたということで終わり

ました。 

 次に、継続審査案件として、予算補正を必要とする事務事業について、１２月定例会

に提案を予定されている一般会計と特別会計に係る補正予算５件について報告、説明を

受けました。 

 まず最初に、１、平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）については、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ２億９，５３３万３，０００円の追加を行うとして、主なも

のでは、地域活性化・緊急安心実現総合対策債を活用した土地開発公社の所有地処分２

億６，４６９万４，０００円や、また地域活性化・生活対策臨時交付金を活用し、鳩水

園の改修や町立幼稚園の耐震診断など必要な事業を前倒しして行うなど、担当課長より

説明を受け、質疑をお受けしたところ、委員より、福祉作業所の運営支援について質疑
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があり、理事者より、福祉作業所の運営支援については、町外の福祉作業所に通う方が

１名増で２名になるため、町が負担金を支払うものであるとの答弁がなされました。 

 また、委員より、火葬場の周辺対策・土地改良事業への支援について質疑があり、理

事者より、これについては、東里自治会から要望が上がっているもので、もともと２カ

年で計画されているポンプアップ工事だが、地元自治会で詳細に協議をした結果、新た

に加圧タンクの設置が必要となったため、追加工事となった。そして、その要望が上が

ってきたのが２月であったので、新年度予算に間に合わなかったという点と、地元から、

来年度の６月から７月に行う作付けにどうしても間に合わせたいとの強い希望があった。

そうすると、来年度で補正を組んでいては間に合わないということから、足らない部分

を今年度の補正予算で計上した。 

 さらに、費用の関係では、この事業は地元で土地改良事業として行っていただき、地

元負担の分を補償として火葬場の周辺対策で予算計上しているため、６５０万円ずつの

計上になっている。もともと今年度の当初予算では８００万円を計上していたが、今回

の追加工事で１，３００万円をプラスして、今年度で工事を施工するものである。補償

事業については、地元との覚書に基づいて年度ごとに行っているとの答弁がなされまし

た。 

 また、委員より、保育費広域入所の充実について質疑があり、理事者より、広域の保

育所入所については、当初６９名の予定が現在８１名に１２名増加しているとの答弁が

なされました。 

 次に、２、平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）につい

ては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５７１万１，０００円の追加を行う。主な内容は、

高額療養費共同事業拠出金の確定に伴う増減や財政調整基金利息の受け入れを行うなど

担当課長より説明を受け、質疑をお受けしたところ、特に質疑等はございませんでした。 

 次に、３、平成２０年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億１，６７９万１，０００円の減額を行う。主な

内容は、公共下水道事業への接続件数見込みの減による分担金及び負担金９００万円の

減額や、平成２１年度整備予定地区の面整備を先行発注するため、工事請負費で１億円

の繰越明許を行うなど担当課長より説明を受け、質疑をお受けしたところ、委員より、

現在の接続可能戸数と接続件数について質疑があり、理事者より、接続可能件数が約３，

０００件であるのに対し接続件数は１，６７４件であり、接続率は５０～６０％で推移
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している。今後も、整備区域の拡大と並行して、接続可能となったところには、訪問な

ども行い、加入してもらえるよう働きかけていくとの答弁がなされました。 

 次に、４、平成２０年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）については、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，２０１万４，０００円の追加を行う。主な内容は、

介護従事者処遇改善臨時特例交付金の受け入れ、また介護給付総額が見込みを上回るこ

とから、介護給付費の増額と基金積立金の減額、また介護保険システムの改修に伴う増

額補正を行うなど担当課長より説明を受け、質疑をお受けしたところ、特に質疑等はご

ざいませんでした。 

 次に、５、平成２０年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４９８万４，０００円の追加を行う。主な内容は、

後期高齢者保険基盤安定負担金の確定に伴うものであるということで担当課長より説明

を受け、質疑をお受けしたところ、特に質疑等はございませんでした。 

 以上、閉会中の継続審査案件については、あらかじめ報告を受けたということで終わ

りました。 

 次に、その他についてを議題とし、質疑、ご意見等がないかお尋ねしましたが、特に

はございませんでした。 

 以上が、閉会中における当委員会の審査の主な概要であります。詳細につきましては、

会議録に整理させていただいておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  以上で、閉会中における各委員会の委員長報告が終わりました。 

 次に、日程７、報告第１号 監査結果報告についてを議題といたします。 

 巳代表監査委員の報告を求めます。 巳代表監査委員。 

○代表監査委員（ 巳忠次君） それでは、平成２０年度定期監査結果についてご報告申 

し上げます。 

 お手元の監査結果報告書のとおりでございますが、少し補足をしながら説明をしたい

と思います。 

 監査結果報告書、まず２ページでございますが、「監査の概要」。 

 監査の期間でございますが、記載のとおり、１月２８日から２月３日まで延べ５日間

監査を実施いたしました。その後、２月１０日まで、報告書の作成でありますとか、あ

るいは意見部分のまとめでありますとか、そういったものに日数を要しておりますが、
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そこでは記載を省略しております。 

 監査の実施者、それから監査の対象は、監査委員２名が全部局を対象に監査を実施い

たしました。 

 監査対象及び範囲でございますが、主として予算の執行状況、それから工事の執行状

況、財産の管理状況、こういった点について、地方自治法に定めますところの、地方自

治法の第１９９条第１項の経営に関する事業の管理と、同３項、住民の福祉の増進に努

めているかどうか、最少の経費で最大の効果を上げているかどうか、あるいは組織の合

理化に努めているかどうかについて、意をもって対象事項の当否を確かめたところでご

ざいます。 

 監査の目的、着眼点、監査手続き、記載のとおりでございます。正確性、合規性、経

済性、有効性、効率性の視点から、通常の監査手続、いわゆる証憑突合、帳簿突合、計

算突合等の、あるいは質問、説明聴取等の一般監査手続、それから必要に応じまして書

類を閲覧するとか、重要書類を閲覧するとか、あるいは現品を実査するとか、現地に赴

きまして工事の進捗状況とその管理についてどうしているか、適切に行われているかど

うかといった点について監査手続を実施いたしました。 

 監査の結果は、４ページ、上段のとおりでございます。 

 予算の執行状況につきましては、「監査の結果、監査の対象となった各課等の予算に

かかる財務に関する事務は以下のとおり適正に執行されているものと認められた。 

 また、帳票、証憑の管理も内部牽制が良好に働いており、各会計数値とも正確に記帳

されているものと認められました。 

 一般会計、各特別会計及び水道事業会計にかかる平成２０年１２月末日現在における 

歳入歳出予算の執行状況の概要は以下のとおりである」という監査結果でございます。 

 監査結果は以上のとおりでございますが、次に４ページの中段以下、予算の執行状況

について若干ご説明しておきます。 

 まず、４ページ、一般会計、収支の状況でございますが、収支の状況は記載のとおり

でございますが、後ろの方の１５ページ以下に別表がついております。１５ページ、１

６ページに一般会計の収支の状況が表に書いてありますが、歳入歳出とも記載のとおり、

やや前年より執行率は上がっております。しかし、これに関しましては、特段の問題点

はないというふうに思われます。 

 それから、歳入の状況でございますが、記載のとおり、１２月末現在で、４ページの
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下から８行目あたりに書いてありますが、町税全体で４，５９３万３，０００円の減少

になっております。これは、町税の収納状況が２６ページに別表１０というふうに出て

おりますが、目下大不況でございまして、そういったところから、当町といたしまして

は税収のウエートは低いとは思われますが、法人町民税は落ち込んできております。こ

の間からの色んな報道によりますと、ひどいところではもう税収が半分ぐらいになって

いるというようなとこもあるようでございますが、今後もさらに落ち込んでいくのでは

ないか。あるいは、法人税の予定申告で納税された税額が確定申告において還付をして

いかなければならないというのが出てくるのではないかというふうに思われます。 

 それから、町税の収納率でありますが、年々これは上昇しておりまして、一昨年が７

３．６％、昨年が７４．０％、本年度は７４．３％、若干ではありますが改善されてき

ております。この点につきましては、また後ほどお話ししたいと思います。 

 それから、５ページの上の段でございますが、使用料及び手数料収入でございます。

これらの方の収入の執行率も向上しております。特に町営住宅家賃、あるいは駐車場の

使用料の滞納が大きく改善されてきております。この辺につきましても、後ほどもう少

しお話ししたいと思います。 

 それから、５ページの真ん中、歳出の状況であります。このあたりは、ほぼ著変はご

ざいません。ただ、民生費で、前年度比相当の執行率が上がっておりますが、この辺は、

民生費あるいは衛生費あたりのところは、制度が色々変わったりしますと、色んなそう

いった変動が起きるわけでございまして、単純に比較は出来ないということで、全体と

いたしましては特段の問題点はないというふうに思われます。 

 それから、７ページへ行きまして、国民健康保険事業特別会計でございます。 

 国民健康保険制度も、後期高齢者医療制度の創設があったりいたしまして、これも単

純に前年度と比較は出来ませんが、中ごろに記載してありますように、全体の収納率は、

前年同期の５５．７％に比較し４．３ポイント減の５１．４％というふうになっており

ます。若干収納率は下がっております。 

 それから、後期高齢者医療制度が出来たんですが、前年と比較いたしますと、国民健

康保険税の収納済額は、前年が６億２，１８７万６，０００円、当年度が５億３，７８

４万２，０００円となっておりまして、そういった後期高齢者医療制度が分離されまし

た関係で、８，４０３万４，０００円保険税の収納済額は減少しております。 

 保険給付費の方は、１２月末で、前年度が１３億７，０８６万円、当年度が１３億９， 
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０７２万円ということで、差し引き１，９８６万円保険給付費は増加しております。 

 健康保険税が８，４００万の減収、保険給付費が１，９８６万の増加ということで、

上下合計１億３８９万４，０００円、健康保険税と保険給付費の関係で見ますと、さら

に収支は悪化しておると、こういうふうになります。 

 また、全体の収入も、前年度が１２月末で１７億６０７万５，０００円であったもの

が、当年度１６億２，８９５万６，０００円となっておりまして、７，７１１万９，０

００円、全体の収入が減少しております。 

 支出の方は、その中には繰上充用額が入っておりますので、それを引きますと、前年

度が１９億７，２５３万２，０００円、当年度が１９億６，４３６万３，０００円で、

差し引き８１６万９，０００円減少はしておりますが、収入の減少の７，７００万の方

が多くて、いずれも減少しておりますが、差し引き６，８９５万、差し引きでは収支は

落ちているということで、相変わらず国民健康保険事業は厳しい状態が続いている、そ

ういった状況を呈しているというふうに思われます。 

 それから、８ページの老人保健特別会計、それから後期高齢者医療特別会計、龍田財

産区特別会計は記載のとおりでございまして、特段に申し上げることはないというふう

に思われます。 

 ９ページへいきまして、公共下水道事業特別会計でございますが、これはそこに書い

てありますように、歳入の執行率が２０．４％というふうに前年度よりかなり上がって

おりますが、これは２２ページに、公共下水道事業特別会計の予算の執行状況を別表６

で挙げさせてもらっておりますが、町債の執行が１億８，３２０万円、それから国庫支

出金の収入が１億４，４２０万円というのが執行されておりますが、前年度は１２月末

現在でこれらが執行されておりません。それを除きますと執行率は３．７％ということ

になりまして、前年度と大差がないというふうになっております。 

 歳出の方は、前年度と比較いたしまして、前年度が予算現額が２１億８，４１３万９，

０００円であったものが、当年度は１９億５，０３３万ということで、２億３，３８９

万９，０００円予算総額が縮んでおります。その上になお、工事費が前年度に比較いた

しまして約１億円、支出が前年度より上回っております。そういった関係で、支出の方

の執行率が上昇しておるというふうになるかと思います。 

 先ほど予算常任委員会の方で報告があったと思いますが、加入負担金は執行率がかな

り低いんですが、これは龍田西汚水幹線の工事の工期が、何か道路の中に障害物という
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んですか、埋蔵物、何かそういうようなものがあったそうで、工期が延びております。

そんなことで、接続の時期がずれて収入済額が未達になるということで、減額補正され

たようであります。 

 ９ページ下、介護保険事業特別会計でございますが、記載のとおりでございます。た

だ、保険料収入が前年に比べまして３８８万４，０００円増収となっておりますが、歳

出の方、介護給付費の方が、前年に比べまして７，２５２万６，０００円と支出の方が

増加しております。こちらの方も、約７，０００万近く収入の伸びに比べまして給付費

の負担がふえてきておるということで、収支が悪化しておるかなというようなところで

ございます。 

 それから、収納率も、特別徴収の方はまあまあ満額入ってきておりますが、普通徴収

の方で、前年に比べますと、前年が８４．７％、当年度が８０％ということで、４．７

ポイント下落いたしております。滞納額が、繰越分が１２月現在で１，２１１万３，０

００円、それから現年度分が１２月末で１，１９４万８，０００円、合計２，４０６万

１，０００円と、じりじりとたまってきております。年度末で、２，０００万にならな

いと思いますが、かなり近くなるかもわからないかなというふうに推定されます。 

 １０ページ、水道事業会計でございます。こちらの方は、収益的収支、それから資本

的収支とも順調に推移いたしております。それから、資金収支、キャッシュフローでご

ざいますが、前年よりやや手元キャッシュが減ってきておりますが、当分資金繰りの心

配はないというふうに見込まれます。 

 それから、財産の管理状況でございますが、現地あるいは現品と台帳と照合いたしま

して、財産が実在しているかどうか、あるいは保管状況が妥当かどうか、あるいはそれ

が活用されているかどうか、そういった面について確かめましたが、監査を実施した範

囲では、特段の問題はございませんでした。 

 以上が、収支の執行状況、あるいは財産の管理状況でございますが、１２ページ以下、

「監査に添える意見」でございます。これは、監査委員としての参考意見でございまし

て、こんな点についても配慮して運営してみられたらどうかというようなことを若干申

し上げておるところでございます。特に具合悪い面があるとか、あるいは改善を要する

問題があるというようなもんではございません。参考にしていただければというような

内容でございます。 

 少し読んでみますが、１２ページの上から、「定期監査の結果はおよそ以上の通りで
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あるが、折しもアメリカの金融危機に始まった世界大恐慌の嵐が吹き荒れている。昨日

迄超優良企業と云われていた会社が軒並みに今日は大赤字見込みの決算見通し発表が連

日続けられている。このままでは近いうちに世界の企業の大半が倒産するのではと思わ

せるような様相すら見せている。 

 アメリカを覇権国とする世界経済秩序の終焉を告げる壮大なドラマの開始と断じてい

る論者もあったりする中、企業の行方や人々の生活はこの混沌とした情勢の中、果たし

てどうなるのか、安心しておられる階層は多くないであろう。 

 そうした中、当町財政運営も定期監査の段階では町税の収入減がやや見られる程度で

今のところ止まっているが、上記のような企業業績の急激な悪化は、今後徐々にボデー

ブローとなって効いてくることは間違いないであろう。その為には何よりも町行財政体

質の強化をより図る必要があるものと考えられる。以下はその方途としての意見を若干

述べておきたい」。 

 要するに、地球規模の大不況が、今、どんどん続いておる。長い間、世界中のほとん

どの国は、アメリカの大量消費に支えられて経済が維持発展してきたわけであります。

しかし、今後は、そうしたアメリカに頼っていた国々の生産力、あるいは供給力、そう

いったものが余ってまいります。それをどう吸収するか。今、その答えが見つからない

ために、世界的な不況が生じております。 

 経済成長が日本でも、昨年の第３・四半期、マイナス１２．７％という経済成長率だ

というふうなことを言っておりますが、経済成長というのは、絶えず研究開発、そうい

ったものによりまして、供給力、生産力を上げていく。それに見合った需要を創造して

いく。そういうことによって経済の規模が上がっていく。それによって国民が豊かにな

っていくということなんですが、新しいそういった需要を創造していかないと、とても

やないけど達成されない。 

 今、我が国では需要不足が生じておりまして、経済が後戻りしているところでありま

す。先ほど申しましたように、法人２税、法人事業税、法人住民税が大きく、今、減少

しておりまして、地方財政が大変だというふうに、今、言われております。こういった

ことにつきましては、三位一体の改革がうまくいってない。あるいは改革は失敗であっ

たというようなことを言っております経済学者もおります。今のところ、当町も、直接

的にそういった影響はないように見られますが、いずれ法人住民税の減収、あるいは大

量の失業者、あるいは休業、事業の廃止、そういったものが効いてきまして、税収が伸
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びない、あるいは減少していく、そういったことが出てくるのではないかというような

ところで、「ボデーブローとなって効いてくるのでは」というふうに申し上げていると

ころでございます。 

 それから、１２ページ、１番といたしまして、人事政策と事務管理ということを書か

してもらっておるんですが、「民間事業会社の企業体質強化はバブル崩壊後、特に顕著

となり、大小企業規模を問わず競うようにして行われてきた。体質強化とは好不況に耐

え切れる企業体質を作り上げることであり、具体的には固定費の可能な限りの削減とそ

れに伴う業務の外作化や派遣社員、期間工採用等の固定費の可能な限りの変動費化であ

った。その反動として昨今、盛んに派遣社員、臨時社員の失業問題が取り上げられてい

るところである」。 

 規制緩和が行われましたから、企業のそういった派遣社員の受け入れ、あるいは期間

工の受け入れというのが、非常にふえてきまして、今、不況になりまして、それらをど

んどんどんどん切っていっておるということで、大問題になっております。行政団体が

そういった臨時職員中心に運営する、あるいは派遣を受け入れるというようなことは問

題がありまして、簡単には出来ないわけでありますが、しかし、そういった体質の強化

ということからしますと、固定費を減らしていく、要る費用だけの人で賄っていくとい

うことが、特に基本的には必要であろうというふうに考えられます。 

 当町の職員も、減らしてきておられます。そこに書いてあるのを読んでみますと、

「町職員数の最近３年間における推移は、平成１８年度２２０人、平成１９年度２０９

人、平成２０年度２０５人と下降線を辿っている。 

 職員の年齢別構成を見ると、今後数年間の定年退職者は毎年２～３名程度で、新規の

定期採用が若干続くとすれば、中途退職者が出ない限り、総職員数に大きな変化は見込

まれない。しかし、その後は、少ない年で４名、多い年は１２名の定年に達する職員が

在職している。人事構成上、新規採用の中断はないにしても、総人員はなだらかな減少

が続くものと推定される。 

 仮に事務事業の量に将来とも変動がないとすれば、このままの成り行きでは職員１人

当たりの事務量は相対的に増加し、残業や休日勤務、或いは自宅持ち帰りでもしなけれ

ばこなせない理屈となる。 

 現在でも一般事務職の臨時職員は少なからず従事しているが、官庁が更に大勢の臨時

職員に頼ることは問題があり、長期的には避けなければならないであろう」。 
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 要するに、人員が減っていきますよと、そうすると仕事の量がふえていきます、１人

頭の量がふえていきます、それをどう考えるかというようなことをちょっと問いかけさ

せてもらっております。 

 その続きでございますが、「さすれば如何なる対処方法となるか、常識的に考えられ

るのは、現業部門の民間委託、定年職員の再雇用、事務遂行手法の見直し、過剰住民サ

ービスの抑制等となるが、中でも見落とされがちなのは、伝統的事務の簡素合理化では

ないか。例えば分厚い書類綴と決裁印の数の多い文書が往々に見受けられるが、これら

の回付や綴込みにかかる時間を積み上げてゆけば相当の事務コストになると思われる。

又、我々住民側にも町職員に足を運ばせる、書類の記入や作成に時間をかけさせるとい

った間接コストを生じさせない気風を醸成してゆくことも必要で、そうした住民協力を

絶えず呼びかけてゆく努力を続けていくべきであろう。 

 事務の効率化、業務のスリム化に向けてはまだその他の面もあると考えられるが、今

後は人件費以外の一般管理費も併せて固定費圧縮対策を検討してゆかなければなるま

い」。 

 本来、その事務作業分析でありますが、本当に無駄な仕事がないかどうかということ

を調べようと思うと、ストップウォッチを持って一人ひとりの作業分析をしていかない

とそれは出てこないわけですが、なかなかそんなことは出来ない。考え方として、必要

最小限の範囲で、なるだけ手数のかからない仕事のやり方、そういったものを全職員が

絶えず工夫して研究していく、そういった気風を醸成していくべき、あるいは努力目標

として持つべきであろうというようなことを申し上げておるわけでございます。要する

に、無駄な業務をなるだけ減らしていくというようなことに気を配るべきであろうとい

うことでございます。 

 それから、１３ページ、真ん中から下でございますが、ちょっと読んでみます。「広

域７ケ町では、現在一部事務組合形態で４団体の運営が行われている。これら団体の具

体的運営管理は所在地の町が専ら関与しているようであるが、中には人事の硬直化、高

コスト体質ではと思わせるようなものも見受けられたりする。長年の積み重ねで今の形

が出来上がっており、今直ちに改革に手を付けなければならないということでなく、今

後将来を見据えた運営の方法を一度立ち止まって検討してみることが必要かと思われる。 

 設備状況、業務内容、技術者レベル、人員等について創設当初と現在を比べてみて又、

今日の地方財政の置かれている状況も勘案して設置目的の機能が現在も果たせているか
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どうか、場合によっては改廃迄を視野に入れて取組むべきではないかと感じられる。 

 又、財政援助団体についても以前から少し触れてはきたが、援助資金は形式的には目

的通りに執行されており何ら問題はないが、長い間、慣例的に援助が続けられた結果、

時代の流れに則した活動が行われているとは云えず、業務はマンネリ化し、財政的な余

裕もなく、先行きが懸念されるにもかかわらず、危機感の欠乏した運営を平然と続けて

いるといった面が見られる。早急に適格なリーダーの育成をはかり強力な改革を目指さ

なければ、財政援助の有効性は薄いものと云わざるを得ない」。 

 これなんですが、４つ事務組合でやっておられる事業があるんですが、もちろん必要

なものばかりでやっておられるんですが、実際の具体的な運営は、その置かれている町

が運営しておられまして、直接各町が管理はしてない、間接的にかかわっておられるだ

けということなのですが、業務内容の検討をしているのかどうかというようなことでご

ざいますが、もちろんしておられるんですが、例えば西和衛生試験センターというのが

あるんですが、平成２０年度予算を見ますと、歳出予算が９，７３１万３，０００円、

そのうち備品の購入費が特別に当年度は上がっております、１，３５０万。それをのけ

ますと、８，３８１万３，０００円がそれ以外の予算でありまして、うち人件費が６，

４５４万３，０００円。８人で６，４５０万３，０００円。実に予算の７７％を占めて

おる。１人当たりの人件費が、年間８０６万８，０００円ということになっております。 

 財政が赤字になるというのは、どんな原因でなるか。３つほどありまして、財政赤字

の原因と言われているのは、１つは公共目的による。これは、要するに国保会計のよう

に、どないしても公共的な事業で赤字になりやすいといったもの。 

 それから、公務員人事制度に由来する過剰コスト。公務員は、そのままずっと採用さ

れますと、定年までそのままずっと勤続しておられる。そうすると、自動的に人件費は

上がっていく。例えば、前に申し上げたように、当町でも幼稚園の教諭の平均年齢なん

か相当高齢化しておりまして、だから非常にそれが幼稚園の教育費の高コストをつくっ

ておる。そういったような同じような問題でございまして、要するに公務員制度、公務

員の人事制度によってそういった過剰なコストが出てくるといった問題。それが一つの

財政赤字の原因。 

 あるいは、その他として、運営上の非効率がある。こういったものが赤字の原因だ、

地方財政の赤字の原因だというて言われております。 

 それはそれとしまして、例えばここの場合、今、言ったように、予算の実に７７％を
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人件費で占める。すべてが技術専門職の、１人だけ違ういうたんかな、ほとんどが、全

員が技術専門職、職人さんの集団だと。そういった職人でなかったら出来ない事業なの

かどうか。普通、組織の構成というのは、リーダーがおって管理職がおって管理者がお

って作業員がおるという、そういったピラミッド型になって運営していくわけなんです

が、専門職ばかりで、要するに臨時職だとか一般職だとかそういった者では出来ないも

のなのかどうか。 

 やっておられる仕事は、７カ町の水道水の検査、それから河川の汚濁の検査、それか

ら煤煙の検査、これがメインだそうでありまして、民間の仕事はやっておられますが、

余り大したことない。そうすると、こういった水道の水を検査するとかそういったもの

は、ここ以外に外部に、民間にそういった委託する機関、あるいは外部の研究機関はな

いのかどうか。あるいは、もっと外部から受託して検査する業務を受けられないのかど

うか。そういったことを、検討しておられるだろうと思うんですが、果たしてどうなん

だろうか。 

 今後、その人件費もさらに、平均年齢がたしか４８．何歳だというふうに出ておりま

したが、当町でももちろんそうですが、退職金の負担、高齢化しておりますから、退職

手当組合の負担も当然ふえます。特別負担金が出てくるかもわからない。そうすると、

相当のコストがかかるということに、さらにコストが上がっていくということが考えら

れる。 

 そういった点で、そこに書いているように、存廃まで含めて、将来の方向はこれでい

いのかどうかは、検討なさらなくてもいいのかどうかということでございます。 

 あと、財政援助団体につきましては、後ほどまた少し申し上げたいと思います。 

 それから、その他でございますが、「毎年の如く言及している点でもあるが、様々な

事務事業については曖昧であってはならず、基本に忠実に秩序的に執行してゆくべきで

あろう。 

 そうした面から、土地開発公社が保有する処分予定の土地については外部への売却を

急ぐべきであろう。 

 土地開発公社の根拠となっている「公有地の拡大の推進に関する法律」は土地神話の

続いた時代の産物であり、地価下落と財政の窮乏化の進む今日には妥当しないとも思え

る。 

 保有が長ければその分ヒモ付きの借入金利子がかさみ、特に金融機関は最近土地開発
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公社に融資しない姿勢を強く打ち出しており、自然と利子率も高くなると考えられ、資 

金化を急ぎ他の有効性の高い事業に資金を振り向けるべきではないかと思料される」。 

 公社はそういった趣旨で、公有地の拡大の推進に関する法律というのが根拠になって

おりまして、必要な土地を先行買いしていく。そういった予算は、年々余り大きく変動

させられない。そうすると、買える時に買っておくということで、それをまた町がいず

れ買い上げるというようなことで持っておられる。そういった目的でつくった団体だと

思う。 

 基本的に、保有期間は短い。保有期間を、そんなに長期に持つということは、もとも

と想定しておらなかった。しかし、今、当町で持っておられる土地は、ほとんど長期保

有になってしまっておる。当初は、当然必要な土地ということで買われたわけなんです

が、途中でまた不要になってしまう土地も出てくる。こういった要らなくなった土地は

処分する。公社で直接処分すると、その売却損が出てくる。赤字が表面に出てくる。で

も、町が買い上げると、ものすごい高い土地になっておっても、そんなものどこにも出

てこないというようなことになります。公社というのは、そういったような、隠れてし

まうような運営になる。結果的に会計的にはなるということですね、高い土地を町が買

わなければならないという。 

 いずれにしても、早急に不要な土地は処分して資金化していくべき。損が出ても出な

くても、どこかで損を出さなければいけないということは、決まりきったことでありま

す。処分すべきではないかということでございます。 

 それから、最後、「町税の滞納整理は昨年に続き本年度もかなり進んでいる。その結

果年度末には不納欠損処理も当然或る程度見込まれ、全体の滞納件数及び金額は比較的

急ピッチで減少が予想される。 

 又、町営住宅家賃も歳入の使用料・手数料収入で説明した通り滞納額は大幅な減りよ

うである。 

 このように、法令、条例や規則に従った基本に忠実な運営は他の滞納者にも波及効果

をもたらし、管理対象件数を下方に押し下げ、事務コストも低下するといった副産物も

生まれてくる。 

 遅きに失したと云えないこともないが、他にも水道料金の徴収に多大な目に見えない

間接コストを要していたり、逆に滞納が止まない未収国保税についても同様にとは簡単

に済まないであろうが、参考にすべきであろう」。 
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 滞納整理かなり厳しくおやりになっておるようでございまして、収納率が年々上がっ

てきております。また、そういう個別に対処することによりまして、早く不納欠損処理

に、駄目なものは不納欠損処理に持っていける。そういった結果、管理の対象としなけ

ればならない滞納件数が減っていく。そうすると、全体としてそういった管理コストは 

下がってくる。そういったことで、よい方へ回転している。そういうことではないか。 

 そこに書いてありますように、水道料なんかは、毎月必ず期日に振り込まない利用者

が相当ありまして、１００何十件という未収が発生する。それを管理職の方が、２人、

３人と寄って、それを個別に追いかけてつぶしていく。払ってください、払ってくださ

いと言って、そうでなかったらあなたとこ給水停止しますよというようなことを片一方

で牽制しながら追いかけていって、それでやっと何ぼか払える人は払ってもらう。どこ

にも出てきません、そうしたコストはね。そういったことも片一方では起きておる。ち

ょっとにはいかんだろうと思うんですがね。やはり、何かそういったようなコストを、

回収コストをもうちょっと減らしていくということを、こういったことから、どうした

らいいのかということを参考にしていただいて、公表していただいて、一歩でも二歩で

も前進していってもらえればというようなことでございます。 

 町の方の定期監査報告は以上でございます。 

 引き続きまして、財政援助団体等監査結果報告でございますが、これもお手元に「財

政援助団体等監査結果報告書」をお持ちだろうと思いますが、２ページを開けてもらい

ますと、「監査の概要」を書いております。 

 １月１６日の日に、監査委員２名、それから監査委員事務局１名、合計３名で商工会

へ往査いたしまして、監査手続を実施いたしました。主として、質問、あるいは説明を

受ける、あるいは一部書類を閲覧するというような手続で監査を実施いたしました。 

 監査の結果は、２ページの監査の結果等のところでございまして、ずっと何項目かに

分けて書いておりますが、３ページの上の２番のところでございます。「斑鳩町商工会

の上記補助金に係る出納その他事務は、監査の実施した範囲において概ね適正に処理さ

れているものと認められた。」ということでございます。 

 それから、斑鳩町商工会の運営状況、こういったところは、記載のとおりでございま

す。後ろに表もついております。見ていただければわかるところでございます。 

 ５ページの真ん中、５番のところでございます。ここからが少し意見の部分でござい

ますが、検討または改善を求めたい事項。「前回、監査において指摘した特別会計及び
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別途会計の改廃と低廉料金の記帳代行業務中心の運営の見直しについて検討が行われた

とは認められない。 

 次に、前記のとおり資金繰りには窮しているにもかかわらず、収支均衡予算が組まれ

ておらず、予算管理が行われているとは云い難い。 

 少し具体的になるが、会計規程で予算補正手続が厳格に規定されているにもかかわら

ず、毎年度の総代会の予算案承認に際し、用語に根拠のない更正予算の編成と次年度総

代会でのこれが追認手続を付記し、会計規程上の予算管理規定を実質的に死文化させて

しまっている。 

 多額の引当預金の取崩し原因もその辺に存在していると看るべきで改善を要しよう」。 

 要するに、前の時に、何か意味のない特別会計と別途会計がいっぱいありますねと、

こんなもん別途会計や特別会計にする必要ありませんと申し上げたんですが、依然とし

て何の考えもなしにそのまま続けておられる。この点については、監査終了後、会長さ

んの方から、これは直しますということで、文書による回答をいただいております。 

 それから、低廉料金の記帳代行業務中心の運営ですが、これが中心になってしまって

いる。本来、町内商工業者の発展というんですか、あるいはその交流、要するにそうい

った商工業者の本質的なためになることをしていくべきであるにもかかわらず、記帳代

行に終始しておる。あるいは、社会保険などの代行業務に終始しておる。記帳代行とい

うのは、零細な企業者が多いですから、会員への取っかかりということでは、それは十

分な意味があって、それから会員がふえていくとか、あるいは会員のつながりが出来る、

そういった意味はあるんで、それが事業の柱であるかのような固定概念で運営しておら

れるんじゃないか、それはちょっと逆ではないかというような意味でございます。 

 それから、資金繰りは、そこに「資金難にもかかわらず」と書いておりますが、８ペ

ージの別表２を見てもらいますと、平成１５年度から１９年度まで、収入と支出、実質

的な収入と支出、予算の中には、町の予算と一緒でありまして、預金の取り崩しも全部

収入に入れております。それをのけるとどうなるかということなんですが、全収入の中

から、その目的はないんですが、引当預金ということで、色んな引き当て、そこの特定

事業引当預金だとか資産維持管理引当預金だとか退任功労積立引当預金だとか、こんな

もんどこにも要る必要がないのに色んな引当預金がありますが、そういったものから、

前にためた預金を毎年取り崩して収入に入れておる。それをのけますと、実質的収支は

毎年マイナスである。預金を取り崩して、過去の蓄積で運営しておるということであり
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まして、５年間でトータル１，７０７万９，９９０円の預金というか、マイナスで走っ

ておる。それを、余り不思議ともどうかしようというようなことも全く感じられないと

いうことでありまして、年平均したら３４０万円預金を取り崩しておられる。 

 あと現在何ぼ残っておるかというと、１９年度末現在では、９ページの貸借対照表の

１９年度のとこを見てもらいますと、手元の現金預金が５９万１，０３３円、それから

積立引当預金が８４９万７，９８５円、合わせて９０８万９，０００円ほどであります

が、３４０万毎年取り崩していきますと、あと２．７年で全部しまいになってしまうと

いうことで、もたないようになるんではないかというようなことであります。本年度の

予算も、１００万円当初予算で預金の取り崩しを組んでおられます。 

 企業会計、要するに営利事業の会計は、なるだけ収益を上げて費用を抑えていく、よ

うけ利益を上げていく、剰余金をつくっていく、そういったことが目的でありますが、

こういった非営利の会計、消費会計というのは、出るものが、支出がまず決まって、そ

の支出を埋めるのに、どうした収入からその支出を埋めるか。財政は、要る経費があっ

て、それを埋めるのにどういった税制を組んでいって、その歳入をつじつまを合わせる

か。支出があって初めて歳入を考える。支出があって収入を考える。非営利会計という

のは、すべてそんなもんです。 

 だから、収入が足りないなら、その分は会員の会費を上げるなり、あるいは町に、あ

るいは県に補助金の増額を求めるなりしていくべきであって、そういった配慮を全然し

ないで預金の取り崩しに頼っていく。しまいになったらどうなるんやということを考え

ておられるようなふうには見えない。考える人がおらないということでしょうね。 

 よく中身を見ますと、なぜそないに支出がふえるんだろう。要するに、これも先ほど

と同じでありまして、人件費の高どまりではないかと。この方も、平均年齢５１．５歳。

これも、今、急にわかったことではありません。こんなこと、もうとうの５年も１０年

も前からわかっていることですね。このまま行ったらいずれどうなるか。そういったこ 

とを誰も考えてこなかったのかな、これは前にもそういったことは申し上げました。 

 だから、それからいうと、本来、緊縮予算で厳格な運用の予算であるべきにもかかわ

らず、今、申し上げましたんですが、予算が足りない。予算というのは、本当に言えば

予算になってないですね。なぜかというと、毎年総代会で次年度の予算を承認なさる。

その後ろのところに注と書いてあって、「本予算の執行において、更正または補正の必

要が生じた場合、その承認事項を、理事会を経て総代会において事後承認を得るものと
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する」。要するに、理事会でどんどん出していってよろしい、それで結果は、翌年度の

総代会でそれを追認しますと、こういうふうに必ず毎年の予算で、総代会で承認を受け

ている。 

 だから、それで当然、全員の承認を受けているからそれでいいということになるんで

しょうけど、しかし実際に商工会の規定を見ますと、会計規程のところに、第９条に、

そういった予算の補正の項目がありまして、小分類間の予算の流用、それでも足りない

時は予備費の流用、こういった規定があります。それから、それでなお足りない、超え

る場合は、補正予算を総代会で承認してもらってから出しなさいというふうに会計規程

ではなっておる。しかし、実際には補正予算でなしに、更正と言っております。更正と

いうのは、どこに根拠がありますかと。特に、あるんかわかりませんけど出てこない。

普通は補正というものを更正という言葉を使われて、毎年だから当初予算と更正予算が

あって、更正予算の範囲で出しておられて、超過支出ないと、こういったやり方をして

おられるんですが、予算管理が出来ているとは言えない。 

 特に平成１８年度なんか見てみますと、予算に対しまして収入予算は８０万円不足し

ていた。それから、支出は色んな科目で不足が出てきまして、理事会で、だから、今、

言うように更正をして、最終的に引当金の取り崩しを当初より１４３万円ふやして、当

初引当金の取り崩しが３７０万という予算を組んでおられたのが、結局最終的には５１

３万の預金の取り崩しを組んで決算をなさっている。予算管理が全くないと、使い放題

的な感じがしないでもない。 

 この方も、平成１９年度の決算で見ますと、全体の支出の６６％が人件費であります。

２，９９６万２，０００円。平成２０年度予算ではそれが、全体の予算が、支出予算４，

３８４万のうち、人件費が３，０４１万、実に６９％が人件費にかかっている。パート

タイマーがお一人おられまして、全員で５人。一人頭になると、年間６０８万２，００

０円の人件費。パートさんの人を除けますと、残りの４人の方の平均年間人件費は７１

４万３，０００円というふうになっております。 

 悪い言い方をしますと、本質的な業務をやらない。そういうありきたりの業務をやっ

てお茶を濁してずっと続けていくということは、まるで事務局職員の生活のためにこの

団体があって補助金を出しているのかなというような見方も出来ないわけでもないとい

うこと。その辺を、前の時も、どうでしょうかとお聞きしたんですが、本来それが足り

ないなら、それだけの事務員置いてしておられるの誰のためかというたら、会員のため
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なんですから、会費をもっと増額してそれを埋めるべきではないかと。それが嫌なら、

こんな団体はやめるというか、もっと考えるべき、そういったもんだろうと思うんです

ね。その辺は、きつい言い方ですが、厳しく言えばそんなふうな考え方。 

 それから、支出内容ですが、今言う人件費がほとんど。それから、それ以外に、その

他の管理費ですね、固定費。固定費がほとんどでありまして、コントロールする費用が

ないんです。そういった科目ほとんどない。たった一つあるのは、イベント費という項

目がありまして、これは平成１９年度は５１８万２，０００円お使いになっている。こ

れは、６０周年記念か何かあったんかな。その中で、商工祭り費が４８５万円。それが、

平成２０年度では３８０万。若干下がっておる、１００万下がっておりますが、３８０

万。この辺がたった一つの、コントロール出来るとしたら、縮めたり出来る予算であり

ます。 

 こういったイベントをしないと活性化しないということはよくわかります。町内の士

気を盛り上げるためには、それは効果はあるんだろうと思いますが、垂れ流しの資金流

出の台所事情からしますと、そんでいいのかなというような見方もまた一方ではあるか

もわかりません。そういったようなことをちょっと申し上げとるわけであります。 

 最後、５ページ、むすびのところであります。 

 「最近まで続いたいざなぎ越え好景気にもかかわらず、地方中小零細企業を取り巻く

環境はますます厳しく、町内商工業者の衰退傾向も歯止めはかかっていない状況にある。 

 そうした中、商工会には何を求められているのか、商工会自身、町とともに考えよう

としている風には見えてこない。 

 あえて云えば、自主的、主体的運営は何処にも見出せず、県、商工会連合会（県連）、

及び町これら三者の狭間で揺れ動いている状況の様に看られ、全くの他人任せ、成り行

き任せと云っても過言ではなかろう。 

 商工会自身も町も置かれている状態は理解しながらも結局はリーダー不在で会員への

問題提起意識に乏しく、運営は全て従来の延長線上でしか考えていないようである。 

 県連の権限強化面もあり、ますます他人的依存型運営が進む兆しも見られるが、むし

ろ県連や町へ積極的に問いかけ、運営の合理化に向かう姿勢こそが今求められているの

ではないだろうか。 

 資金の枯渇化、職員の高齢化が待ったなしとなっている。手をこまねいている時では

ないとの認識を関係者全てが共有すべきであろう。」ということなんですが、要するに
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リーダーがおられない。実際、職員が全部やっておるんですが、先ほど言ったように、

職員の立場からいうと、長年のとおりやっている。全員高齢化してます。定年までその

ままおれば、自分は一番安全だ。そう思っておられるかどうか知りませんよ。そういう

心理が働くかもしれません。そうすると、リーダーなしで、変革していかない方が、職

員サイドにしたら楽になってくるということになる。 

 だから、主体的にこういったものを考えるリーダーがおられないから、結局そうなる

わけであって、会長というのはおられます。実際には、そないに総会なんかで問題点を

出して色々検討なさったというのは、議事録やそういった面を見る限り全く出てきませ

ん。だから、ほとんどこれは、具体的なというか、何かちょっとこないしよう、今度あ

ないしよう、今度こう変わったというようなことは、県連の指導でなさっているようで

あります。だから、自主性というのがどこにもない。だから、長年の単に慣行でしてお

られるだけということではないかと。それでいいのか。甚だ疑問ではないかというよう

なことでございます。 

 以上でございます。少し長くなりましたが、以上で監査結果報告とさせていただきま

す。どうも清聴ありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  これをもって報告第１号 監査結果報告についてを終わります。 

 巳、中西両監査委員には、連日にわたり綿密な監査を執行いただき、本日また詳細

な報告をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 なお、 巳代表監査委員には、監査結果報告終了後、退席を申し出られておりますの

で、これを許可することにいたします。 

 暫時休憩いたします。 

         （午前１１時４２分 休憩） 

 

           （午前１１時４３分 再開） 

○議長（中川靖広君）  再開いたします。 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

         （午前１１時４３分 休憩） 

 

           （午後 １時００分 再開） 

○議長（中川靖広君）  再開いたします。 
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 これより、平成２１年度施政方針の説明を求めます。小城町長。 

○町長（小城利重君） 平成２１年第１回斑鳩町議会定例会の開会に臨み、町政運営にあ 

たる所信の一端を申し上げ、住民の皆さま並びに議員の皆さまのご理解とご協力を賜り

たいと存じます。 

 本日、議員皆さまのご出席を賜り、平成２１年度予算をはじめとする重要案件につい

てご審議をいただくことができますことに、深い感慨と責務の重大さを痛感いたしてお

ります。 

 米ソ冷戦終結のさきがけとなった１９８９年の「ベルリンの壁」崩壊から今年で２０

年を迎えます。笑顔の若者たちがハンマーで「壁」を壊す光景は、誰もが東西冷戦と分

断の世紀に幕を引き、平和な世界が取り戻せると感じた、本当に幸せな瞬間でありまし

た。 

 しかしながら、米ソ冷戦の終結は「地域紛争」という新たな対立構造の序幕に過ぎず、

１９９１年の「湾岸戦争」、２００１年の「同時多発テロ」、そして今も世界各地では

戦闘が続いており、人々の平和への願いを無視するかのように、世界は依然として「緊

張の時代」にあります。 

 また、私たちの暮らしを支える経済も今、厳しい局面に立たされています。サブプラ

イムローン問題に端を発した未曾有の金融危機は、大きな津波となってまたたく間に世

界に広がり、世界同時不況、急激な円高、株安により、日本経済もその直撃を受けまし

た。経済の悪化は予想をはるかに超えるものとなり、特に雇用情勢は、大量の非正規労

働者の契約打ち切りや派遣社員の雇い止め、正規社員のリストラ、新卒者の内定取消し

など、深刻な事態を招いており、しかも、その勢いは増しています。 

 さらには、私たちの日常生活においても、地球温暖化などによる異常気象や大規模地

震の発生に加え、人心を不安に陥れる事件などが起こり、混迷の度を深めています。 

 毎年３万人を超える自殺者や、平気で人を殺す凶悪事件が後を絶たず、一度殺してみ

たかったというだけで子が親を殺す「親殺し」、ただうっとうしいというだけで、産ん

だ子どもをすぐに殺す「子殺し」など、常識では考えられない憂慮すべき出来事が続い

ています。 

 「私たちの生活や仕事は大丈夫だろうか？」、「私たちに将来はあるのだろうか？」、

「日本はいったいどこへ進もうとしているのだろうか？」こんな悲しい言葉がささやか

れるほど、先が見えない「緊張と混迷」のなかにあって、人々は、日々の生活や出産、
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育児、健康、老後など、現在と将来に不安を抱きながら、暮らしておられます。 

 こうした状況だからこそ、私は、住民の最も身近な行政を預かる者として、住民の皆

さまの声に耳を傾けながら、住民の暮らしを守り、地域の元気につながる取組みを速や

かにしっかりと進めていかなければならないと考えております。 

 新年度は、私が住民の皆さまから町政の舵取りを託されてから、６期目の仕上げの年

になります。 

 私は、昭和６０年１１月の町長就任以来、今日まで「ふるさと斑鳩のために、今、何

をすべきか」という思いを心に刻み、「住民の幸せに全霊を注ぐ」という信念のもと、

全力で町政運営を行ってまいりました。 

 この間、幾多の困難はございましたが、公共下水道やＪＲ法隆寺駅周辺整備、いかる

がパークウェイなどの都市基盤整備が着実に進展するとともに、いかるがホールや火葬

場の建設、さらには、史跡藤ノ木古墳整備や（仮称）斑鳩町文化財活用センター建設へ

の着手など、斑鳩が持つ特性を生かした個性的で潤いのある、魅力あふれるまちづくり

を進めることができました。 

 また、来るべき高齢化率３０％を超える少子高齢社会に備えたまちづくりに向けて、

生涯福祉の充実では、介護保険サービスの定着、地域の支えあいによる地域福祉の推進

をはじめ、乳幼児保育、長時間保育、一時保育等の保育サービスの充実に取り組むとと

もに、健康づくりの推進として、「健康いかるが２１」の策定、各種検診や高齢者イン

フルエンザ予防接種の無料実施、乳幼児・高齢者・障害者等への福祉医療制度の拡充、

子どもを安心して産み育てる施策の充実、さらには、これら施策の拠点となる「生き生

きプラザ斑鳩」の建設などを進めてまいりました。 

 このように、将来の斑鳩の礎となる骨格や拠点づくりができたと考えておりますが、

これは、ひとえに住民の皆さま、町議会の皆さまをはじめ、多くの方々からの温かいお

力添えがあったからこそであり、この場をお借りいたしまして、深く感謝を申し上げま

す。 

 平成２１年度予算の編成にあたりましては、将来に向けてその歩みを止めることなく、

住民の皆さまの暮らしを守り、「ふるさと斑鳩」を未来へ引き継いでいくため、限りあ

る財源を重点的、効率的に配分いたしました。 

 「誰もが住んでよかった、住みたくなるまち」としていくために、出産・子育ての支

援として、母子保健計画を策定し、その施策として「妊婦一般健康診査」の公費負担の
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５回から１５回への拡充、助産師の指導を取り入れた「新生児訪問」や「妊産婦相談・

指導」など出産・子育ての支援の充実、子どもの医療費助成の拡充、学童保育室の増設

などの子育て対策に力を入れました。 

 また、住民の皆さまの健康と暮らしを守るため、「脳ドック健診助成金」や「人間ド

ック受診費用助成金」の増額、資金繰り等の悪化が懸念される町内商工業者に対する

「商工業者債務保証料補給」の増額などに努めております。 

 また、小学１年生における少人数学級実施のための講師配置や学校校舎の耐震補強、

平成２３年度から順次実施される新学習指導要領への対応など、斑鳩の未来を担う子ど

もたちの教育の充実にも取り組んでまいります。 

 さらには、ごみ収集車などにおけるバイオディーゼル燃料の使用やその活用の研究、

生ごみの堆肥化処理をめざす取組み、「いかるがの里クリーンキャンペーン」の充実な

ど、環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを進めるとともに、公共下水道事業の着実

な推進をはじめ、本町の重点課題であるＪＲ法隆寺駅周辺整備や（仮称）斑鳩町文化財

活用センターの建設などの推進を図ってまいります。 

 平成２１年度予算案は、一般会計で総額６９億６，０００万円を計上しております。

前年度と比較して、７億８，０００万円、１０．１％の減額となっております。 

 また、一般会計、特別会計及び企業会計の８会計をあわせた総予算額は、１４０億７，

６１７万円となっており、前年度と比較して、１５億８，６１９万３千円、１０．１％

の減額となっております。 

 私に課せられた使命は、少子高齢、人口減少、社会経済活動等、時代が今、その流れ

を大きく変えようとしていることを認識した上で、その現実から目を逸らすことなく、 

真正面から受け止め、現在と将来に責任を持つ町政を推し進めていくことにあります。 

 そうしたことから、私は、「現在と将来に責任を持つ行政」を基本に据え、 

 １として、「いきいきと学びあえる教育環境の充実」 

 ２として、「誰もが健康で、温もりとやさしさを実感できる福祉の充実」 

 ３として、「快適で潤いを実感できる都市基盤の整備」 

 ４として、「環境にやさしく、やすらぎを実感できる生活環境の向上」 

 ５として、「豊かな歴史的・文化的資源を生かした斑鳩らしさの創造」 

 ６として、「多様化する住民ニーズに的確に対応するため、行財政運営の効率化と健

全化」を、引き続き重点施策として掲げ、住民の皆さまとともに「夢と希望」にあふれ
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た「人にやさしいまち・斑鳩」を実現してまいります。 

 以下、第３次斑鳩町総合計画の基本施策の柱に沿って、平成２１年度の主要な施策に

ついて申し上げます。 

 第１の柱は、「ともに生き心ふれあうまちづくり」であります。 

 第１は、「コミュニティづくり」であります。 

 安全・安心がキーワードとなっている昨今、地域とのつながりやコミュニティが持つ

役割はますます重要となり、その連携の強化が大きな課題となっています。人とひとと

の「絆」を育む活発なコミュニティ活動は、地域社会に潤いをもたらすだけにとどまら

ず、地域の安全安心においても重要な役割を担います。 

 そうしたことから、引き続き、自治会組織をはじめ、老人クラブ、子ども会、環境保

全推進委員、自衛消防団などさまざまなコミュニティに関わる組織を支援し、地域住民

の連帯感を高め、コミュニティの活性化を図ってまいります。 

 第２は、「人権・平和」であります。 

 人権の尊重が平和の基盤であることを全世界に訴えた「世界人権宣言」が１９４８年

１２月１０日に国連で採択され、６０年余りの年月が経過しました。 

 この宣言が契機となって、国際社会で人権尊重の気運が高まりましたが、今なお、国

際社会ではテロや地域紛争が続き、国内においても、人の命を奪う痛ましい事件、陰湿

ないじめやインターネットでの差別書き込みなど、大切な「命」と「人権」を侵害する

出来事が起こっています。 

 「かけがえのない命」や「思いやりの心」を大切にできる社会の実現のために、より

一層の人権意識の高揚・啓発に努めるとともに、特に子どもたちには命の大切さを訴え

てまいります。 

 第３は、「男女共同参画社会の推進」であります。 

 男女共同参画社会の推進につきましては、斑鳩町男女共同参画推進条例を基本理念と

し、平成１８年に策定した第２次斑鳩町男女共同参画推進計画「女と男が輝く未来計

画」を基に総合的な施策の展開を図っています。 

 男女が互いに敬愛し、その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、

その個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、男女双方の意識改革や

男女共同参画に関する教育及び学習の機会づくりに努めてまいります。 

 第４は、「情報化社会への対応」であります。 
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 国が平成１８年１月に策定した「ＩＴ新改革戦略」では、今後「世界におけるＩＴ革

命のフロントランナーになる」という目標が掲げられています。これを受け、総務省で

は、平成１９年３月に「新電子自治体推進指針」を策定し、行政手続きのオンライン化

等、電子行政の実現に向けて、その推進を後押ししています。 

 本町におきましては、県と県内市町村で構成する「奈良県電子自治体推進協議会」に

よる電子申請サービス、共同調達などの取組みを進めるとともに、地方税のさまざまな

手続きを、インターネットを利用して電子的に行う「地方税ポータルシステム（エルタ

ックス）」の構築に取り組んでまいります。 

 第２の柱は、「すこやかにともに生きる福祉のまちづくり」であります。 

 第１は、「生涯福祉の充実」であります。 

 はじめに、「地域福祉」についてでありますが、年齢の違いやハンディキャップの有

無にかかわらず、誰もが生涯を通じて安心して暮らすことは、すべての住民の願いであ

ります。これをまちづくりの基本としつつ、少子・高齢化などの社会経済環境の変化を

踏まえ、福祉、保健、医療、社会保障などの施策を通じて、引き続き健康で生きがいを

持って、安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

 総合保健福祉会館「生き生きプラザ斑鳩」につきましては、子どもからお年寄り、ハ

ンディキャップを持つ人などすべての人々が、家庭や地域で安心して暮らせる地域福祉

の拠点として、昨年９月にオープンいたしました。 

 本施設は、住民の皆さまが安心して子育てができ、自分の健康を見直したり、心も体

もリラックスしたり、さらには、保健や福祉について学んでいただける多様な機能を備

えた施設で、多くの皆さまにご利用いただいております。 

 今後におきましても、愛称のとおり生き生きと、世代を越えて多くの皆さまにご利用

いただける施設として、その機能を充分に発揮させてまいります。 

 また、福祉のまちづくりの推進として、すべての人が住み慣れた地域や家庭のなかで、

ふれあい、支えあいながら生活できるよう、「支えあいの心」を大切にする地域づくり

の推進に努めるとともに、地域福祉活動の核である社会福祉協議会の活動を引き続き支

援してまいります。 

 新年度では、地震等の災害時に備え、お年寄りやハンディキャップを持つ人など援護

の必要な人の実態調査を行ってまいり、その要支援者情報を自治会をはじめ防災関係機 

関などで共有するなど、災害時における避難支援体制の整備に取り組んでまいります。 
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 次に、「高齢者福祉」についてであります。新年度は、「第４期斑鳩町介護保険事業

計画・高齢者福祉計画」の実行の初年度となります。この計画を基にお年寄りが自立し、

充実した生活がおくれるまちづくりをめざし、施策の展開を図ってまいります。 

 本町におきましても高齢化率は年々高くなってきており、６５歳以上の高齢者の人口

比率は、平成２０年１２月末現在で２２．９％となっております。国立社会保障・人口

問題研究所の将来推計では、２０１５年（平成２７年）で２９．６％、２０２０年（平

成３２年）には３２．４％になるものと推計されています。 

 こうした高齢化社会に対応するため、社会福祉協議会や町老人クラブ連合会、小地域

福祉会、民生・児童委員等と連携・協力を図りながら、地域全体でお年寄りの生活を見

守り、支えあう社会の実現をめざしてまいります。 

 また、既存の福祉サービスを積極的に活用し、お年寄りの皆さまの生活支援や外出支

援等の生きがいづくりや社会参加に努めるとともに、できる限り要介護状態に陥らず、

健康で生き生きと住みなれた家庭や地域で暮らすことができるよう、介護保険サービス

等の円滑な実施に努めてまいります。 

 次に、「障害者福祉」についてであります。「斑鳩町障害者計画」及び「第２期斑鳩

町障害福祉計画」を基に、ふれあいや支えあいがある日常の暮らしのなかで、ともに助

け合い、住みなれた地域や家庭で安心して暮らせるまちづくりの実現をめざしてまいり

ます。 

 新年度からは、「生き生きプラザ斑鳩」に手話通訳者を新たに配置するとともに、要

約筆記奉仕員の養成講座も開催し、ハンディキャップを持つ人の社会参加のより一層の

促進に努めてまいります。 

 次に、「児童福祉」についてであります。複雑かつ多様化する社会から生じる歪みを

背景に、児童虐待をはじめ子どもたちが犠牲となる痛ましい事件が多発しています。 

 このため、子育て中の保護者の孤独感や不安感を解消し、安心して子育てできるよう、

地域社会全体で見守り、支援することが求められています。 

 本町では、心豊かに明るく、健やかに子どもを生み育てることができるまちをめざし

て、住民の皆さまと連携・協力しあい、地域が一体となった子育て支援の環境づくりを

推進しているところであります。 

 「生き生きプラザ斑鳩」に設置しました「斑鳩町地域子育て支援センター」・につきま

しては、子育て中の保護者が孤立することなく、安心して子育てできるよう、乳幼児と
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その保護者の親子の交流や集いの場として「つどいの広場」を月曜から金曜日の週５日

実施し、その支援を行っております。 

 新年度からは、さらに月１回土曜日にも開設するとともに、引き続き、臨床心理士や

子育てサポーターによる子育て相談や月１回の子育て支援講座・子育て情報の提供等の

事業を実施し、その充実に努めてまいります。 

 また、子どもの虐待が問題となるなか、本町では、平成９年に要保護児童の早期発見、

救済及び保護、支援を目的に、「子育て支援に関する会議」を設置し、関係機関が一体

となった取組みを行っています。 

 しかしながら、全国的に児童虐待が年々増加し、その被害も深刻化の一途をたどって

います。 

 このため、新年度から「斑鳩町要保護児童対策地域協議会」を設置し、より一層の関

係機関の連携を図ることにより、要保護児童の早期の発見とスムーズな対応に努めてま

いります。 

 さらには、学童保育につきましては、今回、国が定めた「放課後児童クラブガイドラ

イン」に基づき、斑鳩学童保育室、斑鳩東学童保育室において、保育室の増設等の必要

な整備を行い、放課後の子どもたちが安心して活動ができるよう、その施設の充実を図

るとともに、一層のサービスの向上に努めてまいります。 

 次に、「社会保障」についてであります。 

 昨年４月、増加の一途をたどる社会保障給付の伸びを抑制し、全ての世代が将来にわ

たり安心して医療が受けられるよう医療制度の改革が行われました。 

 まず、後期高齢者医療制度でありますが、制度がスタートした直後にもかかわらず、

新たな保険料の軽減措置が実施され、また、納付方法については年金からの天引きを口

座振替に変更できるなど、たび重なる見直しが行われております。当然のことではあり

ますが、高齢者の皆さまには、制度の見直し等に理解を深めていただけるよう、広報誌

への掲載やお知らせは、わかりやすさに配慮するとともに、窓口での相談等においては

懇切丁寧な対応に努めてまいります。 

 次に、国民健康保険事業については、景気の低迷を背景とした社会経済情勢の悪化に

伴い、退職による被保険者の増加や税収の伸び悩みなど、国民健康保険財政を取り巻く

環境は、一層、厳しさを増しております。 

 このため、繰出基準以外の措置である介護納付金に係る赤字補てんの財政支援を引き
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続き実施するなど、国保財政の安定を図ることに尽力してまいります。 

 また、保険税の収納に積極的に取り組んでいくなか、最近、雇用の先行きに不安定さ

が増しており、やむを得ず失業したことなどにより生活困窮となった人に対しては、保

険税の減免も含めて対応し、保険税を納めやすくするよう努めてまいります。 

 また、健診については、糖尿病などの生活習慣病の予防に重点を置いた特定健康診

査・特定保健指導が始まりました。７５歳に到達される年度においても受診していただ

けるよう制度の見直しを行うとともに、円滑な制度運用と、より充実した特定健康診

査・特定保健指導を提供できるよう努めてまいります。 

 次に、福祉医療の充実については、県の支援が次々と廃止・縮小等されていくなかで、

本町では対象要件の拡大を行うなどして、町単独事業でその充実・確保に努めてきたと

ころであります。 

 新年度からは、子育て支援のより一層の充実を図るため、町単独事業として、入院に

係る医療費の助成を小学６年生まで引き上げを行い、保護者の医療費負担の軽減を図っ

てまいります。 

 第２は、「健康づくりの推進」であります。 

 はじめに、「健康づくり」についてでありますが、母子保健対策では、昨年１２月に、

誰もが安心して産み、子育てができるまちづくりを進めるため、『安心して産み育てる

「いかるがっ子」プラン（斑鳩町母子保健計画）』を策定いたしました。 

 この計画の実行として、妊婦一般健康診査の公費助成の回数を１５回に拡充し、さら

なる負担の軽減を図るとともに、パパママスクールや妊産婦訪問指導に助産師による指

導を取り入れ、安心して妊娠・出産ができるための支援に努めてまいります。 

 また、子どもの心とからだの健やかな成長を支援するため、助産師による乳幼児訪問

指導の充実や、２歳６か月児の歯科健診などを新たに実施してまいります。 

 さらには、中学生が乳幼児健診等へ参加することで、命の尊さを感じ、思いやりの心

を育む体験学習の開催などにも取り組み、みんなで安心して子育てできるまちづくりを

めざしてまいります。 

 また、意識啓発と健康づくり活動の支援では、自らの健康を実現するためには、個人

の健康観に基づき、一人ひとりが主体的に取り組むことが基本でありますが、社会全体

としても健康づくりを支援することが必要であり、その活動の拠点となる「生き生きプ

ラザ斑鳩」を中心とした保健事業をより一層充実させ、健やかで心豊かに生活できる活
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力あるまちづくりをめざしてまいります。 

 また、「健康いかるが２１計画」に基づき、引き続き、メタボリックシンドロームに

着目した予防に取り組むとともに、特定健康診査の受診勧奨をより進め、積極的な特定 

保健指導の展開を図り、生活習慣の改善、生活習慣病の予防に取り組んでまいります。 

 さらには、生活習慣病とも関連のある食に関する正しい知識の普及、啓発にも努めて

まいります。 

 次に、「保健・医療体制の充実」についてであります。保健体制の充実として、特に

生活習慣病の一つでもある「がん」につきましては、今後ますます増加していくと推測

されることから、各種がん検診の実施による早期発見・早期治療に努めるとともに、毎

年流行しているインフルエンザの猛威からお年寄りを守るため、引き続き予防接種の無

料実施を行ってまいります。 

 さらには、感染症予防のための各種予防接種や各種健康相談、健康教育を行うなど、 

自己の健康づくりについて、誰もが気軽に相談できる環境づくりに努めてまいります。 

 また、医療体制の充実として、全国的にも医師不足が問題となっており、特に周産期

医療に従事される医師の不足は、大きな課題となっています。 

 このため、県と県内市町村が協力して、産婦人科一次救急体制の整備を進めるととも

に、ハイリスクの妊婦や新生児の対応といった高次医療体制の確保を図るよう関係機関

に働きかけてまいります。 

 第３の柱は、「文化の香り高く心豊かなまちづくり」であります。 

 第１は、「生涯学習・スポーツの推進」であります。 

 はじめに、「生涯学習の振興」についてでありますが、生涯にわたる学習活動は、知

識の向上だけでなく、心の豊かさや生きがいを育むとともに、その活動を通して人とひ

ととの「絆」を深めていきます。歴史ある斑鳩の特色を生かし、生涯にわたり学習に励

み価値のある人生を過ごすための学習支援を行い、生涯において学習できる場の提供を

進めてまいります。 

 このことから、新年度より公民館に社会教育指導員の配置等を行い、公民館活動や生

涯学習活動の更なる充実に努めてまいります。 

 各公民館に気象庁から配信される「緊急地震速報」を受信し、地震の大きな「揺れ」

が来る前に音声で知らせる受信装置を設置し、大規模な地震による被害の軽減に努めて

まいります。 



１－49 

 また、図書館は、昨年度の利用者数が約９万人となり、貸出冊数が４０万冊を超える

など業績を順調に伸ばしております。 

 この実績をもとに、住民ニーズを今以上に反映し、子どもからお年寄りまで、誰もが

気軽に本に親しめる環境づくりを心がけてまいります。 

 次に、「生涯スポーツの振興」についてであります。近年、団塊世代の退職者の増大、

少子高齢化、ライフスタイルの変容等を背景に、身近な場所での健康づくり、体力の保

持・増進などスポーツへの関心が高まっています。このため、総合型地域スポーツクラ

ブの運営を支援し、誰もが、いつでも、気軽に生涯にわたりスポーツに親しむことので

きる環境づくりに努めてまいります。また、体育館におきましても、社会教育指導員の

配置を行い、社会体育活動の更なる充実に努めてまいります。 

 第２は、「教育・人づくりの充実」であります。 

 はじめに、「学校教育の充実」についてでありますが、平成２０年３月に学習指導要

領が改訂され、小学校では平成２３年度から、中学校では平成２４年度から新学習指導

要領が全面的に実施されることとなり、一部は平成２１年度から前倒しで実施されます。 

 このように、教育環境が大きな転換期を迎えるなかで、教育基本法改正等で示された

新しい教育理念を踏まえ、本町の子どもたちが未来への夢や希望を大きくふくらませな

がら成長できるよう、子どもたちの生きる力を育み、健やかな身体の育成をめざすとと

もに、子どもたちが自ら学び、自ら考える力など確かな学力や豊かな人間性を高めるた

め、きめ細やかな教育を着実に進めていくことが重要であると考えております。 

 このひとつとして、新年度から小学１年生に「３０人学級」を導入することとし、す

べての町立小学校で１年生が３０人以下の学級編制となるように、町費講師を配置して

まいります。このことにより、学校・学習生活の出発点である小学１年生に対し、教員

がじっくりと子ども一人ひとりにきめ細やかな指導を行うことで、子どもたちの情緒を

安定させ、その後の学校生活の基本となる学習習慣や生活習慣の定着を図るものであり

ます。 

 また、新学習指導要領の円滑な実施に向けて、新学習指導要領で必要となる教材の整

備を平成２１年度から計画的に進めてまいります。 

 さらに、本町独自で進めている小中連携教育などの取組みを通して、郷土「斑鳩」を

尊ぶ道徳教育の充実や小学校における英語活動の実践、小中交流を進め、不登校の対策

や新学習指導要領への円滑な移行を図ってまいります。 
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 幼稚園の充実につきましては、現在の各小学校長の園長兼務を廃止し、新年度から各

園に専任の園長を配置いたします。このことにより、それぞれ特色ある幼児教育と園運

営を実施し、幼児教育の充実に努めるとともに、幼稚園教諭につきましては、平成６年

以降、採用を控えていましたが、少子化の時代を迎え、より幼児教育の重要性が出てき

たことから、幼稚園教諭を採用し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の場の

環境を整えてまいります。 

 次に、「青少年の健全育成」についてであります。 

 次世代を担う青少年はかけがえのない「宝」であり、その健全育成は、斑鳩の発展に

は欠かせないものであります。 

 青少年が自らの意思で可能性と未来に向かって夢や希望を持ち、豊かな心で人とひと

との「絆」を育み、社会の形成に参画し健やかに成長できるよう、地域全体で青少年を

見守り育てていく必要があることから、家庭、学校、地域、行政が協力しあい、青少年

に対して温かく見守り、配慮と支援を行える社会づくりに努めてまいります。 

 第３は、「地域文化の保存と創造」であります。 

 文化財は、わが国の長い歴史のなかで育まれた、貴重な国民的財産であります。町内

に数多くの貴重な文化財を有することを誇りとし、町民憲章でも掲げているように、こ

れらの歴史遺産を受け継ぎ、守り、未来に伝えていくことは、「郷土愛」を育む基礎と

なるものであるとともに、私たちに課せられた責務です。 

 こうした文化財の保存・活用を進めるためにも、奈良大学、法隆寺国際高校との連

携・協力を更に深めながら、歴史講座などの社会教育や学校教育などのいろいろな機会

を通して、その保存、啓発、顕彰に努めてまいります。 

 また、（仮称）斑鳩町文化財活用センターの整備につきましては、歴史・文化を活か

した特色あるまちづくりの一環として取り組むものであり、藤ノ木古墳のガイダンス機

能を中心に、斑鳩の歴史・文化を学べる施設として、また調査研究の拠点として整備す

るものであります。 

 本年１２月には整備工事を終え、平城遷都１３００年を迎える平成２２年３月のオー

プンをめざしております。その完成記念として「国宝藤ノ木古墳出土品の里帰り展」を

開催するとともに、引き続き春と秋には、史跡藤ノ木古墳の石室特別公開を開催してま

いります。 

 史跡中宮寺跡の発掘調査については、３ヶ年計画の２年目として、金堂の基壇に引き
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続き、塔の基壇を中心とした学術調査を実施し、今後の史跡整備計画における基礎的な

データを得ることとしています。 

 第４の柱は、「潤いのある魅力的なまちづくり」であります。 

 第１は、「市街地・住環境の整備」であります。 

 都市を構成する骨格的要素であるＪＲ法隆寺駅周辺整備につきましては、平成１９年

３月の駅舎橋上化事業完了後において、駅前広場整備及び駅周辺道路整備を順次進めて

まいりました。 

 今後におきましても、計画している駅周辺の道路整備の推進に取り組んでまいります。

また、駅南側の新家地区では、地元の方々が中心となって土地区画整理事業実施への機

運が高まっていることから、当該地区の市街化区域編入や土地区画整理事業の促進を支

援してまいります。 

 第２は、「道路・交通体系の整備」であります。 

 はじめに、「いかるがパークウェイ」の整備促進につきましては、現在、国において

稲葉車瀬区間及び五百井・興留区間において事業を展開していただいているところであ

ります。 

 そのうち、稲葉車瀬区間では、モデル区間の西側から白山神社までの約３３０ｍの区

間において道路改良工事着手に向けて準備が進められているところです。また、岩瀬橋

の架け替えについても、現在、橋の下部工事が順調に進められていることから、上流側

の上部工事の着手に向けて準備が進められています。本町といたしましても、これらの

工事が円滑に進捗できるよう地元対応に努めてまいります。 

 また、五百井・興留区間では、用地買収の準備作業として、幅杭設置や土地の境界の

立会などが実施されていますが、以降、現在までに具体的な進展が見られない状況であ

ることから、関係者の皆さまには大変ご心配をかけているところであります。この区間

におきましては、地域の用排水計画、道路高、いかるがパークウェイと交差する町道等

との交差点計画など具体的に検討が行われているところです。本町といたしましても、

沿道の土地利用の活性化及び地域の利便性の向上、沿道の環境保全など、地域の発展に

寄与できるよう、国土交通省と協議を進めており、地元関係者の方々とも十分に調整を

重ねながら進めてまいります。また、用地買収につきましても、早期に着手いただける

よう国土交通省に働きかけてまいります。 

 次に、岩瀬橋から三室交差点までの間では、今日まで、道路構造の検討が進められて
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きたところでありますが、その検討にあたっては、沿道の紅葉ヶ丘、新楓町の両自治会

とは協議を行っていただいており、住民の方々の貴重なご意見を伺っています。 

 本町といたしましては、三室自治会につきましても、協議の場を設けていただけるよ

う努力してまいりたいと考えております。 

 今後も引き続き、沿道地域の皆さまのご意見をお聞かせいただきながら、より良い道

づくりに努めてまいります。 

 次に、「都市計画道路法隆寺線」の整備につきましては、現在、工事を行っている区

間の整備が年度末で完了いたします。これにより、いかるがパークウェイモデル区間と

中央公民館南側までの区間につきましては供用できることとなります。 

 しかし、予定区間の全線開通には、残っている事業用地１件の取得が課題となってお

ります。一日も早く予定区間の整備ができるよう、残る１件の用地買収に全力を傾注し

てまいります。 

 次に、県事業として進めていただいている「県道天理斑鳩線」の進捗状況についてで

あります。 

 本町といたしましても、本事業の推進を図るため、県と連携しながら、地元地権者及

び関係者との交渉を続けているところであります。 

 県におかれては、合意に至った部分から整備工事に着手されているところであります。

また、既に買収が済んでいる部分について、近日中に整備工事が行われると聞いており

ます。 

 なお、国道２５号との取付け工事につきましては、関係地権者と用地交渉を行うなか

で、境界の立会等をされているところであります。 

 今後におきましても、県と連携をとりながら、関係者のご理解、ご協力を得るべく、

鋭意努力してまいります。 

 第３は、「風景・景観の形成」であります。 

 平成１６年６月に景観法が制定され、景観に対する法整備が行われてきました。今日

では、全国の自治体において、景観法に基づいたそれぞれの景観施策が講じられてきて

います。 

 県におかれましても、世界に誇る多くの歴史文化遺産とそれらと一体をなす歴史的風

土と豊かな自然環境を保全するとともに、生活舞台としての良好な都市景観を創出し、

さらには、それらを次世代に引き継ぐために、「奈良県景観計画」の策定について、来
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年度中の施行に向け手続きを進められているところであります。 

 本町におきましては、今日まで、古都保存法や県の風致地区条例に基づく規制誘導を

図るとともに、ハード面では、斑鳩らしい風景・景観の残る地域において電線類の地中

化事業等を展開してまいりました。 

 一方、ソフト面では、三塔周辺では地域の方々のご協力を得るなかで、コスモスによ

る景観作物栽培の取組みを継続しながら、斑鳩固有の歴史的景観や自然景観が融合した

風景、景観の保全に努めてきたところであります。 

 しかしながら、これらの取組みにも関わらず、現行の規制誘導だけでは対応でき得な

いところがあるために、幹線道路の沿線で斑鳩らしい景観が失われつつあります。 

 このことから、先人のたゆまぬご努力によって守ってこられたこの斑鳩の景観を次代

に伝えるため、新年度から「斑鳩町景観計画・景観条例」の策定に向けて取り組んでま

いります。 

 第５の柱は、「安全で快適なまちづくり」であります。 

 第１は、「環境保全の推進」であります。 

 はじめに、「環境共生型まちづくりの推進」についてでありますが、本町は、悠久の

歴史を持つ文化遺産と美しい自然に恵まれ、優れた伝統と文化を育んでまいりました。

こうした先人たちが連綿と受け継いできた環境を守り、次代に引き継いでいくことは、

今を生きる私たちの責務であります。 

 一方で、私たちは大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムに支えられた

豊かで便利な生活を享受してきた結果として、地球温暖化をはじめとする様々な環境問

題を引き起こし、その影響が将来の世代の存続を危うくする大きな脅威となっています。 

 こうした問題を解決し、私たちの責務を果たすためにも、「脱温暖化社会」や「循環

型社会」の構築に向け、今一度、これまでの生活様式や社会経済活動を改めていく必要

があります。 

 このため、本町では環境負荷の少ない持続可能なまちの実現をめざした、・さまざまな

施策を積極的に推進してまいります。 

 その一環として、地球温暖化対策と住民の皆さまに生活様式を見直していくきっかけ

とするため、新年度から化石燃料の代替として廃食用油から精製したバイオディーゼル

燃料を活用し、ごみ収集車などで使用するとともに、今後の活用方法について検討を行

ってまいります。 
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 また、環境問題の解決には、個人や地域の主体的な取組みが不可欠であることから、

「環境教室」や「自治会別環境問題学習会」など環境教育の充実に努めるとともに、地

域の主体的な環境活動への支援を通して、住民自ら行動する機運を醸成してまいります。 

 さらに、本年２月に３期目の登録が認められたＩＳＯ環境マネジメントシステムにつ

きましては、自己運用範囲を計画的に拡大し、公共施設における省エネ対策を推進して

いくとともに、住民の皆さまにもエコいかるが運動の普及を図ってまいります。 

 次に、「循環型社会の形成」についてであります。 

 ごみ減量及びリサイクル活動の推進につきましては、これまでの課題であった剪定枝

葉や刈草の堆肥化処理に平成２０年度から移行するなど、廃棄物のより適正な処理に向

け、積極的に取り組んでいるところであります。 

 しかしながら、依然、全国的には最終処分場の残余容量の逼迫といった深刻な問題を

抱えており、本町におきましても、一層のごみ減量化を進めていく必要があります。 

 このようなことから、平成１８年度から実施している「その他紙製容器包装類」のモ

ニター回収地区を更に拡大するとともに、新年度におきまして、モデル地区による生ご

みの分別収集を試験的に行い、分別あるいは収集時の課題の掘りおこしを行いながら堆

肥化処理を実施し、近い将来、「その他紙製容器包装類」及び「生ごみ」の分別収集に

つきまして、全町での本格実施につなげてまいりたいと考えております。 

 また、平成１８年度からマイバッグ持参推進サポーターの皆さまとともに、マイバッ

グ持参運動を展開してまいりましたが、さらにマイバッグ持参によるごみ減量化を図る

ため、町内の大型店舗との環境協定の締結も視野に入れた抜本的な対策を講じていくな

ど、「ごみゼロのまち いかるが」の実現をめざしてまいります。 

 さらには、衛生処理場や鳩水園などの衛生処理施設につきましては、必要な補修等を

行うことにより、施設の延命を図るとともに、周辺の皆さまのご理解とご協力を得なが

ら、周辺環境に十分配慮し、適正な管理運営に努めてまいります。 

 第２は、「防災・防犯」であります。 

 はじめに、「防災・消防」についてでありますが、災害に備えるまち、安全で安心し

て暮らせるまちをめざして、災害の未然防止と拡大防止をはじめ、非常備消防、危機管

理体制の充実等に努めてまいります。 

 新年度におきましては、平成１６年に県において作成された「第２次奈良県地震被害

想定調査報告書」の結果を踏まえ、本町の災害備蓄品の充実を引き続き行うとともに、
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避難所施設の設備の充実を図ってまいります。 

 また、災害の発生が予想される時、又は、災害発生時における避難勧告、避難指示と

いった緊急情報や生活関連情報をパソコン、携帯電話へ情報を提供する防災情報メール

の運用を引き続き行ってまいります。 

 さらに、災害時における初動体制をはじめとした防災体制の充実を図るため、第５回

生駒郡総合防災訓練を本町において実施するとともに、自衛消防団の育成のための支援、

自衛消防団、自治会が主体で実施する地区別防災訓練も引き続き行うことにより、住民

の皆さまの自主防災意識、地域防災力の向上を図ってまいります。 

 次に、懸案となっている「三代川及び富雄川」の改修についてであります。 

 三代川の改修につきましては、現在も未改修部分の下流域から、県と連携を図りなが

ら、用地協力の交渉を進めております。 

 平成２０年度におきましても、地権者の方と順次交渉を進められており、ボーリング

調査等も行われているところであります。 

 また、富雄川の改修につきましては、現在ＪＲ橋梁部分での護岸工事等が順次進めら

れていますが、上流部に農業用の井堰があることから、地元水利組合等と協議が行われ

ているところであります。 

 今後におきましても、両河川の事業促進に向けて、県とともに関係者のご理解が得ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。 

 第３は、「上・下水道の整備」であります。 

 はじめに、「上水道整備」についてでありますが、上水道は、住民生活をはじめ社会

経済活動に欠くことのできない基幹施設として、その機能を有しており、「安全」、

「安心」、「良質」な水を安定的に供給できるよう努めているところであります。 

 昨今、人口の減少や少子高齢化による世帯構成の変化、節水機器の普及などによる節

水意識の広まりに加え、長期的な景気低迷などにより、水の需要は下降傾向にあります。 

 一方、食品の安全性や品質について厳しい視線が向けられており、浄水器やミネラル

ウォーターが普及するなど、「安全」で「おいしい水」に対する住民の皆さまの関心は

非常に高くなってきています。 

 こうしたなか、より安全で良質な水の供給を続けていくことが使命と考えており、そ

のためにも、上水道施設の計画的な更新を図るとともに、漏水調査を進めることにより、

高い有収率を確保するなど水道事業の健全な経営に努めてまいります。 
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 次に、「下水道整備」についてであります。 

 公共下水道は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全という快適で安全な暮らしを

実現するための重要な役割に加え、近年では、地球環境問題に対する関心の高まりとと

もに、健全な水循環の構築による、良好な水環境の創造が求められており、強いては循

環型社会の実現につながるものと大きな期待が寄せられています。 

 本町におきましても、平成４年に公共下水道工事に着手し、平成２１年１月末現在１

３６ヘクタールの区域で整備を完了し、１，６７４件の使用申請をいただき、着実に公

共下水道は普及しているところであります。 

 こうしたなか、本年１月には、これまで日本一汚い川として知られていた大和川が、

観測史上、最も綺麗な水質を記録したことが公表されるなど、大和川流域全体の自治体

が取り組んできた水質改善の効果がはっきりと現れてきています。 

 今後におきましても、公共下水道の必要性を更に啓発し、整備拡大及び接続率の向上

を図るとともに、健全な下水道経営に努めてまいります。 

 第６の柱は、「にぎわいのあるまちづくり」であります。 

 第１は、「農業の振興」についてであります。 

 農業を取り巻く環境は、輸入農産物の増大、農業従事者の高齢化、担い手不足など厳

しい状況にあります。 

 こうした状況のなかでも、少しでも未来への明るい展望が開けるように農地の保全及

び農業の活性化を図るため、土地基盤整備や地域農政の推進等とあわせ、担い手の確

保・育成を進めてまいります。 

 また、食糧の安定供給や遊休農地の解消を図るため、農業委員会をはじめ関係団体と

の連携・協力により優良農地の確保に努めてまいります。 

 第２は、「商工業の振興」についてであります。 

 景気の後退が加速し、その先行きが不透明で、消費者の購買意欲は停滞し、民間需要

も低迷していることから、商工業者を取り巻く環境は、極めて厳しい状況にあり、町内

の各商店や事業者におかれては、懸命に経営努力をされているところであります。 

 本町といたしましても、これらの取組みを支援するため、新年度では、「商工業者債

務保証料補給」を増額するとともに、県をはじめ関係機関と連携をとりながら、より一

層の情報の提供に努めてまいります。 

 第３は、「観光の振興」についてであります。 
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 日本「木造の世界遺産」市町村連絡協議会や「ビジット・ジャパン・キャンペーン」

でのこれまでの取組みが実を結び、フランスのミシュラン社が本年３月にはじめて発行

する「キド・ベール（緑のガイド）」日本編において、優れた観光地として「法隆寺」

が三つ星の評価を受けました。 

 今後におきましても、斑鳩の魅力を広く内外にアピールできるよう、あらゆる機会を

通して情報発信していくとともに、斑鳩町観光協会をはじめとする関係機関とも協力し

ながら、“もてなしの心”で国内外の観光客の誘致を図ってまいります。 

 また、２０１０年には、日本の歴史・文化が連綿と続いたことを“祝い、感謝する”

とともに、“日本のはじまり奈良”を素材に、過去・現在・未来の日本を“考える”機

会として、平城遷都１３００年祭が開催されます。 

 特別史跡平城京跡を中心会場とし、県内各地でイベントが展開されますが、「斑鳩・

信貴山周辺」が、このイベントのオープニングの地となっております。 

 本町におきましても、斑鳩の里の魅力を発信する契機として捉え、平城遷都１３００

年を記念して、「斑鳩市」を開催してまいります。観光協会、商工会、物産組合、農業

団体等により実行委員会を設立し、物産の開発や物産展を開催するとともに、アンテナ

ショップを開設し、観光力を高めてまいります。 

 最後に、町政の運営に関する施策につきまして申し上げます。 

 はじめに、住民・行政協働によるまちづくりについてでありますが、子育て支援やお

年寄りの介護、子どもたちの見守り活動などでの住民の皆さまの取組みを見ても明らか

なように、まちづくりを支える担い手は行政だけにとどまらず、自治会組織や住民活動

団体などの人々の力が必要となっております。 

 そうしたことから、これらの力と行政の力が組み合わされ、それぞれの特性が生かさ

れることで、より良いまちづくりが進められるよう、引き続きこれら団体等への支援を

行ってまいります。 

 次に、職員の資質の向上についてであります。 

 本町におきましては、平成９年度から公務能率及び職員の資質の向上と公正な人事管

理に資することを目的に、職員の勤務評定を行うとともに、平成１６年度には斑鳩町人

材育成基本方針を策定し、分権型社会にふさわしい組織に変容させていくため、組織の

担い手である職員自身の意識改革と能力開発の推進に取り組んでいるところであります。 

 しかしながら、三位一体改革後の厳しい財政状況を克服し、分権型社会を実現してい
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くためには、人材の育成と活力を強力に推進するための中心的なシステムを新たに構築

していく必要があることから、地方分権時代を担うにふさわしい職員、時代の変化に的

確に対応できる人材を育成することをめざした、新たな人事考課制度を策定いたしまし

た。 

 この新たな人事考課制度は、職務行動の評価や役割の達成状況の評価を通じ、職員の

職務遂行能力や実績を的確に把握することを基本としております。また、公平性や納得

性を高める必要があることから、その評価者である管理職員の研修も行いながら、その

実施に向け試行してまいりたいと考えております。 

 次に、行政改革の推進についてであります。 

 地方分権の推進は基本的な潮流であり、地方行財政改革の推進策は法制化などの国レ

ベルでの取組みだけではなく、各自治体においても不断の努力がなされているところで

あります。 

 本町におきましても、斑鳩町行政改革大綱［第３次］の基本理念である「行政のパー

トナーである住民に対し、効果的で質の高いサービスを最小の経費で効率的に提供し、

常に成長することができる行財政システムの確立」のもと、その取組みを進め、一定の

成果をあげてきたところであります。 

 今後におきましても、住民の皆さまから信頼される行政運営を確保するため、町政か

ら「ムダ、ムラ、ムリ」を排し、「最小の経費で最大の効果」をあげるため、斑鳩町行 

政改革大綱［第３次］の後期実施計画に掲げた取組項目を着実に推進してまいります。 

 次に、財政の健全化についてであります。 

 百年に一度と言われる金融危機のなか、町財政をめぐる環境は、明らかに悪化の方向

に向かっており、今後は、これまで以上に大幅な財源不足を覚悟せざるを得ない状況に

あります。 

 平成２１年４月１日から、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が全面的に

施行され、平成２０年度決算から適用されることになります。 

 平成１９年度決算においては、国民健康保険事業特別会計の累積赤字により、連結実

質収支が赤字になる結果となりました。この状況を重く受け止め、そこに内在する財政

構造上の課題を正しく認識した上で、将来の財政需要に対応できる健全で安定的な財政

基盤の確立に取り組んでまいります。 

 ただ、その過程におきましては、住民の皆さまをはじめ各方面にわたり多大なご負担



１－59 

やご迷惑をおかけすることも予想されます。自治体として責任をもって徹底した内部努

力を行った上で、自主的・主体的なまちづくりを推進すべく住民の皆さまと一体となっ

て成し遂げてまいります。 

 以上、町政運営に関する私の所信の一端と、平成２１年度における主要施策の概要に

つきまして申し上げました。 

 私は、聖徳太子が国づくりの礎を築かれたこの斑鳩の地で住民の皆さまとともに築き

上げてきた、この「ふるさと斑鳩」を誇りの持てるまちにして子孫に引き継いでいくた

め、目の前の現実と将来への責任に対して、住民の皆さまと手を携えて、職員とともに

汗をかきながら、果断に町政運営に邁進してまいります。 

 どうか議員皆さまにおかれましては、さらなるご支援、ご指導を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  次に、日程８、議案第１号 斑鳩町介護従事者処遇改善臨時特例 

基金条例について、日程９、議案第２号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について、日程１０、議案第３号 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置

条例の一部を改正する条例について、日程１１、議案第４号 斑鳩町介護保険条例の一

部を改正する条例について、日程１２、議案第５号 平成２０年度斑鳩町一般会計補正

予算（第７号）について、日程１３、議案第６号 平成２０年度斑鳩町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第５号）について、日程１４、議案第７号 平成２０年度斑鳩町

公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、日程１５、議案第８号 平成２

０年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程１６、議案第９

号 平成２０年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について、日程１

７、議案第１０号 平成２１年度斑鳩町一般会計予算について、日程１８、議案第１１

号 平成２１年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について、日程１９、議案第１

２号 平成２１年度斑鳩町老人保健特別会計予算について、日程２０、議案第１３号 

平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について、日程２１、議案第１４号 

平成２１年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について、日程２２、議案第１５号 

平成２１年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、日程２３、議案第１６号 平

成２１年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について、日程２４、議案第１７号 平

成２１年度斑鳩町水道事業会計予算について、日程２５、諮問第１号 人権擁護委員の
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推薦について意見を求めることについて（その１）、日程２６、諮問第２号 人権擁護

委員の推薦について意見を求めることについて（その２）、日程２７、認定第１号 町

道認定及び路線変更について、日程２８、同意第１号 斑鳩町監査委員の選任について

同意を求めることについて、日程２９、同意第２号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任

について同意を求めることについて（その１）、日程３０、同意第３号 斑鳩町政治倫

理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その２）、日程３１、同意第

４号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その３）、

日程３２、同意第５号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることに

ついて（その４）、日程３３、同意第６号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について

同意を求めることについて（その５）、日程３４、同意第７号 斑鳩町政治倫理審査会

委員の選任について同意を求めることについて（その６）、日程３５、同意第８号 斑

鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その７）、日程３

６、報告第２号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町

一般会計補正予算（第６号）について）、日程３７、報告第３号 議会の委任による町

長専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について）、日程３８、報告第４号 

議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第４号）について）、日程３９、報告第５号 平成２１年度斑鳩町

文化振興財団事業計画の報告について、日程４０、報告第６号 平成２１年度斑鳩町土

地開発公社事業計画の報告について、以上３３議案を一括上程いたします。 

 町長から、本定例会に付議されました３３議案について、総括提案説明を求めます。

小城町長。 

○町長（小城利重君） それでは、本定例会に付議いたしました議案につきまして、その 

概要を説明させていただきます。 

 はじめに、議案第１号 斑鳩町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてであり

ます。 

 介護従事者処遇改善のため平成２１年度から介護報酬が引き上げられ、その報酬引き

上げに合わせ、第１号被保険者の保険料負担も増えることとなることから、その負担増

分を抑制するため国費により交付金が平成２０年度中に交付されることとなります。ま

た、この交付金の内容を第１号被保険者に周知するための必要経費としても交付金が交

付されます。これらの交付分については、町で基金を設置し繰り入れる必要があること
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から、その基金設置のための条例を制定するものであります。 

 次に、議案第２号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 国民健康保険税において、やむを得ず失業したことなどによる、収入等の激減により

生活が困難となった人などに対して、必要と認められる場合に減免ができるよう、所要

の改正を行うものであります。 

 次に、議案第３号 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 ふれあい交流センターいきいきの里では、高齢者のご利用が多く、入浴者数も増加し

てきているなか、入浴をしないで大広間等、館内でゆっくりくつろいでいただく方も増

えてきたことから、大広間等の利用目的を損なわないよう整理するため、館内を利用さ

れる方について、一律に入館料を支払ってご利用いただく形態に改めるとともに、小広

間についても使用料を設定することとし、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第４号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 

 介護報酬の改定や高齢者の増加等に伴い、第４期介護保険事業計画期間である平成２

１年度から平成２３年度までの３年間の第１号被保険者の介護保険料に変更が生じるた

め、その介護保険料基準額、保険料段階及びその保険料段階ごとの基準額に対する保険

料率の改正を行うものであります。 

 次に、議案第５号 平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）についてであり

ます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９，５３３万３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ８６億５，７３９万４千円とするものであります。 

 はじめに、歳入歳出予算の補正についてでありますが、まず歳入予算の補正では、第

３款利子割交付金で、世界的な金融危機による経済情勢の悪化に伴って、県において減

収するとの見込みが示されたことから、３００万円の減額補正をお願いするものであり

ます。 

 次に、第４款配当割交付金では、１２月町議会定例会において減額補正をお願いした

ところでありますが、世界的な金融危機の影響が予想以上に大きく拡大し、県において、

更に減収するとの見込みが示されたことから、３００万円の減額補正をお願いするもの

であります。 
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 また、第５款株式等譲渡所得割交付金につきましても、同様に大きく減収するとの見

込みが示されたことから、１，５００万円の減額補正をお願いするものであります。 

 次に、第１４款国庫支出金では、第１項国庫負担金のうち、第１目民生費国庫負担金

で、保育園の広域入所事業において、国庫負担金の算定のなかで、特定財源として控除

される保護者負担の増により、保育所運営費負担金７０万３千円の減額補正、更生医療

費及び障害者介護給付・訓練等給付費支給事業の決算見込みにより、自立支援給付費負

担金２５６万６千円の増額補正、国民健康保険に係る保険基盤安定負担金の交付決定に

より３６万４千円の減額補正をお願いするものであります。 

 また、第２項国庫補助金では、第３目土木費国庫補助金で、地方道路交付金の交付決

定により２７万５千円の増額補正をお願いするものであります。 

 第４目教育費国庫補助金では、予算措置していた個人住宅建築等に伴う緊急発掘調査

が発生する見込みがないことから、文化財発掘事業費補助金１２８万円の減額補正をお

願いするものであります。 

 第５目総務費国庫補助金では、昨年の１０月３０日決定の「生活対策」を受けて、国

の第２次補正予算において、新たに「地域活性化・生活対策臨時交付金」が創設された

ことから、この交付限度見込額５，３２０万円の追加補正をお願いするものであります。 

 次に、第１５款県支出金では、第１項県負担金のうち、第１目総務費県負担金で、税

源移譲による個人住民税の減税措置について、その償還が当初見積りを下回り、県民税

分に係る償還も少なくなることから、県民税分の償還額相当分として交付される県民税

取扱負担金６６０万円の減額補正をお願いするものであります。 

 第２目民生費県負担金では、民生費国庫負担金と同様の事由により、保育所運営費負

担金３５万２千円の減額補正、自立支援給付費負担金１２８万２千円の増額補正、国民

健康保険保険基盤安定負担金３２０万２千円の増額補正、後期高齢者医療保険基盤安定

負担金については、後期高齢者医療保険料軽減費の確定により、３７３万８千円の増額

補正をお願いするものであります。 

 また、第２項県補助金では、第５目教育費県補助金で、教育費国庫補助金と同様の事 

由により、文化財発掘事業費補助金６４万円の減額補正をお願いするものであります。 

 次に、第１６款財産収入、第１項財産運用収入では、第１目財産貸付収入で、土地開

発基金用地において土地賃貸料収入があったことから、５千円の増額補正を行うもので

あります。また、第２目利子及び配当金では、各基金運用益の決算見込みにより、２３
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８万３千円の増額補正を行うものであります。 

 次に、第１７款寄附金では、福祉費寄附金で７名の方からご寄附をいただいたことか

ら１５万円、教育費寄附金で１１名の方と１団体等からご寄附をいただいたことから２

６万１千円の増額補正、都市計画費寄附金では、２名の方からご寄附をいただいたこと

から１１万円の追加補正を行うものであります。 

 次に、第２１款町債では、第３目教育債で、学校校舎耐震工事に係る充当率の変更に

より５３０万円の減額補正を行うものであります。 

 第６目総務債では、斑鳩町土地開発公社の長期保有地を減らし健全化等を図る目的に、

国の「地域活性化・緊急安心実現総合対策事業」を活用した形での協議を行っていたと

ころ、土地開発公社が龍田西８丁目地内に長期間保有する土地の買い戻しについて、元

利償還について地方交付税算入される起債の同意が得られたことから、２億６，４４０

万円の追加補正を行うものであります。 

 なお、これらの予算補正につきましては、地方債の追加及び変更に係る補正もお願い

しております。 

 続きまして、歳出予算の補正の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。 

 第２款総務費では、第１項総務管理費のうち、第１目一般管理費で、職員の退職に伴 

う退職予定者特別負担金３，１５３万２千円の増額補正をお願いするものであります。 

 第５目財産管理費では、財政調整基金等の各基金利子の決算見込みによる積立金２５

５万３千円の増額補正、また、歳入のところで申し上げた町土地開発公社保有地の買戻

し費用２億６，４６９万４千円の追加補正をお願いするものであります。 

 また、第２項徴税費では、第２目賦課徴収費で、税源移譲による個人住民税の償還金

が当初見積りを下回ること等から、１，８００万円の減額補正をお願いするものであり

ます。 

 次に、第３款民生費では、第１項社会福祉費のうち、第１目社会福祉総務費で、国保

財政安定化支援事業繰出金の確定により、３６５万３千円の増額補正をお願いするもの

であります。また、「福祉基金」にいただいた寄附金２万円の積立てをお願いするもの

であります。 

 第７目国民健康保険医療助成費では、国民健康保険事業に係る保険税軽減分繰出額、

そして保険者支援分繰出額の確定により、３７８万５千円の増額補正をお願いするもの

であります。 
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 第１０目障害福祉費では、更生医療費給付事業、福祉作業所運営支援事業、障害者介

護給付・訓練等給付費支給事業において、決算見込み増により予算が不足することから、

その所要額、あわせて５４１万５千円の増額補正をお願いするものであります。 

 第１２目介護保険事業繰出費では、介護保険事業特別会計における介護給付費が当初

見積りを上回ることから、その町負担額６７万７千円の増額補正、また、介護報酬改定

等に伴って、介護保険事業特別会計において電算システムの改修を実施することから、

介護保険事務費繰出金９９万５千円の増額補正をお願いするものであります。 

 第１４目後期高齢者医療費では、保険基盤安定負担金繰出額の確定により、４９８万

４千円の増額補正をお願いするものであります。 

 また、第２項児童福祉費では、第１目児童福祉費で、児童福祉の充実にいただいた寄

附金１２万円の財源振替えをお願いしております。 

 第３目保育園費では、広域入所の入所希望者が当初の見積りを上回ることから、１６

４万５千円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第４款衛生費では、第１項保健衛生費のうち、第４目健康増進事業費で、健康

づくりの推進にいただいた寄附金１万円の財源振替えをお願いしております。 

 第６目火葬場費では、火葬場周辺対策事業に係る補償金６５０万円の増額補正をお願

いするものであります。 

 また、第２項清掃費では、第３目し尿処理費で、新年度において計画していた鳩水園

の排水に係る水質改善のための第２期工事について、歳入のところで申し上げた「地域

活性化・生活対策臨時交付金」の活用が行えることから、本工事を前倒しして実施する

ため、その所要額３，０００万円の増額補正をお願いするものであります。 

 また、現在、実施している第１期工事につきましても、本交付金を活用してまいりま

す。 

 次に、第５款農林水産業費では、第１項農業費のうち、第４目土地改良事業費で、地

元より町単独土地改良事業補助金の増額要望があったことから、６５０万円の増額補正

をお願いするものであります。 

 次に、第７款土木費では、第４項都市計画費のうち、第２目公共下水道費で、公共下

水道事業特別会計において、下水道負担金等の特定財源が減収となる見込み等から、公 

共下水道事業特別会計繰出金５１６万８千円の増額補正をお願いするものであります。 

 第７目景観保全対策事業費では、自然環境の保全と活用にいただいた寄附金１１万円



１－65 

の財源振替えをお願いしております。 

 次に、第９款教育費では、第４項幼稚園費の第１目幼稚園費で、「地域活性化・生活

対策臨時交付金」を活用し、幼稚園園舎の２次耐震診断を前倒しして実施するため、そ

の所要額４３０万円の追加補正をお願いするものであります。 

 また、第５項社会教育費では、第４目文化財保存費で、個人住宅建築等に伴う緊急発

掘調査が発生する見込みがないことから、２５６万円の減額補正をお願いするものであ

ります。また、「斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金」にいただいた寄附金２５万１

千円の積立てと、埋蔵文化財の発掘調査にいただいた寄附金１万円等の財源振替えをお

願いしております。 

 次に、第１１款公債費では、平成２０年度の定時償還に係る利子額が確定したことか

ら、２，７６４万６千円の減額補正を行うものであります。 

 次に、第１２款予備費では、今回の予算補正に要する財源として２，９１３万３千円

を充当させていただきたく、補正をお願いするものであります。 

 次に、継続費の補正についてでありますが、（仮称）文化財活用センター整備事業に

係る継続費について、１２月町議会定例会において契約の議決をいただいたことから、

事業費の総額及び平成２１年度の年割額の変更をお願いしております。 

 最後に、繰越明許費の補正につきましては、諸般の事情により本年度会計において予

算の支出を見込めない事業があることから、火葬場周辺対策事業で１，０５０万円、衛

生処理場周辺対策事業で４００万円、鳩水園施設改良事業で３，０００万円、土地改良

事業で８００万円、土地改良支援事業で１，０５０万円、道路新設改良事業で３，５９

０万円、法隆寺線整備事業で１，０６０万５千円、幼稚園園舎耐震補強事業で４３０万

円の予算措置をお願いしております。 

 次に、議案第６号 平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

号）についてであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７１万１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ３７億７，２１９万６千円とするものであります。 

 その内容といたしましては、まず、歳入につきましては、第２款国庫支出金及び第５

款県支出金では、高額療養費共同事業拠出金の確定に伴いまして国及び県の共同事業負

担金の額が決定いたしましたので、それぞれ５９万７千円の減額補正をお願いするもの

であります。 
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 次に、第７款財産収入では、財政調整基金受取利息として２万３千円の増額補正をお

願いするものであります。 

 次に、第８款繰入金では、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の確定

に伴い、７４３万８千円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第１０款諸収入では、本補正に伴う財源超過分及び療養費等指定公費返還金の

補正として５５万６千円の減額補正をするものであります。 

 一方、歳出につきましては、第１款総務費で、財政調整基金受取利息分の積立てとし

て２万３千円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、第７款共同事業拠出金では、高額医療費共同事業拠出金と保険財政共同安定化

事業拠出金の確定に伴い１０万４千円の減額補正をするものであります。 

 次に、第１０款諸支出金では、療養費等指定公費立替金として１００万円の追加補正

をお願いするものであります。 

 次に、第１１款予備費では、４７９万２千円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、議案第７号 平成２０年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

についてであります。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１，６７９万１千円を減額し、歳入歳 

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１４億６，８６３万９千円とするものであります。 

 その主な内容といたしまして、まず、歳入では、公共下水道への接続件数見込みの減

により第１款、分担金及び負担金で９００万円の減額補正、第２款、使用料及び手数料

で１３６万１千円の減額補正、第３款、国庫支出金では、首都圏近郊整備地帯等事業補

助率差額補助金の追加により２８８万７千円の追加補正、第４款、繰入金では５１６万

８千円の増額補正、第６款、諸収入では、消費税還付金確定により１７１万５千円の増

額補正、第７款、町債では、事業執行に伴い公共下水道事業債で１億１，７００万円の

減額補正、流域下水道事業債で８０万円の増額補正をお願いするものであります。 

 一方、歳出につきましては、第１款、公共下水道費、第１項、下水道管理費では、接

続件数見込みの減から流域下水道維持管理負担金で６２万３千円の減額補正、第２項、

下水道新設改良費では、事業執行における残額といたしまして委託料で３，３００万円

の減額補正、工事請負費で６，０００万円の減額補正、補償補填及び賠償金で、２，４

００万円の減額補正をお願いするものであります。 

 次に、第２款流域下水道費では、流域下水道事業に係る負担金の額の確定により８３
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万２千円の増額補正をお願いするものであります。 

 次に、公共下水道費の汚水処理施設整備交付金事業の執行に伴う残額を、平成２１年

度に整備を予定しております、龍田２丁目地区と神南３丁目地区の面整備を先行して発

注することから、工事請負費で１億円の繰越明許をお願いするものであります。 

 また、町債の補正に伴い地方債の限度額の補正をお願いするものであります。 

 次に、議案第８号 平成２０年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてであります。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２０１万４千円を追加し、歳入歳出予 

算の総額を、歳入歳出それぞれ１５億４，０９２万９千円とするものであります。 

 その内容といたしましては、第１点目として、介護従事者処遇改善臨時特例交付金を

国から受け入れるため国庫補助金において、そして、その受け入れた交付金を全額基金

に積み立てるため、基金積立金において増額の補正をお願いするものであります。 

 第２点目といたしましては、介護保険給付費準備基金積立金の運用益の確定により、

歳入では財産収入において、歳出では、基金積立金において増額補正をお願いするもの

であります。 

 第３点目といたしましては、平成２０年度の最終的な介護給付総額を推計するにあた

り、現在の施設関係の給付費において予算額を若干上回る見込みでありますことから、

歳入では、給付額に対する法令に基づく国・支払基金・県・市町村の負担割合に応じて、

施設関係の負担割合が少ない国庫支出金については６１万８千円の減額補正となります

が、支払基金交付金について１６８万円、県支出金について２３７万８千円、繰入金に

おいて６７万７千円のそれぞれ増額補正をお願いするものであります。一方、歳出につ

きましては、介護給付費において５４１万７千円の増額補正、基金積立金において１３

０万円の減額補正をお願いするものであります。 

 最後に、第４点目といたしまして、介護報酬の改正等に伴い、介護保険システムにお

いても改修する必要が生じることから、歳入では、国庫補助金と一般会計繰入金におい

て、歳出では、総務費において増額補正をお願いするものであります。 

 次に、議案第９号 平成２０年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

についてであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９８万４千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ２億９，１４１万１千円とするものであります。 
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 その内容といたしましては、まず、歳入につきましては、平成２０年度の保険料賦課

額に係る軽減相当額の確定に伴い、公費負担分として第４款繰入金に４９８万４千円の

増額補正をお願いするものであります。 

 また、歳出につきましては、第２款後期高齢者医療広域連合納付金において、その保

険料の軽減相当額を、保険基盤安定負担金として４９８万４千円の増額補正をお願いす

るものであります。 

 次に、議案第１０号 平成２１年度斑鳩町一般会計予算についてであります。 

 平成２１年度一般会計予算は、総額６９億６，０００万円を計上しております。前年

度と比較して、７億８，０００万円、１０．１％の減額となっております。 

 それでは、平成２１年度一般会計予算案の内容につきまして、歳入予算からご説明申

し上げます。 

 はじめに、「平成２１年度の地方財政計画」についてであります。 

 地方財政計画の総額は、前年度比１．０％減の８２兆５，５５７億円となっておりま

す。 

 平成２１年度の地方財政計画は、景気後退の勢いが強まり、地方交付税の原資となる

国税の大幅な減収が見込まれるなかでありますが、地域における安全安心の確保などの

ための経費を上積みされることなどにより、４，０００億円の地方交付税が増額される

など、地方の一般歳出を増額した上で財源の確保が図られております。 

 ただ、社会保障関係経費の増額を見込む一方で、いわゆる骨太の方針２００６に沿っ

て、地方財政の健全化を推進するため、給与関係経費や地方単独の投資的経費などの地

方歳出が引き続き抑制されており、地方財政の運営は、引き続き厳しい状況にあります。 

 今後とも、地方交付税の増額確保に向け、極めて厳しい財政運営を強いられている地

方の切実な実態を国に強く訴えてまいります。 

 次に、新年度予算に計上した主な歳入予算につきまして、ご説明申し上げます。 

 新年度予算におきましては、わが国が直面している未曾有の経済不況情勢のなか、町

政運営の基盤となる町税が大きく減収となる極めて厳しい状況ではありますが、住民の

皆さまの暮らしを守ることを第一に、出産・子育て、健康、福祉、環境、学校教育等の

施策に充分留意しながら、将来の子どもたちの財政負担も勘案し、財政調整基金を取り

崩すことなく、予算を編成いたしました。 

 はじめに、町の中心的な財源である町税につきましては、３０億４，２２０万円を計
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上しております。前年度と比較して、１億４，５２０万円の減額となっております。 

 町民税におきましては、昨年９月のリーマンブラザースの破綻で表面化した世界的な

金融危機による急速な経済の減速の影響で、個人、法人ともに税収が落ち込むことが予

測されることから、前年度と比較して、５，８００万円減の１６億６００万円を計上し

ております。 

 また、固定資産税では、土地については、一部の地域で評価額が上昇することや農地

の宅地化も進んでいることから増収となるものの、家屋、償却資産等においては、平成

２１年度が３年に一度の評価替えの年にあたることや、経済状況の悪化による住宅需要

や設備投資の落込み等の影響により、前年度と比較して、４，６００万円減の１１億４，

３３０万円を計上しております。 

 たばこ税におきましては、タスポ導入の影響や禁煙率の増加等により前年度と比較し

て、３，９７０万円減の１億３，２３０万円を計上しております。 

 次に、地方譲与税及び地方交付税をはじめとする各種交付金につきましては、  国の

地方財政見通しや県の提供資料等をもとに積算を行い、それぞれ見込額を計上しており

ます。 

 地方特例交付金、地方交付税につきましては、国において増額確保が行われたことか

ら、若干の増額が期待できるものの、その他の交付金につきましては、現在の社会経済

情勢を反映して、大きく減額しております。 

 地方特例交付金では、住宅借入金等特別税額控除による個人住民税の減収を補てんす

るため創設された減収補てん特例交付金の増額が見込まれること、さらには、自動車関

係諸税の減税の影響を受ける市町村に対して、その減収分の一部を補てんするため、時

限的に減税補てん特例交付金が創設されることから、前年度と比較して、１，９９０万

円増の５，２２０万円を計上しております。 

 また、地方交付税では、本町においては、基準財政需要額に算入される事業費補正分

等の減額の影響はあるものの、「地域の元気回復」などのための財源が増額されたこと 

から、前年度と比較して、１，１００万円増の１７億６００万円を計上しております。 

 次に、国・県支出金につきましては、それぞれの補助制度を最大限に活用しながら、

事務事業の財源確保を図ったところであります。 

 国庫支出金では、障害者介護給付・訓練等の給付に係る自立支援給付費負担金、ＪＲ

法隆寺駅周辺整備事業に係る交通安全施設等整備事業費補助金は増額となるものの、
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（仮称）斑鳩町文化財活用センター等の整備に活用したまちづくり交付金が減額となる

ことから、前年度と比較して、４３３万４千円減の３億９，７３９万６千円を計上して

おります。 

 また、県支出金は、税源移譲時の所得変動に関する軽減措置の実施に伴って交付され

た県民税取扱負担金は減額となるものの、学童保育室の新設に係る児童厚生施設等整備

事業費補助金、妊婦健康診査支援費補助金、衆議院議員選挙費委託金が増額となること

から、前年度と比較して、２，６０８万８千円増の３億６，２７９万６千円を計上して

おります。 

 次に、繰入金につきましては、新年度では、財政調整基金からの繰入れを行わず、減

債基金繰入金１８５万５千円のみを計上しております。前年度と比較して、８，３１４

万円の減額となっております。 

 最後に、町債につきましては、５億３，７６０万円を計上しております。前年度と比

較して、５億１，２８０万円の減額となっております。 

 ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業、学童保育室の新設をはじめとする建設事業費に係る財源

確保を図るとともに、引き続き、地方一般財源の不足に対処するため発行される臨時財

政対策債の活用を図っております。 

 続きまして、歳出予算の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

 それぞれの款ごとに、新年度で取り組む主な事業につきまして、できるだけ先程の施

政方針と重複しないよう、順次、ご説明申し上げます。 

 はじめに、第１款 議会費であります。新年度は、１億３６０万８千円を計上してお

ります。前年度と比較して、８万３千円の増額となっております。 

 議員皆さまにおかれましては、本町の発展のために、多岐にわたり活発な議会活動を

行っていただいていることに対しまして、深く感謝を申し上げます。 

 未曾有の経済不況情勢のなか、本町が抱えるさまざまな課題を乗り越えていくため、

議員皆さまのご意見を拝聴し、ご指導・ご協力を賜りながら、ともに町政の推進にあた

ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、第２款 総務費であります。新年度は、８億５，９０８万８千円を計上

しております。前年度と比較して、５，２１１万７千円の減額となっております。 

 １点目は、職員の人材育成についてであります。社会経済状況の急激な変化、地方分

権への流れ、厳しさを増す財政状況など、厳しい時代に立ち向かっていくためには、職
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員一人ひとりの力を高め、結集することで、組織の力を向上させていく必要があります。 

 このため、職員一人ひとりの力を高めるとともに、職場のあらゆるステージを活用し、 

「住民の視点に立って考え、行動し、信頼される職員」の育成に努めてまいります。 

 ２点目は、住民と行政協働によるまちづくりについてであります。「答えは常に現場

にある」という信念のもと、「町民対話集会」や「行政出前講座」などを通して、地域

に出向き、住民の皆さまのお話をしっかり聞かせていただくとともに、本町が抱えるさ

まざまな行政課題をお話するなかで、地域との絆を深め、更に一層の信頼を築き上げて

まいりたいと考えております。 

 また、住民の皆さまとの信頼を築き上げていく上で欠かせない情報発信につきまして

は、町広報紙やホームページなどを通じて、行政運営の方針や計画、各種行政サービス

などの情報を積極的に発信してまいります。 

 ３点目は、計画的な行財政運営についてであります。第４次斑鳩町総合計画の策定に

つきましては、平成２０年度から、その策定作業を進めているところでありますが、新

年度では、住民意識調査の公表、第３次総合計画の現況と課題整理等を進めてまいりま

す。 

 また、財政健全化の取組みにつきましては、国における「三位一体の改革」以降、自

主財源の確保、とりわけその中核を占める町税収入の確保は行政経営の大きな課題とな

っています。さらには、税負担の公平性を保ち、納税者の信頼に基づく行政を展開する

上でも一層、その重要度を増しております。 

 このため、これまで以上に町税の徴収対策を推進するとともに、滞納整理については、

税務署等の関係機関との連携を強化し、税収の確保に取り組んでまいります。 

 続きまして、第３款 民生費であります。新年度は、１９億５，３６０万７千円を計

上しております。前年度と比較して、４，３３７万３千円の増額となっております。 

 １点目は、高齢者福祉についてでであります。新しく策定した「第４期介護保険事業

計画・高齢者福祉計画」に基づき、お年寄りの人ができる限り要介護状態に陥ることな

く、住みなれた地域や家庭で暮らすことができるよう、既存の福祉サービス制度の活用

を積極的に図るとともに、その利用促進に努めてまいります。 

 また、福祉課、健康対策課、地域包括支援センターが連携を取り合いながら、各事業

に取り組み、今後も引き続き、高齢者が自立し充実した生活をおくれるよう施策を展開

してまいります。 
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 ２点目は、障害者福祉についてであります。新年度におきましても引き続き、「障害

者自立支援法」に沿って、「第２期斑鳩町障害福祉計画」に基づき、身体障害、知的障

害、精神障害の３障害に共通の自立支援のための各種福祉サービスを提供してまいりま

す。 

 ３点目は、児童福祉についてであります。施政方針のなかで述べさせていただいたと

おり、新年度では、新たに「要保護児童対策地域協議会」を設置するとともに、「つど

いの広場」の開設の拡大や学童保育室の増設、さらには、「斑鳩町次世代育成支援行動

計画」の後期計画の策定など、ソフト、ハード両面にわたる施策の充実を図ってまいり

ます。 

 学童保育室の増設につきましては、年々利用される児童も増加しており、斑鳩学童保

育室、斑鳩東学童保育室において、保育室の増設等の必要な整備を行い、さらなる子育

て支援の充実に努めてまいります。 

 また、保育園の運営におきましては、常に利用者の立場に視点を置きながら、乳児保

育・延長保育・一時保育サービス等の充実に努め、仕事と子育ての両立の支援や安心し

て子育てできる環境整備の確立に努めてまいります。 

 続きまして、第４款 衛生費であります。新年度は、８億４，８６２万７千円を計上

しております。前年度と比較して、１，４９８万３千円の増額となっております。 

 １点目は、斑鳩町総合保健福祉会館「生き生きプラザ斑鳩」の運営についてでありま

す。施政方針のなかで述べさせていただきましたように、オープンから半年がたち、保

健・福祉の活動拠点として、多くの皆さまにご利用いただいております。 

 この施設が、住民の皆さまの「心の福祉を育む場」、「健康づくりの場」、そして

「コミュニケーションの場」として気軽に利用していただけるよう、その運営に努めて

まいります。 

 ２点目は、健康づくりについてであります。母子保健の推進につきましては、施政方

針のなかで述べさせていただきましたように、子育て支援の充実に取り組んでまいりま

すが、妊娠期や新生児期の早い時期から、保健センターの保健師等が妊婦や保護者の方

との関わりを持ち、コミュニケーションを築くなかで、相談やアドバイスができるきめ

細かな関係づくりに努めてまいります。 

 また、子育て経験の不足による育児不安も多様化してきていることから、医師や助産

師による専門的立場からの子育て支援教室や講座などを開催し、親の育児力を高めると
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ともに、地域での子育て環境づくりに努めてまいります。 

 次に、感染症の予防につきましては、その発生と蔓延、罹患後の重症化を予防するた

め、引き続き予防接種の必要性を啓発し、お年寄りや子どもたちの健康の保持・増進に

努めてまいります。 

 また、最近では、成人の予防接種の免疫低下による麻しん・風しんなどの感染が社会

的に問題にされていることから、これらに係る正しい知識の普及啓発、接種に関する情

報提供にも努めてまいります。 

 次に、健康増進につきましては、疾病の早期発見と、住民の皆さまの健康管理を支援

するため、各種がん検診の受診啓発に努めるとともに、「運動」、「栄養」、「喫煙」

など生活習慣と密接につながりがある生活習慣病、メタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群）を予防するために、栄養と運動に重点を置いた健康教育を実施してまいりま

す。 

 ３点目は、環境対策についてであります。私たちの生活と密接な関係にある温暖化を

はじめとする地球環境問題の解決には、国レベルの取組みだけではなく、地域レベルで

の取組みが欠かせません。 

 そのため、地球温暖化防止事業として、体験型学習会を開催し、地球温暖化について

の正しい認識と緩和・防止するための生活様式のあり方について考え、行動を起こす機

会の提供に努めてまいります。 

 また、地域での環境保全活動のリーダーとなる環境保全推進委員につきまして、・本年

３月末で第６期委員の任期が満了になることから、新年度におきまして第７期委員を新

たに委嘱し、地域での環境保全活動を推進してまいります。 

 また、民間建築物吹付アスベスト等の分析調査につきましては、国庫補助の要件が

「多数の方が利用される建物から、戸建て住宅を含むすべての建物」に改正されること

から、本町といたしましても、アスベスト等の分析調査に対する補助制度を創設し、ア

スベストによる被害の未然防止に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ごみ処理につきましては、依然、埋立て処分場の残余容量の逼迫など、大きな

問題を抱えており、本町といたしましても、焼却灰を含めまして埋立て処理しなければ

ならない廃棄物の量を減少させていく必要があります。 

 そのため、「ごみのゆくえ探検ツアー」、「生ごみ堆肥化講習会」などの啓発事業、

「資源物集団回収」、「家庭生ごみ減量化」などの奨励事業を通じ、リデュース、リユ
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ース、リサイクルのスリーアール実践の推進に取り組んでまいります。 

 また、「その他プラスチック類」、「剪定枝葉・刈草」など、これまでの資源回収を

継続するとともに、あらゆる廃棄物の資源化方法の調査研究を進めてまいります。 

 さらには、毎年実施している「いかるがの里クリーンキャンペーン」につきましては、

従来の方法からより参加しやすい形態に充実し、住民の皆さまとともに、ポイ捨てや不

法投棄しにくい雰囲気の醸成に努めてまいります。 

 続きまして、第５款 農林水産業費であります。新年度は、１億２，０２２万９千円

を計上しております。前年度と比較して、２，１２２万４千円の減額となっております。 

 １点目は、農業の振興についてであります。農業生産力の向上を図るため、農道など

の整備に取り組むとともに、土地改良区、水利組合が実施される事業に対して支援を行

ってまいります。 

 また、農業者・商工業者と住民の皆さまとの交流を図りながら、地元農業や産業への

関心を深めるため、引き続き「産業フェスティバル」の開催を支援してまいります。 

 ２点目は、農業経営の改善についてであります。農業の後継者不足などにより、増加

しつつある遊休農地を解消するため、農業委員会や関係団体と連携を取り合いながら、

その解消に向けた計画に基づき活動を進めるとともに、農地や水を守る環境保全に向け、

稲葉車瀬地区と岡本地区が取り組む「共同活動」「営農活動」に対する支援を行ってま

いります。 

 続きまして、第６款 商工費であります。新年度は、９，３３６万３千円を計上して

おります。前年度と比較して、２６７万８千円の減額となっております。 

 １点目は、商工業の振興についてであります。厳しい経済情勢のなか、懸命に経営努

力されている商工業者の皆さまを支援するため、「商工業者債務保証料補給」を増額す

るとともに、これらの取組みを支える商工会に対しまして、引き続き財政面から支援し

てまいります。 

 また、雇用の促進につきましては、「奈良県しごとｉセンター」などの関係機関と連

携をとりながら、関係機関で実施される「仕事相談」や「カウンセリング」、セミナー

や各種講習会などの情報提供を通して就職支援に努めるとともに、老年者の雇用促進に

ついては、引き続きシルバー人材センターの活動を支援してまいります。 

 ２点目は、観光の振興についてであります。観光協会の活動を支援するとともに、

「太子ロマン斑鳩の里 観月祭」、「斑鳩市」の開催や、「桜祭能」などの観光協会の
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自主事業との連携を図りながら、観光客の誘致に努めてまいります。 

 ３点目は、消費者対策についてであります。消費生活問題は、不当請求・架空請求ト

ラブルや携帯電話のトラブル、住宅リフォーム詐欺など、複雑化・巧妙化してきており

ます。これら被害を未然に防止するため、啓発活動の推進に努めるとともに、消費生活

相談や学習会を実施し、消費生活の向上に努めてまいります。 

 続きまして、第７款 土木費であります。新年度は、８億１，６３２万２千円を計上

しております。ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に係る事業費の減により、前年度と比較して、

４億８，９４９万４千円の減額となっております。 

 １点目は、生活道路の整備についてであります。安全で安心、快適な道路環境の整備

に向けて、道路５ヶ年計画線については、現在、取り組んでいる継続路線の整備を進め

るとともに、いかるがパークウェイ事業による取付け道路の整備を行い、生活道路の新

設・改良を進めてまいります。 

 ２点目は、ＪＲ法隆寺駅周辺整備についてであります。施政方針のなかで述べさせて

いただいたとおり、新年度では、主に駅北口から北方面に通じている町道３１２号線の

整備を段階的に進めてまいります。 

 ３点目は、景観計画・景観条例の策定についてであります。世界文化遺産のある町と

して、幹線道路を中心とした景観の保全と良好な景観の形成を図るため、新年度から２

ヶ年で、「斑鳩町景観計画・景観条例」の策定に取り組んでまいります。 

 ４点目は、都市計画マスタープランの策定についてであります。新都市計画マスター

プランにつきましては、平成２０年度から、その策定作業を進めているところでありま

すが、新年度では、全体構想案・地域別構想案の作成を進め、新都市計画マスタープラ

ン素案を策定してまいります。 

 続きまして、第８款 消防費であります。新年度は、３億２，２６５万９千円を計上

しております。前年度と比較して、２０７万９千円の減額となっております。 

 １点目は、消防体制の充実についてであります。西和消防組合の運営をはじめ、住民

の生命と財産を守る町消防団の活動の充実を図り、地域における消防力の一層の強化に

努めてまいります。 

 ２点目は、防災体制の充実についてであります。災害発生時等における危機管理体制

の確立を図るため、引き続き自衛消防団や消防施設の整備を行う自治会に対する支援を

行うとともに、自衛消防団・自治会による自主的な地区別防災訓練を実施してまいりま
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す。 

 続きまして、第９款 教育費であります。新年度は、８億９，３１５万９千円を計上

しております。（仮称）斑鳩町文化財活用センターの建設に係る事業費の減により、前

年度と比較して、２億１，８８３万７千円の減額となっております。 

 １点目は、学校教育についてであります。平成２１年度から小学１年生に「３０人学

級」を導入するための町費講師のほか、引き続き小・中学校、幼稚園に町費講師を配置

し、特別な支援を必要とする児童生徒及び園児の教育や交流活動の充実を図るとともに、

教科指導の充実に努めてまいります。 

 さらに、いじめ問題に適切に対処するとともに、不登校児童生徒等の悩みに寄り添う 

ため、「心の教室相談員」「スクールカウンセラー」を引き続き配置してまいります。 

 ２点目は、学校教育環境の整備・充実についてであります。施設整備としては、地震

災害に対する備えとして、耐震補強工事を計画的に進めており、新年度は、斑鳩中学校

の本館西棟の耐震補強工事を実施するとともに、斑鳩小学校の本館及び資料館、斑鳩西

小学校の本館、北館及び体育館と、斑鳩中学校の北館及び体育館の耐震補強設計を実施

してまいります。 

 また、小・中学校及び幼稚園の遊具及び運動器具の更新及び修繕を計画的に実施し、

子どもたちが安心して学校及び園生活を送ることができる環境づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、子どもたちが学校で使用する机・いすにつきましても、更新計画を継続し、新

年度では小学１年生を対象に新しいＪＩＳ規格に対応した机・いすに更新してまいりま

す。 

 さらに、学校図書の購入を進め、蔵書の充実を図りながら、資料や内容等が古い書籍

については適切にリユース・廃棄等を行い、学校図書室の機能向上を図ってまいります。 

 ３点目は、生涯学習の推進についてであります。生涯学習のさらなる推進に向け、子

どもから大人まで、その生涯にわたり自己を磨き、豊かな心を育み、地域に貢献できる

方の育成を図るため、公民館教室や生涯学習講座、家庭教育学級、ホリディ学園等の充

実に努め地域の教育力の向上に努めてまいります。 

 平成２０年度に引き続き、３小学校におきまして、「放課後子ども教室」を試行的に

実施し、放課後における子どもたちの居場所づくりに取り組んでまいります。 

 また、地域の人々の力をお借りし、学校を支援していく、「学校支援地域本部事業」
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にも取り組んでまいります。 

 図書館の運営につきましては、昨年度は、ブックスタート事業に積極的に取り組み、

新生児を持つ家族の皆さまに好評を得ました。今年度もこの事業を継続するとともに、

小・中学校、幼稚園、公民館等の関連施設と連携を図りながら、お年寄りから子どもた

ちの学習の場としてサービスの向上を図ってまいります。 

 ４点目は、文化財の保存についてであります。史跡整備に伴う史跡中宮寺跡の学術調

査を引き続き進めるとともに、町内の埋蔵文化財の適切な保存を目的に発掘調査を実施

してまいります。 

 また、遺構保護及び文化財の活用の観点から、駒塚古墳につきましては、宝篋印塔基 

礎部分の遺構の処理等を行うなどの応急的な処置を行い本格整備に備えてまいります。 

 ５点目は、スポーツの推進についてであります。斑鳩町体育協会が設立５０周年を記

念して開催される記念事業を支援するとともに、各種スポーツ大会の開催をはじめ、誰

もが、いつでも、気軽に楽しみながら健康づくりを行うことができる場として、平成２

０年２月に設立された「斑鳩町総合型地域スポーツクラブ」の活動支援を行ってまいり

ます。 

 また、体育施設や設備を快適かつ安全に利用していただけるよう、サブアリーナの補

修や武道場における屋根の断熱塗装など、施設の充実に努めてまいります。 

 最後に、第１１款 公債費につきましては、９億９３３万２千円を計上しております。

前年度と比較して、４，２０１万円の減額となっております。 

 昭和５８年度に義務教育施設の整備に伴って発行した斑鳩南中学校建設事業債が平成

２０年度をもって完済したこと、平成１０年度にふれあい交流センターいきいきの里の

整備に伴って発行したふれあい交流施設整備事業債の償還が上半期で完済すること等に

より減額となっております。 

 次に、議案第１１号 平成２１年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算についてで

あります。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ２８億５，３９０万円を計上しております。前年度と

比較して２億７，４９０万円、８．８％の減となっております。 

 後期高齢者医療制度の創設や６５歳以上の退職者医療制度の廃止、特定健康診査や特

定保健指導の導入など平成２０年度に改正された制度が円滑に行われることが、重要で

あると考えております。 
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 歳入で主なものといたしまして、税収では、７億９，０２０万円を見込んでおります。

国庫支出金では、７億２，０１２万３千円、退職被保険者等の保険給付に係る療養給付

費交付金では、６５歳以上の退職者医療制度に係る分として、１億９６万９千円、前期

高齢者交付金では、６億１，８０５万４千円、繰入金では、平成１９年度の介護納付金

不足分及び財政調整基金からの繰入金を含んで、２億３，６０９万５千円を計上してお

ります。 

 一方、歳出では、予算総額の過半を占めている保険給付費につきましては、１９億１，

０６４万８千円を計上いたしました。その他の主な支出といたしましては、後期高齢者

支援金等では、３億３，９９６万円、共同事業拠出金では、高額医療費に係るものとし

て、３億１，９９１万８千円を計上しております。 

 次に、議案第１２号 平成２１年度斑鳩町老人保健特別会計予算についてであります。 

 予算総額は歳入歳出それぞれ３，６８４万円を計上しております。前年度と比較して、

２億７１６万円、８４．９％の減となっております。 

 平成２０年４月から後期高齢者医療制度が施行されたことにより、本特別会計での医

療給付は、主に月遅れ請求分に対応することから、前年度と比較して大幅に減額した予

算となっております。 

 まず、歳入といたしましては、本特別会計は支払基金・国・県・町それぞれの負担割

合に応じた交付金等を歳入財源として運営しております。そのうち、町の負担は、公費

の対象となる医療費の１２分の１の額を負担することとなっており、一般会計の繰入金

といたしまして２８５万３千円を計上しております。 

 また、歳出では、予算総額の過半を占める医療諸費についてでありますが、前年度と

比較して２億４８９万９千円減の３，５９６万５千円を計上しております。その主なも

のは、入院、通院等の給付である医療給付費において３，５００万円、また装具の装着

及び高額医療費等の支給に係る医療費支給費において９０万円を計上しております。 

 次に、議案第１３号 平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算についてであ

ります。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ４２３万円を計上しております。前年度と比較して、

３１万５千円、６．９％の減となっております。 

 歳入予算では、前年度からの繰越金４２２万８千円を計上しております。 

 一方、歳出予算は、当該財産区の維持管理に要する経費として、６０万５千円を計上
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しております。 

 また、経費を差し引いた残額３６２万５千円を予備費として計上しております。 

 次に、議案第１４号 平成２１年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算についてであ

ります。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ１３億４，７５０万円を計上いたしております。前年

度と比較して２億４，７５０万円、１５．５％の減となっております。 

 予算の概要につきましては、歳入で下水道加入負担金として２００件の加入を見込み

２，０００万円を計上し、下水道使用料金では、前年度より５１４万４千円増の６，６

０２万３千円を計上しております。 

 国庫支出金では、前年度より１億２００万円減の２億９，８００万円を計上いたして

おります。 

 一般会計繰入金では、下水道総務費及び施設管理費の主な財源といたしまして、前年

度より２，５１３万２千円増の３億６，１４５万７千円を計上いたしております。町債

では前年度比で２２．３％減の５億８，０６０万円となっております。 

 一方、歳出では公共下水道費で９億３，２２１万６千円、前年度と比較して２２．

７％の減となっております。 

 事業といたしましては、継続費事業として施工いたします幹線管渠を含め、整備面積

約６ヘクタール、整備延長で３，８００メートルの整備を予定し、約１６０件が新たに

供用できることとなります。 

 流域下水道費では、前年度比１１．８％減の１，７１８万４千円を計上し、公債費で

は、前年度と比較して２，８８６万１千円増の３億９，８１０万円を計上いたしており

ます。 

 次に、議案第１５号 平成２１年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算についてであり

ます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ１５億４，５３０万円を計上いたしております。前年

度と比較して６，５４０万円、４．４％の増となっております。 

  平成２１年度からは、第４期介護保険事業計画の初年度になり、その運営につきまし

て、引き続き円滑な実施を目指し鋭意取り組んでまいります。 

  まず、歳入では、保険料収入といたしまして３億１，８６７万１千円を計上しており

ます。その他地域支援事業を含めた保険給付に係る歳入として、国庫支出金を２億９，
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８３３万円４千円、支払基金交付金を４億３，９３０万６千円、県支出金を２億２，２

２２万７千円計上しております。繰入金としましては、２億６，５５９万８千円を計上

しており、内訳は介護給付費繰入金として１億８，１２２万１千円、地域支援事業費繰

入金として７３２万９千円、職員給与や事務費等に係る繰入金として５，１２５万９千

円となっております。また、基金繰入金といたしまして２，５７８万９千円を計上して

おり、内訳は介護給付費準備基金繰入金として１，６０３万３千円、介護従事者処遇改

善臨時特例基金の平成２１年度分の繰入金といたしまして９７５万６千円となっており

ます。 

 一方、歳出では、介護保険の給付につきまして、今年度までの実績をもとに、居宅サ

ービス、施設サービス、介護予防サービス等の費用として１４億４，９７６万６千円を

計上しております。介護サービスが必要となれば、介護を必要とする方やその家族が安

心して介護サービスを受けることができるよう、サービスの安定的な供給や、その質的

向上等に引き続き努めてまいります。 

 また、第３期計画期間から従来の保険給付に加え、予防重視型のシステムを取り入れ、

事業を実施してまいりましたが、平成２１年度も引き続き要支援者及び要介護状態にな

る前の方に対して福祉課、保健センター、地域包括支援センターが連携して介護予防を

推進してまいります。 

 次に、議案第１６号 平成２１年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算についてであ

ります。 

 予算総額は歳入歳出それぞれ２億６，５００万円を計上いたしております。前年度と

比較して１，８５０万円、６．５％の減となっております。 

 まず、歳入予算の主たるものである後期高齢者医療保険料でありますが、前年度と比

較して２，４３８万７千円減の２億１，３９９万８千円を計上しております。 

 また、繰入金でありますが、前年度と比較して５６４万１千円増の５，０７２万６千

円を計上しております。後期高齢者医療制度における町の事務経費に充てるほか、広域

連合の運営に係る事務経費及び保険料の軽減補填について広域連合に支出するため、一

般会計から繰入れするものであります。 

 続きまして、歳出予算では、その過半を占める後期高齢者医療広域連合納付金であり

ますが、前年度と比較して１，８１９万９千円減の２億５，９６５万９千円を計上して

おります。この納付金は、歳入予算で受け入れた後期高齢者医療保険料、及び一般会計
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から繰り入れた広域連合の運営に係る事務経費並びに保険料軽減補填分を広域連合へ納

付するものであります。 

 次に、議案第１７号 平成２１年度斑鳩町水道事業会計予算についてであります。 

 まず、収益的収入及び支出につきましては、水道事業収益で７億７，７３１万１千円、

前年度と比較して８１万４千円、０．１％の減となっています。主な収入といたしまし

ては、給水収益で７億４，３００万円で、水道使用量が年々減少傾向にあり前年と比較

して４８８万１千円の減となっております。 

 水道事業費用では、７億８，１７３万３千円、前年度と比較して９６７万５千円、１．

３％の増であります。主な支出といたしましては、自己水の安定供給を図るための浄水

機器の修繕費８８７万円、県水受水費は前年度と同程度の３億４，２５６万３千円、水

道本管破損修繕費等で２，８００万円、減価償却費・資産減耗費は前年度と比較して１

１万５千円減の１億４，７３１万４千円、企業債利息は前年度より１９２万５千円減の

４，２９４万円となっております。 

 このことから、消費税抜きの平成２１年度損益見込額は、約２４０万円の利益と見込

んでおります。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入で１億３，１７８万５千円と、

前年度と比較して２，９５０万６千円、１８．３％の減となっております。 

 その主な収入といたしましては、企業債６，０００万円、国庫補助金１５８万２千円

であります。工事負担金は公共下水道関連工事の減少によりまして、前年度より約２，

２５７万円減の７，０２０万３千円となっております。 

 資本的支出では、２億８，１６６万７千円と前年度と比較して１億３，２８９万３千

円、３２．１％の減となっております。主な支出といたしましては、配水設備改良費で

工事請負費等の減によりまして、前年度より約１億１，０００万円減の１億４，６００

万９千円、浄水場設備改良費で沈殿池等の整備工事で２，３００万円、取水設備費では

取水井戸整備工事で８００万円、企業債償還金では１億４１５万１千円となっておりま

す。 

 次に、諮問第１号及び諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることに

ついて（その１）及び（その２）であります。 

 現委員の山本惠一氏及び黒松龍一氏の任期が平成２１年６月３０日をもって満了とな

ることから、山本惠一氏を引き続き推薦することについて、また、黒松龍一氏の後任と 
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して中塩利明氏を、新たに推薦することについて議会の意見を求めるものであります。 

 次に、認定第１号 町道認定及び路線変更についてであります。 

 開発道路の帰属等による１０路線の認定と、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業等に係る２路

線の延伸に伴う路線変更をお願いするものであります。 

 次に、同意第１号 斑鳩町監査委員の選任について同意を求めることについてであり

ます。 

 現代表監査委員の 巳忠次氏の任期が、平成２１年３月２８日をもって満了となるこ 

とから、引き続き同氏を選任することについて、議会の同意を求めるものであります。 

 次に、同意第２号から同意第８号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を

求めることについて（その１）から（その７）であります。 

 現委員の太田信隆氏、清水孝雄氏、今井温子氏、岡田義治氏、 川裕子氏、小池信義

氏及び赤土永子氏の任期が、平成２１年３月３１日をもって満了となることから、太田

信隆氏、今井温子氏、岡田義治氏及び 川裕子氏を引き続き選任することについて、ま

た、清水孝雄氏の後任として弁護士の中 達也氏、公募による委員として、秦嘉廣氏及

び藤田斉氏を新たに選任することについて、議会の同意を求めるものであります。 

 次に、報告第２号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑

鳩町一般会計補正予算（第６号）について）であります。 

 景気後退下での住民の不安に対処するため、家計への緊急支援とともに、地域での消

費を増やし景気を下支えする経済効果を有する事業として「定額給付金事業」、また、

現下の厳しい経済情勢のなかで、子どもの多い世帯の幼児期における子育て負担に対し、

経済的な配慮を目的に「子育て応援特別手当支給事業」が実施されます。 

 これら事業の実施に必要な給付費と事務費は国が負担し、支給事業については本町が

実施いたしますが、今後、国の動向を把握しつつ、近隣市町村より支給事務が遅れるこ

とがないよう対応していく予定であり、実施に必要な給付費及び事務費について、既定

の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億７，３５２万５千円を追加し、歳入歳出

それぞれ８３億６，２０６万１千円とすることについて、地方自治法第１８０条第１項

の規定により、議会の議決により指定された事項について、専決処分を行いましたので、

同法同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 次に、報告第３号 議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の額の

決定について）であります。 
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 平成２０年７月２２日、斑鳩町法寺西３丁目１０番３４号先道路において、徴収嘱託

員が乗る原付自転車と中尾氏が乗る原付自転車が接触し、負傷及び車両を破損させたこ

とに対する損害賠償の額の決定につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、議会の議決により指定された事項について、専決処分を行いましたので、同法同条

第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 次に、報告第４号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑

鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について）であります。 

 内容といたしましては、先の報告第３号 損害賠償の額の決定について専決処分させ

ていただいたことに伴う損害賠償に係る保険金の受入と損害賠償金の支払いであります。

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３万２千円を追加し、歳入歳出それぞ

れ３７億６,６４８万５千円とすることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定

により、議会の議決により指定された事項について、専決処分を行いましたので、同法

同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 次に、報告第５号 平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてであ 

ります。 

 平成２１年度の斑鳩町文化振興財団の収支予算額は、１億５，２５４万６千円で、前

年度と比較して、４３８万３千円、２．８％の減となっております。 

 平成２１年度事業計画につきましては、自主事業として１７事業を計画し、事業費は

１，６３６万円となっております。 

 地域住民が出演される住民参加型事業を７事業、芸術文化鑑賞型事業を７事業、地域

文化を育成する育成型事業を３事業計画しております。 

 また、受託事業として１事業を計画しており、事業費は５０万円となっております。 

 次に、斑鳩町文化振興センターの管理及びホール運営では、ホール管理運営事業費と

して、１億９２５万円を計上しております。指定管理料収入として、８，６２５万円、

施設使用料収入で２，３００万円を見積っております。また、図書館管理事業費では、

１，３４２万３千円を計上しております。 

 今後とも地域文化の創造と活動の拠点として、サービスの向上に努め、その機能を最

大限に発揮させるとともに、多様な住民ニーズに応えるよう努めてまいります。 

 次に、報告第６号 平成２１年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告についてであり

ます。 
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 平成２１年度事業計画につきましては、処分事業のみを予定し、１事業を計画してお

ります。阿波２丁目地内で保有する都市計画道路代替用地の処分で、用地処分費は９，

９２２万５千円となっております。 

 土地開発公社の経営の健全化につきましては、「地方公共団体財政健全化法」が全面

的に施行されるなか、その出資団体にも大きく影響してまいります。このため、経営の

健全化にあたりましては、現在の社会経済情勢を勘案したなかで、最大限、その推進に

努めてまいります。 

 以上をもちまして、提案いたしましたそれぞれの議案につきましての概要説明とさせ

ていただきますが、いずれの議案につきましてもあたたかいご審議を賜りまして、原案

どおり議決又は承認を賜りますようお願い申し上げます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  ここで、午後３時２０分まで休憩いたします。 

         （午後３時０３分 休憩） 

 

           （午後３時２０分 再開） 

○議長（中川靖広君）  再開いたします。 

 ここでお諮りいたします。 

 本日提出されています議案について、先ほど町長から総括提案説明を受けましたので、

日程２５、諮問第１号、日程２６、諮問第２号、日程２８、同意第１号、日程２９、同

意第２号、日程３０、同意第３号、日程３１、同意第４号、日程３２、同意第５号、日

程３３、同意第６号、日程３４、同意第７号、日程３５、同意第８号、日程３６、報告

第２号、日程３７、報告第３号、日程３８、報告第４号、日程３９、報告第５号、日程

４０、報告第６号を除く町長提案の１８議案については、会議規則第３９条第３項の規

定により提案説明を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よってこれより議事日程に従い議事を進め 

てまいります。 

 日程８、議案第１号 斑鳩町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてを議題と

し、総括質疑をお受けいたします。１４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） これにつきまして、趣旨の方に特に異論はないんですけども、 
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厚生委員会も傍聴をさせていただいて、ちょっとわからなかったんでお聞きしたいんで

す。 

 今回、国から交付金が来るということで、介護報酬の引き上げにかかわって町の保険

料が引き上がる分について２分の１補助されますけれども、説明聞かせていただきます

と、２１年度で１００％、２２年度で５０％ということで、国から来る分については使

われますけども、実際に町民さんが保険料を支払うということになると、どういった形

になるかというのがちょっとわからなかったんで、教えていただけますでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  西本住民生活部長。 

○住民生活部長（西本喜一君） この介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についての介 

護保険料に係ります活用の方法でございますけども、具体的には、平成２１年度、２２

年度、２３年度で対象となるもので、斑鳩町としましては、２１年度では全額を、２２

年度では保険料の介護報酬分の増額の２分の１を保険料としてするものでございますけ

ども、具体的には、介護保険料につきましては、この第４次介護保険計画の中で、斑鳩

町におきましては１００円値上げをすることになります。現行は月額３，９００円です

けども、２１年度につきましては、この基金を適用いたしますと３，９００円そのまま、

１００円の値上げの部分だけを全額をこの基金から補てんをすると。そして、２２年度

につきましては、その１００円値上がる部分の２分の１、すなわち５０円を補てんをす

るということで、保険料につきましては３，９５０円、概ね３，９５０円相当になりま

す。そして、２２年度につきましては、１００円上がった４，０００円ということで、

段階的に保険料を具体的には補てんをしていくということでございます。 

 以上です。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） わかりました。それから、住民さんにそういう形の周知をする 

ための事務費の分についてもこの基金で賄えるということになっていると思いますんで、

くれぐれも混乱の生じないように十分に周知をお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川靖広君）  ほか、ないですか。よろしいですか。これをもって議案第１号に 

関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程９、議案第２号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
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いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。１４番、木澤議員。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） これにつきまして、担当の委員会で色々議論があり、まだまだ 

不十分だという点についても意見があったかと思いますが、それについては、今後、検

討をされていかれるということで答弁をされておりましたので、この部分についてはま

た期待をしたいと思うんですけれども、今回、一定こういう形で減免が実施されるとい

うことについては、評価をさせていただいております。これ、条例改正ということで提

案いただいてますけども、あわせて要綱も出してこられるのかなと思っていたんですが、

それについてはまだ整理されてないということでしたので、今後、この整理については

どのようにお考えになっているのか、お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  西本住民生活部長。 

○住民生活部長（西本喜一君） この減免の運用面での要綱の制定ということでございま 

すけども、要綱等でこの減免を具体的に載せていく基準などを定める必要があると考え

ております。 

 その基準につきましては、それぞれの条例にございます、例えば災害による減免につ

いては、その被災した程度によって何段階かに区分をしていかなければならないなと考

えております。例えば、家屋の全壊や全焼の場合、免除もあり得るものであるというふ

うに考えております。 

 また、収入の激変に関する減免につきましては、収入の激変に係る責任が納税者にな

いこと、それから低所得者に対する法的軽減、例えば７割軽減、５割軽減、２割軽減で

すけども、この法的軽減との均衡が図れるということを着眼点として要綱等でその減免

のリストを定めていきたいと考えております。 

 そういった中で、減免の要件の具体化、減免の割合等を設定する予定でございますけ

ども、質問者もおっしゃいましたように、まだ今のところ具体化していない、検討中で

あるということでございます。ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） 今、お聞きした中で、構想の方は持っていただいているという 

ことがわかりましたので、４月１日から施行するということで、それについてはそれに

間に合うように設置をしていただけるのかなというふうに思っておりますが、３月の議

会中には、特に提出いただくのはちょっと間に合わないかなというふうに思っておりま
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すが、また出来た段階で確認をさせていただきたいというふうに申し上げておきたいと

思います。 

 以上であります。 

○議長（中川靖広君）  ほか、よろしいですか。これをもって議案第２号に関する総括質 

疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第２号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１０、議案第３号 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例

の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。１４番、木

澤議員。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） この３号につきましては、委員会で色々ご説明をいただいてま 

したけれども、正直言いますと、ちょっとよくわからないというところが多かったんで

す。一定入浴された人が大広間を、今、使いづらい状況になっていると、それを改善す

るために入館料を取られるということなんですけれども、やろうという気持ちはわかる

んですが、果たして入館料を取ることで、本当に利用者が利用しやすいような状況に整

理が出来るのかなあというのが一番疑問に思っていることなんです。 

 あと、もう一つ、小広間についても有料にされるということですけれども、これにつ

いては、大広間の部分とは特に関係なくまた別のものになるのかなということで、まず

最初に、入館料を取るということになったとして、それでも、今、将棋をされる方とか

たくさんいらっしゃるという状況について改善されなかった場合というのは、どのよう

にされるんでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  西本住民生活部長。 

○住民生活部長（西本喜一君） 将棋、囲碁等をされます方が、昼間に大広間で囲碁、将 

棋をされており、入浴者の方に対してゆっくりくつろいでもらえないと。そういった状

況の中で、入館料を取った場合に、囲碁、将棋をしてはいけないというような制約は設

けることは難しいと思います。今現在、囲碁、将棋をされる方について、混雑している

時にはご遠慮をいただきたいというような張り紙はしておりますが、この張り紙も効果

が余りないような状況でございます。 

 今、質問者がおっしゃいますように、入館料を取られても、囲碁、将棋をされますと、

やはり入館料を払って娯楽をされているという中では、それを制止、排除するのは難し
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いものと考えておりますが、ただ、今までは、老人憩の家が無料で、そこで将棋、囲碁

をされていた方が、休みの水曜日にこのふれあい交流センターに来られて利用をされて

いるという経緯がございますので、入館料を取ることによって、その娯楽をされること

を差し控えていただけることも、かなり効果が出てくるのではないかと、今現在、その

ように考えている次第でございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） こればっかりは、やってみないとわからない部分というのは大 

きいんですけれども、今回、入館料を取るという形で改善をされようとしていることに

ついては、いきなり、これまでお金を払わないで利用をされていた方が、大広間が入浴

者に利用しやすいようになるということについてはいいんですけれども、館自体の利用

自体、利用がどのようになっていくのか。というのは、今、ほんとにたくさん使ってい

ただいてて、住民、町内外の方々に喜んでいただいている部分が、今後、入館料を取る

ということにするとどうなっていくのかという不安があるんです。 

 その点については、入館料を取るということで提案されていますけれども、もっと別

の方法、例えば将棋をするスペースをもうちょっと制限させてもらうとか、お金をもら

ってもその行為がなかなか縮小されない場合についての対策を、そっちの方から先に考 

えていくことも出来たんではなかったのかなというのが、１点私は疑問に思ってます。 

 あと、小広間について５００円を取られるということで、さらに入館料もあわせて取

るということになりますと、例えばあそこの部屋を１０人で利用されると、これまでは

無料で使用出来てたのが、５００円プラス１人２００円掛ける１０人で２，５００円必

要になると、大きな値上げになってしまうということについては、これはどのようにお

考えでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） 今、木澤議員のおっしゃるように、いきいきの里は風呂ですから、 

今年の正月でも、先ほどおっしゃったように、将棋とか囲碁の関係で係員と喧嘩をして

いるような状態でございまして、係員もかなり言うたかて、いや、ええやないかとかい

うことでされる。 

 今の集会所にしても、私はやっぱり、入館をして風呂へ入っていただくと、そこで休

憩される、そこで会議をされるというのが本来の趣旨ではないかな。余りにも、あこの

予定表を見てますと、大体独占的に使われているというのがたくさんあるわけです。だ
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から、やっぱり風呂を利用していただいて、そういう中で、私はやっぱりそういうこと

を進めていくことが一番大事ではないかな。 

 名目がいきいきの里ですから、皆さん方風呂を希望されて、私はあの風呂をする時に、

交渉をする東里の自治会の方々が、本当に真に風呂をつくってほしいというご要望です

から、私は風呂そのものについては、非常に利用度が高いと思います。時間的には問題

あると思いますけれども。 

 そういうことも踏まえて、そういう一つの規制をというのか、やっぱり何でもかんで

もいいんですということでなしに、やっぱり風呂へ入っていただいて、そこで休憩をし

ていただくというのが一番ベターではないかなと思っております。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） 今、町長おっしゃっていただいたように、地元の方も望んでお 

られて、お風呂に入っていただくと。本来の目的は、お風呂に入っていただいて、大広

間、小広間なども利用していただくということが望ましいかとは思うんですが、今、実

際に小広間を利用されている方というのは、ちょっと私も現地へ行ってお聞きしますと、

小地域福祉会などで利用されているということもお聞きをしたんで、現在利用されてい

る方が、この改定によってどうなってしまうのかなと、その点が一番気がかりになって

いるんです。なかなかはっきりした数字というのはわからないかもしれませんけど、小

広間と大広間については、どのような利用になっているんでしょうかね。 

○議長（中川靖広君）  西本住民生活部長。 

○住民生活部長（西本喜一君） 小広間の利用状況でございますけど、平成１９年度では 

１１２件、延べ１，２８８人の方が利用していただいておりまして、大広間につきまし

ては、入浴者の方につきましては把握出来るんですけども、入浴しないで大広間だけを

利用される方の人数は把握しておりません。ちなみに、入浴者数につきましては、平成

１９年度は３万７，４９１人でございます。 

 以上です。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） 総括質疑ですんで、この辺にしときたいと思うんですが、小広 

間の方ですね、利用率、私も聞きますと、月に１０回ほど、平均でいうとそれぐらいや

というふうにお聞きしてるんです。小広間の方についても、本当に頻度が高くてどうし

ようもないということで有料になるということでしたら、まだ理解出来ないこともない
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かなと思いますが、こうして入館料を取るということとあわせて小広間も有料にすると

いうことになると、やはり利用者の方、利用しづらくなってしまんではないかというふ

うに思っております。 

 これにつきましては、また委員会の議論もお聞かせいただいて、私はぜひ、提案をさ

れてますけども、入館料を取るのか、小広間については小広間だけの部屋代をいただく

のか、どちらかやっぱり一つだと思うんですよね。どちらも取るということについては、

町民さんについても、町内会の方についても、利用される人にとって大変負担が大きい

ものになるということについては、少し理解しがたいものであるというふうに思ってお

りますので、意見として申し上げておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  ほか、ございませんか。４番、吉野議員。 

○４番（吉野俊明君） 今の延長上になるんですけども、お風呂の利用者は、増加傾向に 

あるということでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  西本住民生活部長。 

○住民生活部長（西本喜一君） 入浴者数ですけども、平成１８年度、１９年度、ほぼ同 

数でございます。１７年度が３万２，６７８人でございますので、若干ふえてはきてい

るということでございますが。 

 以上でございます。 

○議長（中川靖広君）  ４番、吉野議員。 

○４番（吉野俊明君） 私も厚生常任委員でありますので、もう一つだけ聞かせていただ 

きます。先ほどの施政方針の中で、第２の柱の中に、「すこやかにともに生きる福祉の

まちづくり」ということがあります。あそこも福祉施設でございますので、料金を取る

ことによって福祉が後退するということであれば、それはちょっと、もう一度考え直す

べき色んな問題があると思いますので、一応申し述べさせていただきました。失礼しま

す。 

○議長（中川靖広君）  ほか、ございませんか。これをもって議案第３号に関する総括質 

疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第３号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１１、議案第４号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例について

を議題とし、総括質疑をお受けいたします。１４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） すいません、これにつきましても、委員会の説明を聞かしてい 
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ただく中で、少し疑問があったのでお尋ねをしておきたいと思いますが、この段階設定

を１２段階に広げていただいたというのは大変すばらしいものであって、本当にご苦労

いただいてよくやっていただいているなというふうに思うんですが、今回、新たに４期

計画として保険料設定が４，０００円ということでされてますが、介護報酬の３％引き

上げ分で大体１００円値上げをされたということですが、それがなかったら３，９００

円のままなのかなというふうに思うんですが、３期計画の時に、保険料の徴収が見込み

よりも、徴収が多かったのか利用が少なかったのか、何せ基金に数千万円の積み立てを

したというふうに理解をしてますが、その分について、そういうことだったら、その基

金を取り崩して、例えば保険料の引き下げが出来なかったのかなと単純に疑問に思った

んですが、ただ、午前中の監査委員さんの報告を聞いてますと、給付費も伸びていると

いうふうにおっしゃってましたんで、その基金の状況と給付の伸びとどういう関係にあ

るのかなと。保険料設定に当たっては、どのようにその辺を見込まれて４，０００円と

いう設定になったのか、お尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） これは、介護保険審議会委員の中で、第１期目、第２期目は里川 

議員さんが出ておられまして、そういう払いやすい方法というのが、今、これ１２段階

になってきたということでありまして、また基金を取り崩してやっているから３，９０

０円に抑えられるわけですからね、普通から考えたらもっとそれは高いんですよ。高い

けど、斑鳩町は、そういうふうにしてほしいという皆さん方のご要望を町としてはくみ

上げて、今年も５，０００万ほどやっぱり基金を取り崩しているわけです。そして３，

９００円、そしてあと５０円、５０円の４，０００円になっているということで、私は

出来るだけの努力はやっぱりやってきていると思うんですよ。職員は、そういう点につ

いて、監査委員さんがご指摘されているように、それはふえてますよ。ふえてるけども、

出来るだけやっぱり職員は一生懸命努力をしながら、出来るだけ冗費節減をしながら、

私はやっていると。 

 そういうことで、木澤議員さんおっしゃっるように、とにかく基金は５，０００万取

り崩しです。そういうことで３，９００円に抑えられたということでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（中川靖広君）  よろしいですか。これをもって議案第４号に関する総括質疑を終 

結いたします。 
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 ただいま議題となっています議案第４号は、厚生常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１２、議案第５号 平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。１３番、里川議員。 

○１３番（里川宜志子君） この補正予算で見させていただく中では、国の２次補正によ 

りまして、地域活性化生活対策臨時交付金というものが設定をされまして、この交付金

をとって町も事業をやろうという形で出されてきているものだというふうに理解はして

おるところなんですが、この２次補正につきまして、ここにあります５，３２０万とい

うのが臨時交付金新となっております。これが、斑鳩町が交付を受けることの出来る限

度額なのでしょうか。それと、限度額の設定については、どんなふうにされているのか。

それと、限度額を超える事業費となった場合、斑鳩町がこの事業と思ってそこへ当ては

めて、当てはめた事業の事業費がこの限度額を超えている場合は、どういうふうに処理

が出来るのかという、この辺の手法についてお尋ねをしておきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（中川靖広君）  池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） 今、お尋ねの地域活性化生活対策臨時交付金でございます。 

ここに予算計上いたしております５，３２０万円につきましては、本町に割り当てられ

た限度額でございます。この限度額につきましては、全国の市町村すべてについて国の

方で決定をされております。 

 これの算定の仕方ですけども、１といたしまして、地域経済の状況及び財政力の状況

をまず見られます。あと、過疎地等の条件不利地につきましては、ここにまた加算され 

るということになっておりまして、過疎地につきましては相当加算をされております。 

 それと、限度額を超えた場合の対処でありますけども、これにつきましては、当然す

べて町費で単独事業でなってきます。仮に本町は、６，０００万とした場合でしたら、

残りの６８０万につきましては町単独事業となってまいります。 

 以上です。 

○議長（中川靖広君）  １３番、里川議員。 

○１３番（里川宜志子君） そうですね、金額がきっちりしない場合でも、そういう残り 

の金額を町が単独で出すということで、どちらかというと地方交付税的な、割合、交付

金の限度額で申請を出しておりるとなったら自由、自由にというたらおかしいですけど、

その割り当ての仕方というのか、そういうのは市町村に任されているものなのかどうか
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というその辺、それがあるのかないのかで、今の部長の説明の理解が、合点がいくとい

うのか、そこのとこの確認をさせていただきたいのと、それとこの２次補正が出た時の

事業の選択については、当町ではどのような選択をし、現在、これらの事業に割り当て

たのかという経過ですね、この辺についても確認をさせていただいておきたいと思いま

す。 

○議長（中川靖広君）  池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） まずは、この事業の採択でございます。国の方では、生活対 

策臨時交付金要綱が出ておりまして、この中には当然、地域活性化等に資するきめ細か

なインフラ整備などを進めるために地域活性化生活対策臨時交付金を交付するとされて

おりまして、いわゆる地方公共団体が地域活性化等に取り組む、出来る事業として国が

認めた場合につきまして、その事業が認められるということでございます。 

 本町の場合、国の第２次補正がございました。その時に、各部にも照会をいたしてお

りますけども、その中で、照会して、採択出来るであろう事業を見込みました。 

 また、先ほど言いましたように、これはすべて国、その事業に対して国が交付金くれ

ますんで、新年度事業におきましても、やはり前倒し出来る部分については前倒しさせ

ていただいて、よりそれが効果が高まるようにさせていただいた状況でございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、里川議員。 

○１３番（里川宜志子君） 斑鳩町の取り組みとしては、この間に見させていただく中で、 

１次補正の場合にも、他の市町村が取り扱っていないような事業をこの１次補正の交付

金でとっているとかいうことでは、非常に財政面においても評価出来るものがあるとい

うふうに感じておりましたが、今後も、こういう場合、それは国の交付金にしたって、

私たちも税金払っておりますのでみんなのお金ですけれどもね、斑鳩町が必要であると

いう事業に関してまして、こういう有効なものがあれば、今後もさらに各部署で研究を

進めていただいて、より効果的に、この財政の厳しい状況の中で、進めていっていただ

きたいと思います。その手法につきましては、今、お聞かせいただきましたので、理解

をさせていただきました。 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第５号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第５号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１３、議案第６号 平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第５号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 
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         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第６号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第６号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１４、議案第７号 平成２０年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第７号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第７号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１５、議案第８号 平成２０年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第８号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第８号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１６、議案第９号 平成２０年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）について議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第９号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第９号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１７、議案第１０号 平成２１年度斑鳩町一般会計予算についてを議題

とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１０号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１０号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１８、議案第１１号 平成２１年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予

算についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１１号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１１号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程１９、議案第１２号 平成２１年度斑鳩町老人保健特別会計予算につい

てを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 
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         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１２号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１２号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２０、議案第１３号 平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１３号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１３号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２１、議案第１４号 平成２１年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１４号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１４号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２２、議案第１５号 平成２１年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１５号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１５号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２３、議案第１６号 平成２１年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１６号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１６号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２４、議案第１７号 平成２１年度斑鳩町水道事業会計予算についてを

議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって議案第１７号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１７号は、予算常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２５、諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることにつ

いて（その１）、日程２６、諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めるこ
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とについて（その２）、以上２議案を会議規則第３７条の規定に基づき一括議題といた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっています２議案については、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって諮問第１号、諮問第２号については、 

委員会付託を省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） それでは、諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を 

求めることについて（その１）及び諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求

めることについて（その２）についてご説明を申し上げます。 

 現委員であります山本惠一氏及び黒松龍一氏の任期が、平成２１年６月３０日をもっ

て満了となることから、山本惠一氏を引き続き推薦することについて、また黒松龍一氏

の後任として新たに中塩利明氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものでご

ざいます。 

 それでは、議案書の朗読によりましてご説明とさせていただきます。 

 まず、諮問第１号であります。 

 諮問第１号 

    人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１） 

 標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町法隆寺２丁目１０番４５号 

 氏  名 山本惠一 

 生年月日 昭和１７年８月２日 

 なお、同氏の経歴につきましては、次のページに記載のとおりでございますけども、

朗読は省略をさせていただきます。 

 次に、諮問第２号であります。 
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 諮問第２号 

    人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２） 

 標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町小吉田２丁目１４番２２号 

 氏  名 中塩利明 

 生年月日 昭和２２年２月１０日 

 なお、同氏の経歴につきましても、次のページに記載のとおりでございます。朗読は

省略させていただきます。 

 以上でご説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致でご承認賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川靖広君）  お諮りいたします。本案については、質疑討論を省略し、一括し 

て適任であるとの意見を付して答申することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって諮問第１号 人権擁護委員の推薦に 

ついて意見を求めることについて（その１）、諮問第２号 人権擁護委員の推薦につい

て意見を求めることについて（その２）については、満場一致をもって適任であるとの

意見を付して答申することに決定をいたしました。 

 続いて、日程２７、認定第１号 町道認定及び路線変更についてを議題とし、総括質

疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって認定第１号に関する総括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています認定第１号は、建設水道常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程２８、同意第１号 斑鳩町監査委員の選任について同意を求めることに

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 
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         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって同意第１号については、委員会付託を 

省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） それでは、同意第１号 斑鳩町監査委員の選任について同意 

を求めることについてご説明を申し上げます。 

 現代表監査委員の 巳忠次氏の任期が、平成２１年３月２８日をもって満了となるこ

とから、引き続き 巳氏を選任することについて議会の同意を求めるものでございます。 

 それでは、議案書の朗読によりましてご説明とさせていただきます。 

 同意第１号 

      斑鳩町監査委員の選任について同意を求めることについて 

 標記について、下記の者を斑鳩町監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条

第１項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町稲葉車瀬１丁目１９番１４号 

 氏  名 巳忠次 

 生年月日 昭和１４年１１月３０日 

 なお、同氏の経歴につきましては、次のページに記載のとおりでございますけども、

朗読につきましては省略をさせていただきます。 

 以上でご説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致でご同意賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川靖広君）  お諮りいたします。本案については、質疑討論を省略し、原案に 

同意することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって同意第１号については、満場一致で 

同意いたされました。 

 続いて、日程２９、同意第２号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求

めることについて（その１）、日程３０、同意第３号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選
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任について同意を求めることについて（その２）、日程３１、同意第４号 斑鳩町政治

倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その３）、日程３２、同意

第５号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その

４）、日程３３、同意第６号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求める

ことについて（その５）、日程３４、同意第７号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任に

ついて同意を求めることについて（その６）、日程３５、同意第８号 斑鳩町政治倫理

審査会委員の選任について同意を求めることについて（その７）、以上７議案を一括議

題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっています同意第２号から同意第８号までの７

議案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。ただいま議題となっています同意第２号から 

同意第８号までの７議案については、委員会付託を省略いたします。 

 理事者の提案説明を求めます。池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） それでは、斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を 

求めることについて（その１）から（その７）につきまして、現委員の太田信隆氏、清

水孝雄氏、今井温子氏、岡田義治氏、 川裕子氏、小池信義氏、赤土永子氏の任期が、

平成２１年３月３１日をもって満了となることから、太田信隆氏、今井温子氏、岡田義

治氏及び 川裕子氏を引き続き選任することについて、また、清水孝雄氏の後任として

弁護士の中 達也氏を、また公募による委員として、法隆寺西１丁目の秦嘉廣氏、龍田

西４丁目の藤田斉氏を新たに選任することについて、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 それでは、（その１）から順次議案書の朗読によりましてご説明をさせていただきま

す。 

 同意第２号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その１）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 
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 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町法隆寺２丁目３番４９号 

 氏  名 太田信隆 

 生年月日 昭和７年１月２日 

 なお、同氏の経歴につきましては、次のページに添付いたしておりますけども、朗読

は省略をさせていただきます。 

 次に、同意第３号についてでございます。議案書を朗読させていただきます。 

 同意第３号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その２）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町服部２丁目１８番７号 

 氏  名 中 達也 

 生年月日 昭和４０年２月２２日 

 同氏の経歴につきましても、次のページに略歴として添付いたしておりますので、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

 続きまして、同意第４号についてご説明申し上げます。議案書を朗読させていただき

ます。 

 同意第４号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その３）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 
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                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町龍田西６丁目１４番８号 

 氏  名 今井温子 

 生年月日 昭和１０年９月３０日 

 なお、同氏の経歴につきましても、次のページに添付をいたしておりますけども、朗

読は省略をさせていただきます。 

 次に、同意第５号でございます。議案書を朗読させていただきます。 

 同意第５号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その４）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町法隆寺北２丁目１番１４号 

 氏  名 岡田義治 

 生年月日 昭和１７年２月５日 

 なお、同氏の経歴につきましても、次のページに添付をいたしておりますけども、朗

読は省略をさせていただきます。 

 次に、同意第６号についてでございます。議案書を朗読させていただきます。 

 同意第６号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その５）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 
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 住  所 斑鳩町服部１丁目７番２６号 

 氏  名 川裕子 

 生年月日 昭和１６年１２月８日 

 なお、同氏の経歴につきましても、次のページに添付いたしておりますけども、朗読

は省略をさせていただきます。 

 次に、同意第７号であります。議案書を朗読させていただきます。 

 同意第７号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その６）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町法隆寺西１丁目６番４３号 

 氏  名 秦嘉廣 

 生年月日 昭和１７年８月１８日 

 なお、同氏の経歴につきましても、次のページに添付をいたしておりますけども、朗

読は省略をさせていただきます。 

 次に、同意第８号についてご説明申し上げます。議案書の朗読をさせていただきます。 

 同意第８号 

          斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について 

           同意を求めることについて（その７）  

 標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

                   記 

 住  所 斑鳩町龍田西４丁目７番１４号 

 氏  名 藤田斉 
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 生年月日 昭和４６年７月１１日 

 なお、同氏の経歴につきましても、次のページに添付をいたしておりますけども、朗

読は省略をさせていただきます。 

 以上でご説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致でご同意賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（中川靖広君）  お諮りいたします。同意第２号から同意第８号までの７議案につ 

いては、質疑討論を省略し、一括して原案に同意することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって同意第２号から同意第８号までの７ 

議案については、満場一致で同意いたされました。 

 続いて、日程３６、報告第２号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平

成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について）を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって報告第２号については、委員会付託を 

省略いたします。 

 理事者の説明を求めます。池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） それでは、報告第２号 議会の委任による町長専決処分の報 

告について（平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について）ご説明を申し

上げます。 

 まず、議案書の朗読をいたします。 

 報告第２号 

         議会の委任による町長専決処分の報告について   

     （平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について） 

 標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告しま

す。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 
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 次に、２枚目の専決処分書を朗読させていただきます。 

 斑専第１号 

               専決処分書 

      平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について 

 標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定さ

れた町長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２１年２月１９日 

                            斑鳩町長 小城利重 

  今回の補正につきましては、国の第２次補正に計上されました定額給付金及び子育て 

応援特別手当の交付について、国の関連法案が可決になれば、近隣の大和郡山市、生駒

市、三郷町等と時期を大きくおくれることなく定額給付金等の支給事務を行うため、去

る２月１９日付で、事務経費及び給付金は全額国庫補助金により事務を執行することか

ら、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項につ

いて町長専決処分をさせていただいた報告でございます。 

 まず、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当支給事業の概要につきまして説明

をさせていただき、その後補正予算の内容についてご説明をさせていただきます。 

 初めに、定額給付金の給付事業の概要でございます。 

 定額給付金の給付対象者は、平成２１年２月１日において住民基本台帳に記録されて

いる者及び外国人登録原票に登録されている者です。 

 次に、申請受給者ですが、住民基本台帳に記録されている者については、その者の属

する世帯主、外国人登録原票に登録されている者については、その者です。 

 次に、給付額ですが、給付対象者１人につき１万２，０００円となっております。た

だし、基準日において６５歳以上及び１８歳以下の者については、１人につき２万円と

なります。 

 次に、給付申請の受け付け開始日でございます。国において関連法案が成立後、３月

末から４月末にかけて申請書を発送し、４月末までには第１回目の振り込みをするとい

うことを目標にいたしております。 

 次に、給付申請の期限ですが、受け付け開始日から６カ月となっております。 

 次に、事業費ですが、給付金４億３，５７８万円、事務費２，２８５万５，０００円、

合計４億５，８０６万５，０００円となっております。 
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 最後に、財源ですが、１００％国庫補助金でございます。 

 続きまして、子育て応援特別手当支給事業の概要でございます。 

 まず、子育て応援特別手当の支給対象となる子どもは、世帯に属する３歳以上１８歳

以下の子が２人以上おり、かつ平成２０年度において、小学校就学前３年間に該当する

第２子以降の子どもが対象になります。 

 次に、申請者は、平成２１年２月１日において支給対象となる子の属する世帯の世帯

主です。 

 手当の額は、対象となる子ども１人当たり３万６，０００円となります。 

 また、申請につきましては、町から発送します申請書により申請を行っていただき、

審査の上、支給決定をし、原則として口座振り込みにより支給をします。 

 次に、申請の受け付けは、３月末から４月にかけて行い、４月末までには第１回目の

振り込みをするということを目標にいたしております。 

 次に、事業費ですが、子育て応援特別手当は１，４４０万円、事務費が１０６万円、

合計で１，５４６万円となっております。 

 財源につきましては、先ほどと同様に１００％国庫補助金でございます。 

 続きまして、補正予算の説明をさせていただきます。補正予算書の２ページをお願い

をいたしたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４億７，３５２万５，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８３

億６，２０６万１，０００円としたものでございます。 

 続きまして、３ページでございます。第２表、繰越明許費では、第２款総務費、第１

項総務管理費、事業名、定額給付金給付事業で４億５，８０６万５，０００円を、第３

款民生費、第２項児童福祉費、事業名、子育て応援特別手当支給事業で１，５４６万円

を翌年度に繰り越して使用出来る経費としております。 

 それでは、予算に関する説明書によりましてご説明をいたします。補正予算書の６ペ

ージをお願いします。 

 歳入予算では、第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１目民生費国庫補助金と

して１，５４６万円の増額補正。内訳としましては、子育て応援特別手当交付金として

１，４４０万円、子育て応援特別手当事務取扱交付金として１０６万円。第５目総務費

国庫補助金として４億５，８０６万５，０００円の増額補正。内訳としましては、定額
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給付金給付事業費補助金として４億３，５７８万円、定額給付金給付事務費補助金とし

て２，２２８万５，０００円であります。 

 次に、歳出でございます。７ページをお願いをいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第１２目の定額給付金給付事業費として４億５，

８０６万５，０００円の増額補正をいたしております。内訳といたしましては、事務費

関係では、第３節職員手当等で９４万３，０００円、第４節共済費、臨時職員の社会保

険料として３９万１，０００円、第７節賃金で３０２万３，０００円です。なお、臨時

職員につきましては、昨年後半からの社会経済情勢による雇用環境の悪化に対応するた

め、緊急雇用対策として離職者を対象にハローワークで３名を募集いたしております。

次に、第１１節需用費で２０１万１，０００円、第１２節役務費で６１６万４，０００

円、第１３節委託料として７８４万１，０００円。主なものといたしましては、定額給

付金のシステム導入等業務委託、申請書作成等業務委託料でございます。第１４節使用

料及び賃借料で１９１万２，０００円となっております。次に、８ページをお願いしま

す。第１９節負担金補助及び交付金として４億３，５７８万円。これにつきましては、

定額給付金でございます。 

 次に、第３款民生費、第２項児童福祉費、第５目の子育て応援特別手当支給事業費と

して１，５４６万円の増額補正をしております。内容といたしましては、事務費関係で

は、第３節職員手当等で１７万７，０００円、第４節共済費で３，０００円、第７節賃

金で４７万５，０００円、第１１節需用費で１０万８，０００円、第１２節役務費で２

０万７，０００円でございます。なお、定額給付金と同様に、これにつきましても、緊

急雇用対策として離職者を対象にハローワークで２名の募集をいたしております。次に、

９ページをお願いいたします。第１３節委託料で９万円、第１９節負担金補助及び交付 

金として１，４４０万円。これにつきましては、子育て応援特別手当でございます。 

 以上で、平成２０年度一般会計補正予算（第６号）のご説明とさせていただきます。

よろしくお願いをいたします。 

○議長（中川靖広君）  ここで会議時間を１９時まで延長いたします。 

 報告が終わりました。本件について質疑をお受けいたします。１３番、里川議員。 

○１３番（里川宜志子君） この事業につきましては、国政レベルでも賛否様々な議論が 

行われてきておりますし、私自身は、景気対策としては実効性のあるものだとは思って

おりませんが、ただしこの事業が法律が成立いたしますと、自動的に国民の権利、斑鳩
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町で言えば町民の皆さんに権利が発生してくる問題です。権利が発生してくるものを私

たちはそれについて阻むことは出来ませんので、そういう立場からこの問題については

受けとめをさせていただき、色々考えてきたんですが、ただいまの説明の中で、これ、

あくまでも世帯主申請で、世帯主に対しての支給というふうにおっしゃられてるんです。 

 私、今までの経験の中で、会社が倒産をして、旦那さんが行方不明になって、連絡が

とれずに、親子３人さん身を寄せて、斑鳩町から出ていかずにね、斑鳩町の方ですけれ

どもね、そういうふうに生活をしながら、母子家庭さんの健康保険すらもらえなかった

というような方がいらっしゃいました。こういう方であったり、また別居、色んな事情

があると思います。顕著なものはＤＶなんかがございますけれども、色んな事情で別居

をされているというようなご家庭。こういったご家庭に、ほんとに子どもさんのために

使っていただけるのか。それぞれの必要とされている、こういったお金が必要とされて

いる方たちにちゃんと行き渡るのかということについては、私は非常に疑問に思ってき

てます。そういう悲しい例を色々町内でも知っているもんですからね、これらについて、

町におかれましてはどんなふうに考えておられるのかということについて確認をさせて

いただきたいというふうに思います。 

○議長（中川靖広君）  池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） 今、様々な例についてご質問をされました。 

 まず１点目、今回のこの申請につきましては、先週末ですけど、国の方から想定質問

も若干来たわけでございますけども、世帯主に限らず色んな状況がございますので、や

っぱり高齢者の世帯もございますので、代理人申請を認めますよということになってま

いりました。その時に、代理人申請につきましても、広く民生委員さん等の活用も考え

ていきたいと考えております。 

 今、質問の中でおっしゃいました特にＤＶの関係で、例えば別居して自分の居場所を

知らせない場合もございます。その方につきましては、ご主人にわからないように、転

出されておられる方につきまして、こちらの方から封書でご連絡させていただいて、そ

の情報については、本人さんに行かないように対応をしたいと考えております。 

 そういう具合に、町といたしましても、今、ご質問者がおっしゃいましたように、こ

れは必ず住民の方すべてに行き渡るように最善の努力をしたいと考えておりますので、

そういう具合に取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（中川靖広君）  １３番、里川議員。 
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○１３番（里川宜志子君） 国は決めましたけど、裁量や事務は市町村に丸投げでござい 

まして、市町村の判断に任せるというような問題も色々ございましたが、ただせっかく、

せっかくという言い方はおかしいですけれども、私は３万人弱のこの斑鳩町というのは、

住民さんの顔が比較的よく見えるまちの大きさだというふうに考えております。こうい

った問題につきましても、出来るだけやはり、そういった色んな事情で世帯主さんとは

別になっているような方々であったりした場合、そういう方たちにも支給がなされるよ

うに、ほんとに大変な作業だと思いますけれども、最善を尽くして、町民さんに発生し

ました権利ですので、この権利を皆さん方に受けていただけるような努力を町として行

っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  ほか、ないですか、よろしいですか。これをもって質疑を終結い 

たします。 

 報告第２号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町一

般会計補正予算（第６号）について）を終わります。 

 続いて、日程３７、報告第３号 議会の委任による町長専決処分の報告について（損

害賠償の額の決定について）、日程３８、報告第４号 議会の委任による町長専決処分

の報告について（平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて）の２議案は、いずれも同一事故に係る議会の委任による町長専決処分の報告で

あります。よって会議規則第３７条の規定により、２議案を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっています２議案については、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって報告第３号、報告第４号の２議案に 

ついては、委員会付託を省略をいたします。 

 本案について、理事者の報告を求めます。西本住民生活部長。 

○住民生活部長（西本喜一君） それでは、報告第３号 議会の委任による町長専決処分 

の報告について（損害賠償の額の決定について）、並びに報告第４号 議会の委任によ

る町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）について）につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、報告第３号でございます。 

 まず、議案書を朗読させていただきます。 
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 報告第３号 

         議会の委任による町長専決処分の報告について 

            （損害賠償の額の決定について）    

 標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告しま

す。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

 続きまして、専決処分書を朗読させていただきます。２枚目をご覧いただきたいと存

じます。 

 斑専第１３号 

                 専決処分書 

             損害賠償の額の決定について 

 標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定

された町長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２０年１２月１８日 

                            斑鳩町長 小城利重 

 続きまして、３枚目の損害賠償の額の決定についてをご覧いただきたいと存じます。

朗読をさせていただきます。 

             損害賠償の額の決定について 

 斑鳩町法隆寺西３丁目１０番３４号先道路において、徴収員が乗る原付自転車が住民

の原付自転車と接触した事故による損害賠償を次のとおり決定する。 

                   記 

 １．損害賠償の額   ３３万１，９７７円 

 ２．損害賠償の相手方 生駒郡斑鳩町法隆寺西３丁目１０番３９号 

            中尾香鶴子 

 この本議案についてでございますけども、平成２０年７月２２日、国保医療課所属の

徴収員の木下好司が、徴収業務中原付自転車で走行していたところ、法隆寺西３丁目１

０番３４号先の道路におきまして、左折をしようとした際に、その方向から走ってきた

相手方の原付自転車と出会い頭に衝突をしました。相手方がその際転倒をされましたた



１－110 

め、負傷を負われ、また原付自転車を一部破損したものでございます。 

 この事故によります損害賠償の額として３３万１，９７７円を支払うことで、平成２

０年１２月１８日に示談が成立いたしましたので、同日付で専決処分をさせていただい

たものでございます。 

 なお、３３万１，９７７円の内訳ですけども、物損に係ります修理代は４万６８３円、

対人賠償に係ります治療費等が２９万１，２９４円でございます。 

 以上が損害賠償の額の決定についての説明でございます。 

 続きまして、報告第４号についてご説明を申し上げます。 

 まず、議案書を朗読させていただきます。 

 報告第４号 

         議会の委任による町長専決処分の報告について 

          （平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業   

          特別会計補正予算（第４号）について）   

 標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告をし

ます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

 続きまして、２枚目、専決処分書を朗読させていただきます。 

 斑専第１４号 

                 専決処分書 

  平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について 

 標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定さ

れた町長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２０年１２月１８日 

                            斑鳩町長 小城利重 

 本議案につきましては、先ほどご説明申し上げました事故に係ります示談が成立いた

しまして、損害賠償の額も決定いたしましたところから、その損害賠償額を支払います

ため、同日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 

 それでは、補正予算書の予算に関する説明書に基づきましてご説明をさせていただき
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ます。 

 まず、補正予算書の４ページをご覧いただきたいと存じます。歳入でございますけど

も、第１０款諸収入、第３項雑入、第６目雑入、第１節雑入に、全国自治協会町村有自

動車損害共済から、自動車損害共済金といたしまして新たに３３万２，０００円を補正

するものでございます。 

 次に、歳出でございます。５ページでございます。第１款総務費、第２項徴税費、第

１目賦課徴収費、第２２節補償補填及び賠償金に、賠償金といたしまして新たに３３万

２，０００円の増額補正を行い、相手方にお支払いをするものでございます。 

 それでは、１ページにお戻りいただきたいと存じます。補正予算書を朗読させていた

だきます。 

    平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 平成２０年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３万２，０００円を追加し、歳入歳 

 出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３７億６，６４８万５，０００円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

 予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                        平成２０年１２月１８日 専決 

                        斑鳩町長   小城利重    

 以上、補正予算書の説明でございます。 

 今回の事故につきましては、徴収員の不注意が事故の原因の一つでありますことから、

このようなことが繰り返し起こらないよう、今後、一層注意してまいりますので、ご理

解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上で、報告第３号及び報告第４号の説明を終わらせていただきます。よろしくご了

承賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中川靖広君）  説明が終わりましたので、本案について質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第３号 議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の額の決定に
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ついて）、報告第４号 議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度

斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について）を終わります。 

 続いて、日程３９、報告第５号 平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって報告第５号については、委員会付託 

を省略いたします。 

 理事者の報告を求めます。池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） それでは、報告第５号 平成２１年度斑鳩町文化振興財団事 

業計画の報告についてご説明を申し上げます。 

 まず、最初に議案書を朗読させていただきます。 

 報告第５号 

      平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について 

 標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

 本議案は、平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画及び収支予算について議会にご

報告をさせていただくものでございます。 

 まず、１ページをお願いをいたします。 

 平成２１年度の事業計画につきましては、（１）の芸術・歴史文化事業の企画及び運

営に関する事業につきましては、①住民参加型事業７事業、事業費４３２万円、②芸術

文化鑑賞型事業７事業、事業費９４２万円、③育成型事業３事業、事業費２６２万円で、

事業合計では１７事業、１，６３６万円であります。 

 これらの事業の概要につきましては、２ページから４ページに、開催事業名、開催日、

開催趣旨、事業費、収入見込額等を記載をいたしておりますので、ご参照をください。 

 次に、（２）の芸術・歴史文化活動の普及、振興、支援事業につきましては、①受託

事業１事業、事業費５０万円でございます。事業の概要につきましては、ＮＨＫ奈良放
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送局との共催事業であります。②友の会運営費として、事業費９４万３，０００円。い

かるがホール友の会会員に要する経費でございます。 

 （３）の芸術・歴史文化情報の収集及び提供につきましては、ホール機関誌の刊行と

して１７万３，０００円。 

 （４）のその他、この法人の目的を達成するために必要な事業につきましては、１の

ホール管理運営事業として、事業費１億９２５万。うち、指定管理料収入が８，６２５

万円、使用料収入が２，３００万円であります。なお、前年度比較につきましては、後

ほど収支予算書においてご説明申し上げます。 

 ２の図書館管理事業では、事業費１，３４２万３，０００円であり、ホール施設全体

に係る管理費のうち、電気、水道、清掃、夜間警備等についてでございます。文化ホー

ル部門と図書館部門の床面積比を８対２といたしまして、ホール８、図書館２となって

おります。 

 以上が、平成２１年度の事業計画でございます。 

 次に、平成２１年度収支予算でございます。５ページに収支予算書総括表があります

ので、この総括表に基づきご説明を申し上げます。 

 Iの事業活動収支の部で、１、事業活動収入では、①基本財産運用収入ですが、これ

は財団の基本財産１億円の運用益となっております。予算額３５万円で、前年と同額と

なっております。基本財産の全額金融機関への預け入れの利息でございます。 

 ②事業収入ですが、予算額は１，３９１万２，０００円です。これは、年間１７事業

のチケット販売収入の合計となります。前年度比較では、１１６万円の減額となります。

これは、事業規模の縮小によるものでございます。 

 ③受託事業収入では、６ページに詳細がありますが、図書館の管理事業費の受け入れ

及び斑鳩町から指定管理者の選定を受けました斑鳩町文化振興センターの指定管理料収

入、またホールの貸し館事業の収入及び斑鳩町から委託された事業の開催費用の受け入

れでございます。予算額は１億２，３１７万３，０００円となり、前年度比較で２１０

万４，０００円の減額となっております。 

 明細は、６ページの収支予算書のIの１の③の受託事業収入の欄に記載しております

とおり、図書館管理受託事業収入は、斑鳩町立図書館の管理に係る事業収入でございま

す。予算額、１，３４２万３，０００円となっております。予算の内訳は、先ほどご説

明いたしました図書館の管理に係る経費でございます。前年度比較では、５１万６，０
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００円の減額となっております。次に、指定管理料収入は、予算額８，６２５万円とな

り、前年度比較では６５万２，０００円の減額となりました。減額の理由は、総合施設

管理委託料の減額によるものでございます。次に、使用料収入ですが、ほぼ前年度並み

の予算額２，３００万円でございます。次に、受託事業収入ですが、予算額５０万円で、

斑鳩町から委託を受けた受託事業を開催するための費用の受け入れでございます。 

 恐れ入りますけども、５ページにお戻りください。④の補助金等収入は、予算額１，

３５４万４，０００円で、主に財団の事業活動及び財団運営補助で、斑鳩町からの受け

入れでございます。前年度比較で、１０５万３，０００円の減額となりました。 

 次に、⑤入会金収入ですが、予算額は９４万３，０００円となります。これは、平成

２１年度いかるがホール友の会の入会金及び年会費の収入となります。 

 ⑥雑収入ですが、予算額は前年度同額の６２万４，０００円となり、これはホール内

４台の自動販売機及び公衆電話の設置手数料、コピー代等によるものでございます。 

 次に、２の事業活動支出であります。 

 ①事業費支出、（１）自主事業費支出は、予算額１，６３６万円となり、前年度比較

で２３７万１，０００円の減額となります。主な要因は、事業規模の縮小による委託料

の減によるものでございます。各事業費の内訳につきましては、説明書最後の１５ペー

ジに記載してありますので、ご参照をよろしくお願いをいたします。 

 （２）受託事業費支出では、予算額は５０万円であり、前年度比較で１００万円の減 

額となっております。これは、斑鳩町より委託を受けた事業の開催費用でございます。 

 次に、（３）図書館管理費支出は、事業活動収入の③受託事業収入、図書館管理受託

事業収入と同額で、内訳は、予算額１，３４２万３，０００円となります。 

 次に、（４）ホール管理運営費支出は、予算額１億９２５万円となり、事業活動収入

の③受託事業収入、指定管理料収入８，６２５万円と、使用料収入２，３００万円の合

計と同額となっております。前年度比較では、５８万８，０００円の減額です。減額の

主な要因は、施設管理委託料の減少によるものでございます。 

 次に、（５）友の会運営費支出、予算額９４万３，０００円でございます。これは、

友の会会員への案内送付などの費用となります。事業活動収入の⑤入会金収入と同額を

計上いたしております。 

 次に、②の管理費支出、（１）総務管理費支出では、予算額１，２０２万円となり、

前年度比較では１５万８，０００円の増額となっております。主に、財団の業務管理、
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庶務的経費に係る費用でございます。 

 最後に、Ⅳの予備費支出は、予算額５万円であり、前年度同額となっております。 

 なお、本報告議案につきましては、去る２月２０日に開催の理事会におきまして承認

を得て提出されたものであることをご報告申し上げますと共に、当日の会議録を議会事

務局に提出をされておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上で、平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてのご説明とさせて

いただきますが、何とぞよろしくご了承賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中川靖広君）  報告が終わりました。本案について質疑をお受けいたします。８ 

番、西谷議員。 

○８番（西谷剛周君） ３ページの、芸術文化鑑賞型事業の中で、ソプラノ・正岡祐子コ 

ンサートというのがあるんですが、正岡子規と会津八一というたら、これ俳人と歌人な

んですが、「いかるがの心をうたう」ということの中で、単純に読めば、俳句とか歌を

メロディーにのせて歌われるのかなと、その辺の解釈でいいのかどうかというのと、そ

れと共に斑鳩の里の俳句大会を開催すると、この辺はどういう感じでされるのか、具体

的にちょっと教えてください。 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） 正岡子規が斑鳩の「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」ということで 

ございまして、正岡子規の孫さんに当たる正岡明さんが、東大寺のちょうど二月堂の裏

というんですか、天平クラブで、あこに柿の木を植えてやっておられるんですけども、

その正岡子規の孫さんの祐子さんがソプラノ歌手ですので、その方が正岡子規と会津八

一のいかるがの心をうたうということをしていただくと。そしてまた、正岡子規の俳句

ですから、特に投句を募集すると。募集をしながら、審査委員の方に審査をしていただ

いて、そして発表するということを考えております。 

○議長（中川靖広君）  １４番、木澤議員。 

○１４番（木澤正男君） すいません、友の会のことでちょっとお聞きしたいんですけど 

も、１０ページのところに、今年度の入会金、年会費、法人会費というふうに金額と数

と載せていただいているんですが、昨年度の予算と比較をしますと、個人の会員さんの

入会費というのが５０件近く減っている。また、その逆というわけじゃないんでしょう

けども、法人の会費というのが２０件ほどふえるという形で数字が変化をしてきてるん

ですけども、これについては、友の会の会員さんの動向、傾向というのはどういう状況
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にあるのかなと。これまで、これまでというか、今回もそうでしょうけど、頑張って友

の会の会員さんふやしていただくと。予算について、こういうふうに大幅に、個人の会

員さんですね、入会の分がこんだけ減っているというのはどういうことなのかというこ

とについて、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  池田総務部長。 

○総務部長（池田善紀君） 予算が減っているということでございます。 

 前年度予算時につきましては、５２８件で編成をいたしておりました。その中で、平

成２０年度の実績につきましては４６３件と、６５件の減となりました。理由の一つと

いたしましては、平成１９年度におきまして天童よしみさんのコンサートを行いました。

そうした中で、天童よしみさんのコンサートの中で、天童よしみファンの方が登録され

たと。その方が継続加入をされなくなったために、その方の人数が減ってまいりました

ことも一つの要因ではないかと考えております。 

 今、質問者もおっしゃいましたように、友の会の会員さんの獲得につきましては、い

かるがホールの重要な事業の一つでございますので、予算の人数はこうしておりますけ

ども、より多く予算額を上回るように獲得に向け努力をしてまいりたいと思いますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  ほかにございませんか。これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第５号 平成２１年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてを終わります。 

 続いて、日程４０、報告第６号 平成２１年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  異議なしと認めます。よって報告第６号については、委員会付託 

を省略いたします。 

 理事者の報告を求めます。 巻企画財政課長。 

○企画財政課長（ 巻昭男君） それでは、報告第６号 平成２１年度斑鳩町土地開発公 

社事業計画の報告についてご説明を申し上げます。 

 まず、議案書を朗読させていただきます。 

 報告第６号 



１－117 

      平成２１年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告について 

 標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

 平成２１年３月２日提出 

                            斑鳩町長 小城利重 

 それでは、事業計画説明書に基づきましてご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、平成２１年度斑鳩町土地開発公社予算書の１０ページをお開きいた

だけますでしょうか。 

 初めに、取得事業計画についてでございますが、本年度の事業計画では、平成２１年

度から平成２３年度までの間におきましては、新たに取得する事業は計画しておりませ

ん。 

 次に、処分事業計画についてでありますが、恐れ入りますが、１１ページにお移りい

ただけますでしょうか。 

 本年度の事業計画では、都市計画道路代替用地の処分を進めてまいります。平成２１

年度におきましては、阿波２丁目地内に保有する用地の処分を計画しております。その

事業費として、９，９２２万５，０００円を予定しております。平成２２年度では、興

留５丁目地内に保有する用地の処分を計画しております。その事業費として、７，８３

６万４，０００円を予定しております。いずれの処分につきましても、土地開発公社経

営健全化計画に基づき処分するものでございます。 

 それでは、２ページをお開きいただけますでしょうか。 

 第１表、収益的収入及び支出予算についてであります。 

 初めに、収入では、事業収益の公有地取得事業収益で９，９２２万５，０００円、事

業外収益の受取利息で７，０００円、同じく雑収益で９万３，０００円を計上し、収益

的収入の合計では、９，９３２万５，０００円となっております。また、支出では、事

業原価の公有地取得事業原価で９，９２２万５，０００円、販売費及び一般管理費の一

般管理費で９万６，０００円を計上し、収益的支出の合計では、９，９３２万１，００

０円となっております。 

 恐れ入りますが、３ページにお移りいただけますでしょうか。 

 次に、第２表、資本的収入及び支出予算についてであります。 

 初めに、収入では、資本的収入の合計は８００万円で、借入金のみの計上となってお
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ります。また、支出では、公有地取得事業費で８７６万６，０００円、借入金償還金で

９，９３０万円を計上し、資本的支出の合計では１億８０６万６，０００円となってお

ります。 

 ５ページ以降につきましては、資金計画書、借入金明細書、予定損益計算書等をお示

ししておりますので、後ほどご参照いただければと思います。 

 それでは、１ページにお戻りいただけますでしょうか。朗読をもちまして説明とさせ

ていただきます。 

           平成２１年度斑鳩町土地開発公社予算 

（総則） 

第１条  平成２１年度斑鳩町土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

１．都市計画道路代替用地処分 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。 

収益的収入     ９，９３２万５，０００円 

収益的支出     ９，９３２万１，０００円 

   ２ 収益的収入及び支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

収益的収入及び支出予算」による。 

（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。（資本的収入額が資本的 

支出額に対して不足する額 １億６万６，０００円は、当年度分損益勘定留保

資金 １億６万６，０００円で補てんするものとする。） 

資本的収入       ８００万円 

資本的支出     １億８０６万６，０００円 

   ２ 資本的収入及び支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第２表 

資本的収入及び支出予算」による。 

（借入金の限度額） 

第５条  借入金の限度額は、３億１，０００万円と定める。 

   ２ 前項の限度額のうち、本事業年度において借入を行わなかった金額は、翌年 
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度事業に繰り越して借入することができる。 

（予算の弾力条項） 

第６条  公有地売却の増加によって、収益的収入予算の款・事業収益、項・公有地取 

得事業収益の予算額を上回って収入された場合は、その上回って収入された金

額の範囲内において資本的支出予算の款・資本的支出、項・借入金償還金の予

算額を上回って支出することができる。 

                          平成２１年２月１９日 

                           斑鳩町土地開発公社  

                            理事長  小城利重  

 以上、簡単ではございますが、報告第６号 平成２１年度斑鳩町土地開発公社事業計

画の報告についてのご説明とさせていただきます。 

 なお、この報告案件につきましては、去る２月１９日、斑鳩町土地開発公社理事会に

おきまして承認されておりますことを申し添えましてご説明を終わらせていただきます。

何とぞよろしくご了承を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川靖広君）  報告が終わりました。本案について質疑をお受けいたします。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川靖広君）  よろしいですか。これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第６号 平成２１年度斑鳩町土地開発公社事業計画の報告についてを終わります。 

 以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 明３日から４日までは休会、５日は午前９時から一般質問を予定しておりますので、

定刻にご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

         （午後４時５５分 散会） 


